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「再生と利用」は昭和53年5月1日に1号を発刊以来、今号で150号を迎えることとなりました。創
刊以来、ご支援ご協力をいただいた関係者の皆様はじめ、読者の皆様に誌面をお借りしてお礼申し上げます。
今後も下水道資源の有効活用・利用促進の唯一の専門機関誌として、内容を充実し、多くの読者に愛され
るよう努めてまいります。

100号（平成15年6月）で表紙をリニューアル

下水汚泥資源利用協議会設立当時の記事（昭和52～53年）

創刊号（昭和53年5月）の表紙



下水道資源の食・農業利用を通じて地域振興などにつなげる活動を推進しているBISTRO下水道推進戦
略チーム（事務局＝国土交通省、日本下水道協会）は、11月 24、25の両日、第8回会合を鶴岡市内で
開き、下水道資源を活用した事例について意見を交わし食と下水道の連携に関する知見を共有するとともに、
同市での下水汚泥コンポストの活用や、ユネスコ食文化創造都市に選ばれた同市の食文化について理解を深
めた。翌25日には、同市コンポストセンターの堆肥化施設や同市浄化センターの消化ガス発電設備の視察
を行った。会合には、23団体が参加した。

参加者＝▽岩見沢市▽帯広市▽山形県▽鶴岡市▽山形市▽愛知県▽神戸市▽佐賀市▽日本土壌協会▽日本下

水道施設管理業協会▽データベース▽共和化工▽水ｉｎｇ▽日水コン▽建設技術研究所▽アル・

ケッチァーノ▽京都大学▽山形大学▽鶴岡市農業協同組合▽ネスパ▽上野台堆肥生産協同組合▽ミ

ス日本・水の天使▽国土交通省

食との連携に関する知見を深めた会合

イタリア料理店のシェフが調理実演 ビストロ食材の料理

コンポストセンターなどを視察

BISTRO下水道推進戦略チーム
　　　　　　　　　第8回会合　in 鶴岡市
BISTRO下水道推進戦略チーム
　　　　　　　　　第8回会合　in 鶴岡市
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巻 頭 言

曽小川　久貴
日本下水道協会理事長

「再生と利用」150 号発刊にあたって
〜需要者側の立場から、循環の輪を繋ぐ〜

　昭和 52 年 12 月、下水汚泥資源利用協議会の発足に合わせ、季刊誌「再生と利用」の発刊が始まりました。爾来、
38 年余の歳月を経て 150 号の発刊を迎えることができました。歴代委員長をはじめ、編集委員の皆様及び読者の皆
さまに心より感謝申し上げます。
　汚泥協の発足は、第 4 次下水道整備五箇年計画（昭和 51 〜 55 年度）による急速な下水道整備の進捗に伴い急増
する下水汚泥を如何に適切に処分・利用するか、言い換えるとこの難題を解決できなければ国民が希求する下水道
の整備促進に応えられないという、切羽詰まった状況を打開することにありました。「再生と利用」の初刊以来、
日本土壌協会の支援を得て、緑農地利用を中心に多くの成果が得られましたが、大都市の多くは陸上や海上埋め立
て処分に依存せざるを得ない状況が続き、汚泥処分地の確保の一層の困難さを背景に、焼却炉や溶融炉などの、減
容化技術の開発が進められました。さらに、平成 8 年度には下水道法が改正され、発生汚泥減量化の努力義務が規
定されたことも、セメント原料を中心に建設資材利用を加速させることになりました。この結果、汚泥有効利用率
は 13％（昭和 53 年度）から 78％（平成 22 年度）へと大きく向上しましたが、有機分の利用を目的とした農業利
用等の利用率は約 15％で停滞することになります。
　このように、化学肥料の登場、処分地の確保難、法制度を含む行財政度の変更など、下水汚泥の処理・処分や有
効利用を巡る環境は変動し、時にはそれらの変化に大きな影響を受けてきましたが、今や下水汚泥は廃棄物でなく、
物質・資源循環系における主要なバイオマス資源としての役割を果たすべき時を迎えています。
　振り返えると汚泥協の発足当初、汚泥の緑農地利用は、物質・資源循環に着目した先駆的取組みであったものの、
処分地の確保難の解消を起源としたため、汚泥肥料を市場で流通する製品（商品）として意識するまでにはなかっ
たのではないでしょうか。しかし、その後下水道法改正により特定事業場からの排水規制が強化されるなど、関係
者の地道な活動の結果、今や汚泥肥料は普通肥料として公定規格化されています。このことは、他の肥料などと市
場で競合することを意味し、汚泥肥料の製造と円滑な流通のためには、これまでの上流側（製造者側）の発想から
脱皮し、下流側（需要者側）の視点に立って品質管理を行うとともに、経済原則に則って事業を行っていくことが
不可欠であることを示唆しています。水循環系、物質・資源循環系を問わず、真に循環系のなかで適切に認知・評
価されていくには、下流側（需要者側）からの要求水準（品質や数量など）に適合していく必要があります。話題
の「ビストロ下水道」が広く受け入れられてきたのも、ネーミングも然ることながら、この要件を満足するための
関係者の不断の努力が続けられているからにほかなりません。
　平成 26 年 7 月、下水道政策研究委員会は、下水道事業の継続性の確保と下水道の潜在的な可能性を発掘・発展
させるよう求める「新下水道ビジョン〜循環のみちの持続と進化〜」を取り纏めました。新ビジョンは、「下水道
ビジョン 2100 〜循環のみち〜」の基本的考え方を踏襲しつつ、水循環系における主要な社会インフラとして上下
水道を位置づけ、積極的な役割を果たすことを求めています。この基本的方向を受け、昨年の下水道法改正では従
来の汚泥等の減量化の努力義務から、燃料又は肥料による再生利用へとさらに一歩を進めるよう促しています。
　38 年前の汚泥協発足時に比べ、下水道の整備が大きく進展したばかりでなく、下水道を取り巻く環境も大きく様
変わりしています。地球温暖化対策やエネルギー資源の確保のために電力固定価格買取制度（FIT）が創設され、
民間活力の活用を目指した改正 PFI 法が施行されるなど、下水汚泥を含むバイオマス利用にとって今や、時代は逆
風から順風に大きく変わりつつあり、民間事業者にも事業参画への門戸が広く開放され、その技術開発に期待が高
まっています。
　現在、「再生と利用」は日本下水道協会が事務局を担っておりますが、引き続き関係者の皆さまのご支援・ご協
力を頂きながら、下水道資源の再生と利用に関する情報交換の場を提供していけるよう、努力してまいります。次
の節目にあたる 200 号が発刊される頃には、下水道が水循環系だけでなく、物質・資源の循環系の輪のなかにしっ
かりと定着し、まさに「下水道は宝の山」が現実のものとなっていることを心より祈念いたします。
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論　　説

キーワード：エネルギー化技術、更新可能な資源、社会動向、メタン発酵、固形燃料化、ガイドライン

津野　洋
大阪産業大学　人間環境学部　教授

下水汚泥のエネルギー化技術の現状と
今後の展望

1．はじめに

　われわれ人類は周りの環境から、水、食料をはじめ
種々の環境資源を得て生活・活動をし、廃物を環境に
負荷している。これらの多くは、環境中で変換・循環
され再び環境資源として利用可能となる。われわれの
世代のみでなく子々孫々にも資源利用が可能な持続的
発展のためには、資源を消費しつくすのではなく、ま
た環境のこれら機能を保全することが必須である。し
かしながら、現状では化石燃料の使用が過大となり大
気中の二酸化炭素の濃度が上昇し、地球温暖化や異常
気象等が懸念され温暖化効果ガスの排出削減が国際的
に議論されている。これと同時に資源の枯渇や環境資
源の劣化、エネルギー資源の不安定化が顕在化しつつ
ある。
　資源について論ずるときには、資源の更新（自然再
生）可能性と資源利用による環境負荷を考える必要が
ある。更新可能な資源ではその特性維持のために環境
を保全する必要があり、更新不可能な資源では、その
継続的な利用のために人工循環系を構築することが重
要である。社会での人工循環系は更新可能な資源でも
重要である。資源の更新可能性の要件として、（1）無
機物からの植物（生産者）による有機物合成・動物（消
費者）による捕食・細菌（分解者）による無機化と生
態系で循環しうることと、（2）常温・常圧の条件下で

ガス状の形態をもち大気中に移動でき海まで流れても
再び山に戻れ、地球規模で循環しうることがあげられ
る。
　いくつかの物質を例にとり、更新可能性と環境負荷
の観点で整理したものを表 1 に示す。水は炭酸ガス
とともに植物の光合成を通して有機物に固定され動物
に捕食され細菌の分解により再び水に還るので生態系
でも循環し、水蒸気の形で大気に揮散し雲になって再
び山に降るので地球規模でも循環するため、良好な環
境が保全されれば更新可能な資源である。植物由来の
もの（したがって動物も含まれる）をバイオマスとい
うが、それより生成されるバイオガスは酸化・分解さ
れ炭酸ガスになっても再び植物に固定され、また大気
中に揮散するので、更新可能な資源である。化石燃料
は地中に固定された有機炭素であり、これを掘り出し
て使えば、地球上に現存する植物によって固定される
能力を超える炭酸ガスを出すこととなるので、生態系
でも地球規模でも循環せずに大気中に蓄積することと
なり、地球温暖化をもたらす。植物の生育に重要な肥
料の主要な要素の窒素と燐は生態系では循環する。窒
素は、細菌による脱窒作用と窒素固定により窒素ガス
を経由することが知られ、地球規模的にも循環するが、
燐は常温・常圧の下で気体の形を持たないので、前者
は更新可能な資源であるが、後者は更新不可能な資源
である。このため、燐の将来の枯渇が懸念され、閉鎖
性水域の富栄養化防止の観点からも回収利用、すなわ

（ 6 ）

再生と利用Vol. 39　No. 150　2016/1



ち人工循環系の確立が重要となる。
　バイオマスは、植物由来であり、図 1 に示される
ように腐食・分解されて炭酸ガスになっても再び植物
に固定され大気中に蓄積されないため地球温暖化には
寄与しない。このため、カーボンニュートラルと呼ば
れている。これを単に腐食・分解させるのではなくバ
イオガスを生成させる経路に乗せればエネルギーが付
加的に得られる。また合成材料として使えば合成物が
付加的に得られる。化石燃料はエネルギーや化学合成
物の原料として広く使われているが、この最終産物と
しての炭酸ガスは、上述のように現存する植物による
固定能力を超えており大気中に蓄積するのみである。
このため、私たちは化石燃料を用いる社会からバイオ
マスを用いる社会にシフトしうる技術開発と社会構造
に変えていくことが重要である。

2．我が国の社会的動向

　平成 9 年に COP3 で採択された京都議定書の目標
達成のために、わが国においても二酸化炭素排出量削
減のための施策がとられてきた。また、エネルギーの
安定化のためも相俟って省エネルギー技術や新エネル
ギーの開発・利用も促進されてきた。平成 14 年には
バイオマス・ニッポン総合戦略が閣議決定され、また
平成 18 年には新しいバイオマス・ニッポン総合戦略
が閣議決定された。これにより、有機性廃棄物の利用
率を 80％以上にすることやバイオマスタウンの構築
を 300 箇所以上にすること等の目標が提示された。電
気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措
置法が平成 16 年に制定され、またグリーン電力認証
制度も創設された。
　平成 22 年には第 3 次エネルギー基本計画が作成さ

表 1　更新可能性と環境負荷の観点からの資源の整理

図 1　バイオマスと化石燃料
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れ、平成 32 年までに、一次エネルギー供給に占める
再生可能エネルギーの割合を 10％にという目標も提
示された。平成26年の第4次エネルギー基本計画では、
下水汚泥等のバイオマスの活用促進、廃熱回収、下水
熱の利用や水素製造が盛り込まれた。これを受けて、
平成 27 年には下水道法の改正が行われ、民間事業者
でも許可を得れば下水道管に熱交換機の設置が可能と
なり、また下水汚泥の燃料等への利用が下水道事業者
の努力義務とされた。
　平成 22 年には、エネルギー供給構造高度化法が制
定され、この中でガス事業者の非化石エネルギー源の
利用に関する判断基準が取り上げられ、平成 27 年度
目標として、合理的な利用のために必要な条件を満た
すバイオガスの 80％以上の利用とされ、下水道での
バイオガスが注目されている。バイオマス活用推進基
本法に基づくバイオマス活用推進基本計画も立てられ

（平成 22 年）、下水道関係では、平成 32 年には下水汚
泥の 85％の利用が目標とされ、都道府県・市町村バ
イオマス活用推進計画の策定、官民連携での下水バイ
オマスのバイオガス化・固形燃料化等のエネルギー利
用の推進、下水処理場での他のバイオマスとの混合利
用が示されている。
　国土交通省資料によると、平成 22 年度の下水汚泥
中の有機物が利用された割合は、バイオガスとして
12.0％、固形燃料 1.3％および緑農地利用 10.6％であ
りバイオマスとしての未利用は 76.1％にものぼる。こ
のため、平成 24 年に閣議決定された第 3 次社会資本
整備重点計画（平成 24 〜 28 年）では、下水汚泥エネ
ルギー化率（下水汚泥中の有機物がエネルギー利用さ
れた割合）を平成 22 年度の約 13％から平成 28 年度
には約 29％に、下水道における温室効果ガス排出削
減量を平成 22 年度の約 129 万 t-CO2/ 年から 28 年度
には約 216 万 t-CO2/ 年にする目標が示されている。
　平成 23 年には、電気事業者による再生可能エネル
ギー電気の調達に関する特別措置法（FIT）が制定さ
れた。この法律では、再生可能エネルギー源（太陽光、
風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電された
電気を一定の期間、一定の価格で電気事業者が買い取
ることを義務付けており、電気事業者が買い取りに要
した費用は、原則として使用した電力に比例した賦課
金によって回収することとしている。買い取り価格は、
第三者委員会の意見に基づき経済産業大臣が告示する
こととされており、下水道関係の平成 27 年度の買い
取り価格と期間は、下水汚泥、家畜糞尿、食品残差由
来のメタンガスでの発電では、39 円 /kWh（税抜き）
で 20 年間であり、剪定枝、木屑、紙。食品残差、廃
食用油、汚泥、家畜糞尿、黒液のバイオマス発電では
17 円 /kWh（税抜き）で 20 年間である。

　以上のように、下水道汚泥のエネルギー化に関して
は大きく期待され、今後ますますの展開がなされるべ
きであると考えられる。

3．エネルギー自給率とエネルギーの構成

　我が国のエネルギー構成は、IEA Energy Balances 
of OECD Countries （2010 Edition）によると、原子力
14％、再生可能エネルギー 3％、天然ガス 17％、石油
43％、石炭 23％となっており、エネルギー自給率は
18％（うち 14％が原子力）である。原子力を除くエ
ネルギー自給率 4％の内訳は、天然ガスが 16.6％で石
油が 3.6％である。そして水力 30.7％、地熱・太陽光
発電等 16.3％、廃棄物等 32.8％である。わが国の再生
可能エネルギーは全エネルギーの 3.2％であるが、
OECD 欧州の 11.1％に比べると、まだまだ低い状態
である。

4．下水汚泥の特性とエネルギー回収

　下水汚泥はカーボンニュートラルのバイオマスであ
る。下水道は水系伝染病の予防、水質保全、生活環境
の改善、洪水防除のために建設されて来、人口普及率
で 75％を超え、今や不可欠の生活基盤施設となって
いる。この下水道を資源回収の観点からみると、各家
庭等から発生する分散資源を自然流下で収集するシス
テムであり、都市の水資源となりうるもので、都市廃
熱の媒体でもあり、カーボンニュートラルの有機物資
源、窒素や燐等の資源を含んでいる。また、下水道は
下水処理および汚泥処理を含む総合システムであり、
下水量や汚泥量は安定して得られ、上記のとおり高い
人口普及率で財産を有している。そして、情報・デー
タの収集・管理が日々なされ、解析しうる状態である。
このような特性をみると、下水道は都市での資源循環
の核となりうるシステムである。
　下水汚泥は、乾燥重量で年間約 224 万トン発生し、
わが国の産業廃棄物の約 20％を占め、湿重では年間
約 7,500 万トンで我が国のバイオマス発生量の約 30％
を占める。これらのことからも下水汚泥のエネルギー
化は重要である。下水汚泥の再利用は、現状では
78％程度であるが、その多くは、路盤材量などの建設
資材、緑農地利用などで、汚泥成分の 80％を占める
有機物の利用はほとんどなされておらず、今後ますま
すエネルギー化での利用が図られなければならない。
下水汚泥はエネルギー化の観点からみた場合、以下の
特性を有している：カーボンニュートラルである、質・
量とも安定したバイオマスである、集約型で都市型の
バイオマスである、原油換算で約 95 万 kL のポテン
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シャルを有し、都市ガスとほぼ同じカロリーを有し低
品位の石炭並みの発熱量を有する（国土交通省、資源
のみち委員会資料）、そして固形燃料化して火力発電
所で利用すると仮定すると 110 万世帯分の電力消費量
に相当する（国土交通省資料）ポテンシャルを有して
いる。
　下水汚泥は下水処理によって発生する汚泥であり、
適切に処理処分されるべきものである。このため、こ
のエネルギー化で得られるエネルギーがエネルギー化
で必要なエネルギーを上まわれば申し分ないが、後者
が前者より大きくともその差が通常の下水汚泥の処

理・処分に係るエネルギーよりも小さければ十分に利
用可能な技術である。この概念を図 2 に示す。技術
A は、エネルギー生成量（x）からそれに必要なエネ
ルギー（y）を差し引いても正（x − y ＞ 0）であり
申し分ない。技術 B では x − y は負（＜ 0）である
が通常の汚泥処理処分のエネルギー（Dy）より小さ
く（｜ x − y ｜＜ Dy）利用可能な技術である。技術
C ではネットのエネルギーが Dy より大きく、技術と
しては採用できない（しかし他から廃棄している廃熱
等のエネルギーが使えれば可能な技術となることもあ
りうる）。
　費用についても同様で通常の汚泥処理費を収入に加
味して検討されることとなる（図 3 参照）。このため、
PFI などで SPC などの設立など民間の参入が可能な
分野となっている。前述の再生可能エネルギー固定価
格買い取り制度（FIT）で、この状態はますます加速
し、新産業となることが期待される。民と官が連携し
て事業を展開する機会が増え、日本のシステム・技術
の維持管理まで含めた総合システムとしての海外展開
に貢献することとなると期待される。

5．下水汚泥エネルギー化技術

　下水汚泥のエネルギー化技術としては、（1）メタン
発酵により得られるバイオガスの利用、（2）固形燃料
化、（3）ガス化炉、（4）焼却排熱発電技術がある。バ
イオガスの利用では、焼却熱利用、発電（ガスエンジ
ン、マイクロタービン、ロータリーエンジン）、燃料
電池、自動車燃料、都市ガス導管注入、ガス精製・運
搬・利用、水素製造がある。これらの利用ではガスに

図 2　下水汚泥化のエネルギー回収の際のエネルギー
バランス

図 3　下水汚泥のエネルギー化での経済的側面
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含まれる硫化水素やシロキサン（シャンプー等に含ま
れ下水汚泥に特有）などの不純物の前段除去が必要で、
さらに窒素除去、二酸化炭素除去、改質などが利用用
途により必要となる。発電で出た排熱は、消化槽の加
温に用いることができ、従来加温のためにボイラー燃
料に用いていたメタンガスのほとんどを発電に回すこ
とができる。メタン発酵は我が国の 2000 個所を超え
る下水処理場のうち約 300 箇所でなされている。しか
し発電がなされているのは 27 か所程度であったが、
平成 22 年より増加し始め、FIT 制度が始まった平成
24 年度で 47 箇所となり、今後ますますの増加が期待
される。これらの中には、国土交通省の革新的新技術
実証事業（B-DASH）での、バイオガスを鋼板メタン
発酵槽で回収・精製し自動車燃料利用や都市ガス導管
注入を行う技術（神戸市東灘処理場）と超高効率固液
分離技術・鋼板担体充填型メタン発酵・都市ガス混焼
スマート発電システム技術（大阪市中浜下水処理場）
も含まれる。燃料電池では山形市浄化センターをはじ
め 7 箇所で稼働または建設中である。自動車燃料利用
は上述の東灘処理場のほか上田市下水浄化センターで
行われている。都市ガス原料としての利用は、上述の
東灘処理場のほか、長岡中央浄化センターと金沢市臨
海水質管理センターで行われている。また、B-DASH
事業では、メタンガスを精製し水蒸気改質で水素に換
え燃料電池自動車燃料とする技術（福岡市中部水処理
センター）、複数の処理場からメタンガスを精製・吸蔵・
運搬・集約発電を行う技術（大津町浄化センター、益
城町浄化センター、山鹿浄水センター）、メタンガス
を精製した後の二酸化炭素を利用する技術（佐賀市下
水浄化センター）が現在実証されつつある。
　効率的なメタン発酵技術の開発も盛んになり、（1）
亜臨界水処理、高温・高圧処理、高温アルカリ処理、
超高温（80℃）酸発酵、超音波処理、オゾン処理、機
械的可溶化処理などの前処理（分解・可溶化）技術、（2）
高温（55℃）発酵、可溶化液の UASB 発酵、付着担
体発酵槽、膜分離発酵槽、高濃度発酵などのメタン発

酵の効率化技術、（3）生ごみとの混合発酵（消化槽投
入（北広島市、恵庭市）、ディスポーザの利用）、産業
廃棄物との混合発酵（黒部市）、木質バイオマスとの
混合発酵（東灘処理場）などの他の有機物との混合発
酵（珠洲市が典型例）技術、（4）卵形発酵槽、鋼板発
酵槽、横型発酵槽などの発酵槽の効率化技術が研究開
発され実用化されている（されつつある）。このほかに、
無効焼却対策や集中発酵、集中発電なども検討されて
いる。また、消化槽からの水処理系への返流水中の窒
素や燐が問題となる処理場での対応として国土交通省
の B-DASH 事 業 で、 担 体 を 用 い た 効 率 的
ANAMMOX 技術（熊本市東部浄化センター）や消化
汚泥からの効率的 MAP 回収技術（神戸市東灘処理場）
が実証され稼働している。
　固形燃料化技術には、無酸素状態で下水汚泥（脱水
汚泥）を加熱することにより、汚泥中に含まれる分解
ガス（乾留ガス、生成ガス、タール、水分等）を放出
させ、汚泥を熱分解させて燃料化汚泥を製造する汚泥
炭化技術と、高温条件下で脱水汚泥を乾燥させる汚泥
乾燥技術がある。汚泥炭化技術には低温炭化（250℃
〜 350℃で炭化）、中温炭化（400℃〜 600℃で炭化）、
高温炭化（700℃以上で炭化）、があり、石炭代替とし
ては前 2 者が用いられる。石炭火力発電所などで石炭
に 3％程度混入させて用いられている。汚泥乾燥技術
は、造粒乾燥、油圧減圧乾燥、改質乾燥、表面固化乾
燥などがあり、石炭代替や補助燃料などとして使用さ
れる。これら固形燃料は、製品として出されるとその
後は下水処理場での取り扱いはなくなるというメリッ
トがある。しかし、下水汚泥は産業廃棄物であるので、
これら固形化燃料は製品であるとの認知や製品の質と
安定性の保証のために、下水汚泥固形燃料 JIS 規格が
作成された（表2参照）。炭化技術は、東京都東部スラッ
ジセンターをはじめとして 7 か所で稼働し、5 箇所で
建設あるいは計画されている。乾燥技術は、宮城県県
南浄化センターをはじめ 4 箇所で稼働し、2 箇所で建
設あるいは計画されている。稼働中のうちの 2 箇所は、

表 2　下水汚泥固形燃料 JIS 規格（JIS 27312）の概要
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国土交通省の B-DASH 事業で実証され稼働している
ものであり、水熱反応・高温メタン発酵のメタンガス
を用いて乾燥固形燃料化する技術（長崎市東部下水処
理場）と表面乾燥固化技術（松山市西部浄化センター）
である。
　ガス化炉は、脱水汚泥を乾燥させた後、850℃でガ
ス化し精製し、そのガスで発電を行うものである。東
京都の清瀬水再生センターで稼働している。焼却排熱
発電技術は、汚泥を含水率 70％程度にまで脱水し自
燃する状態にして焼却し、その際の排熱で蒸気タービ
ン発電機やバイナリー発電機を用いて発電を行うもの
である。国土交通省 B-DASH 事業で、和歌山市中央
終末処理場（次世代階段炉焼却設備）と池田市（低空
気比流動焼炉）で実証され稼働している。そのほか、
東京都東部スラッジプラントと名古屋市空見スラッジ
リサイクルセンターで稼働している。

6．下水汚泥エネルギー化技術ガイドラインの
改定

　下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン（案）が平
成 23 年 3 月に公表されているが、その後の新たな技
術開発や実稼動施設の増加、また固定価格買取制度や
下水汚泥固形燃料 JIS 規格の制定などの社会動向の変
化を踏まえて、このガイドラインの改定がなされ改訂
版が平成 27 年 3 月に国土交通省水管理・国土保全局

下水道部から公表された。このガイドラインの対象技
術は表 3 に示されるとおりである。
　ガイドラインの第 1 章はガイドラインの位置づけで
あり、第 2 章は総論として、エネルギー技術の導入の
意義等（バイオマスの有効活用、経営改善、温室効果
ガス排出量の削減）が記されている。第 3 章ではエネ
ルギー化技術の導入事例として、国内、海外の事例、
わが国のレベルの現状が述べられている。第 4 章はエ
ネルギー化技術の導入検討手法が述べられており、検
討の手順、自治体が抱える課題とその解決の可能性の
ある技術の整理、技術の留意点、下水処理場の特性の
把握、各技術による製品品質の把握、製品受け取り先
のニーズの把握、エネルギー化技術の抽出、事業性の
検討、温室効果ガス排出量削減効果の算定、事業形態
の設定について示されている。第 6 章はケーススタ
ディで、設定条件、事業費及び温室効果ガス排出量削
減効果の試算がなされている。
　このガイドラインでは、メーカ試算、実稼動施設の
実績などから、規模に応じた費用が分かる費用関数等
が示されて、ケースに応じた試算ができるような情報
が入っている。必要面積関数も盛り込まれている。例
えば、バイオガスを用いての発電では、下水処理量が
50,000m3/ 日の処理場（消化槽既設）では固定価格制
度を用いると、年間約 2800 万円の効果が得られると
されている。消化槽新設では、さらに効果が大きいこ
とも示されている。なお、このガイドラインには簡易

表 3　ガイドラインで検討対象とされている主なエネルギー化技術
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試算ソフトがついており（国土交通省のホームページ
から得られる）、簡単に処理場の条件を入れると効果
が試算できる。下水汚泥の燃料化技術の採用は種々の
意義があるので、ぜひ試されることを願っている。

7．新展開の視点

　これまで述べてきたように植物由来のカーボン
ニュートラルの物質のエネルギー化は重要である。そ

して下水道は都市でのそのエネルギー化の拠点となり
うる施設である。都市やその近郊で発生するカーボン
ニュートラルの物質と下水汚泥を統合してエネルギー
化を図ることは重要となる。その一例として都市ごみ
がある。都市ごみ中の生ごみや紙くずはカーボン
ニュートラルの資源である。これらを含め、カーボン
ニュートラルの資源をも対象として、下水処理施設と
メタン発酵施設とごみ焼却場を一体として考えたもの
を図 4 に示す。メタン発酵施設で下水汚泥と、生ごみ、

図 4　新たな都市基盤環境施設

図 5　資源・エネルギーの回収・創造システムの展開の促進
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農業廃棄物、有機性事業ごみ、また高温メタン発酵施
設であれば紙ごみを一緒にメタン発酵し、そのガスで
発電し排熱はメタン発酵の加温に使い、汚泥は脱水後
生ごみ以外の可燃ゴミと一緒にごみ焼却場で燃焼す
る。こうすると焼却ごみの水分が減るのでごみ焼却場
での発電効率が上昇し、この電気は下水処理場で利用
する。またメタン発酵槽や焼却施設からの廃水は燐・
窒素回収技術や ANAMMOX 窒素除去技術を介して
下水処理場で処理する。このように、横方向の展開を
考えると、より効率的な施設の可能性が広がる
　また、このような資源・エネルギーの回収・創設シ
ステムの展開促進を図るためには、国民の資源の循環
系の確立が必須であるとの認識を図り、これを基礎と
して利用者（製品生産者）、技術開発者、技術採用者（下
水道等の担当者）のバランスのとれた協働が不可欠で

ある。さらにこのような社会システムの確立のために
は、国の財政支援や制度の確立などが重要となる。こ
の概念を図 5 に示す。

8．おわりに

　我が国は 20 世紀型の資源に乏しい国である。しか
しながら、更新可能な資源に目を向けこの資源の循環
利用技術とシステムを確立し、さらには更新不可能な
資源も含め人工循環系の社会システムを確立するなら
ば、すなわち 21 世紀型の資源開発と利用を行えば、
資源豊富な国となる可能性は大いにあると考えられ
る。これは、持続的発展の基調の世界のリーダとなり、
わが国の技術・製品が世界に使われることにつながる。
このようになることを私は願っている。
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特 別 寄 稿

キーワード：電力買取制度、小規模分散型、電力自由化、市民・地域主体

和田　武　

自然エネルギー市民の会代表、元・日本環境学会会長

再生可能エネルギー普及
〜最近の世界の動向と日本の課題〜

1．世界で急増する再生可能エネルギー

　最近、世界の再生可能エネルギーは急速に普及しつ

つあり、近い将来、それを中心とするエネルギー構造
になっていくのは確実とみられる。エネルギー資源別
の利用量をみると 1、2014 年には 2000 年と比較して、
化石燃料は 1.4 倍にやや増加、原子力発電は 0.98 倍と

図 1．主要国の一次エネルギー中の再生可能エネルギー比率（IEA, 20152 のデータに基づき作図）
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減少しているのに対し、再生可能エネルギー全体では
1.8 倍、水力発電以外の再生可能エネルギーでは 6.1
倍と大幅に増加している。種類別では、太陽光発電は 
182 倍、風力発電は 24 倍、バイオ燃料は 7.7 倍、地熱・
バイオマスは 2.6 倍、水力発電は 1.5 倍でいずれも化
石燃料を上回る。
　図 1 に、主要な国の一次エネルギーに占める再生
可能エネルギー比率を示す。OECD 加盟先進国につ
いては、1990 年と 2013 年、その他の国については
2013 年のデータを図示している。これらの諸国中、
2013 年には日本は韓国とロシアよりは高いが、OECD
加盟先進国中では最下位の 4％で全体平均の半分以下
に過ぎない。1990 年には日本はドイツやイギリスな
どを上回っていたが、この間、大部分の国に追い越さ
れてしまった。とりわけ、ドイツやデンマークなどは
著しい伸びを示している。水力発電が大部分を占める
ノルウェーだけは減少しているが、年間降雨量の変動
の影響が大きいからである。
　再生可能エネルギーは、とくに発電分野での伸びが
著しい。再生可能エネルギー発電量は増加し続けてお
り、2014 年には 1990 年の 2.3 倍にもなっている（図 2）。
とくに 21 世紀に入ってからは、風力発電、太陽光発電、
バイオマス発電が著しく増加している。一方、原子力
発電量は、最近、停滞傾向にあり、2014 年には再生
可能エネルギー発電量（5 兆 2650 億 kWh）は、原子
力発電量（2 兆 5370 億 kWh）の 2 倍以上にもなって
いる。
　世界の再生可能エネルギー発電設備の年間導入量
は、最近、増加し続けており、全発電設備に対する容

量での比率では 2001、2 年には 20％以下に過ぎなかっ
たが 2013 年には 60％に達した 3。なかでも、ヨーロッ
パでは、その比率が 2011 年から 70％以上が続いてお
り、2014 年には 79％にも達した 4。その結果、2013
年には世界の総発電量に占める再生可能エネルギー比
率は 23％になった。また、発電に加えて熱利用や輸
送用燃料利用も含む最終エネルギー消費に占める比率
は 19％に達している。
　世界的な再生可能エネルギーの急速な伸びは、その
普及目標や普及政策を採用する国や州などが急増して
いることによる 5。2015 年初の時点で普及目標を掲げ
ている国が 164 ヵ国、普及支援政策を採用している国
が 145 ヵ国にも達している。再生可能エネルギー電力
普及政策として、電力買取制度（FIT: 固定価格買取
制度）が 73 ヵ国と 35 の州や県（アメリカ、カナダ、オー
ストラリア、中国、インド）で採用されており、さら
に増加傾向にある。RPS 法（目標達成義務化制度）は、
26 ヵ国と 72 の州あるいは県が採用しているが、FIT
の有効性が認識されるとともに減少傾向にある。以前
は先進国を中心に普及政策が採用されてきたが、最近
はアフリカ等の貧しい発展途上国や産油国である中東
でも急速に採用が増加している。その背景に、「国際
再生可能エネルギー機関」（IRENA）が 2009 年に設
立され、その加盟国が 143 ヵ国と EU、加盟手続き中
が 31 ヵ国とアフリカや中東諸国を含む多数になって
おり、先進的な取り組みから学びつつあるためである。
今後もこの傾向が続き、世界の趨勢は再生可能エネル
ギー中心の社会に向かって動いていくことは間違い 
ない。

図 2．世界の再生可能エネルギーと原子力による発電量の推移（1990 〜 2014 年）
（BP、20151 のデータに基づき作図）
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2．市民・地域主導の再生可能エネルギー普及
で地域活性化が進むドイツとデンマーク〜
具体的取り組み事例を踏まえて〜

　世界的に再生可能エネルギー普及が進みつつあるこ
とをみてきたが、なかでも図 1 からもわかるように、
ドイツやデンマークは飛躍的な伸びを示している。筆
者は 20 年以上、両国の再生可能エネルギー普及に関
する調査研究を実施してきた。その結果を踏まえて、
両国の普及動向とその特徴、普及による社会的影響に
ついて述べておこう。
　日本と両国の再生可能エネルギー発電量の推移を図
3 に示したが、1990 年から 2014 年までに日本が 1.5
倍になったのに対し、ドイツは 9.3 倍、デンマークは
22.5 倍に増加した。その結果、2014 年の総発電量に
占める再生可能エネルギー比率は、日本の 14.6％に対
し、ドイツが 26.2％、デンマークは 56.2% に達してい
る。2014 年の資源別の構成比率では、日本はまだ水
力発電の比率が最大であるが、ドイツでは風力発電、
太陽光発電、バイオマス発電のいずれもが水力発電を
はるかに上回るまでになり、国土が平らで水力を利用
できず、太陽光も弱く、地熱資源も乏しいデンマーク
では風力発電とバイオマス発電が大部分を占めている。
　両国が飛躍的な再生可能エネルギー普及を実現した
理由として、積極的な普及政策の導入と市民参加型の
普及の比重が高いことがあげられる。その先駆けはデ

ンマークで、1970 年代の石油危機の後、市民や農民
が自ら風力発電導入に取り組み、彼らの要求により風
力発電電力の買取制度（FIT）が 1984 年に導入された。
現在でも、総発電量の 34％を占める風力発電設備の
75％が市民所有である。デンマークでは、いかなる発
電所建設においても法律で地域住民の参加が必須条件
とされている。計画段階から住民が参加することで、
彼らの意向に沿った建設がされる上、さらに売電収益
が住民に還元されるため、普及がスムーズに進むので
ある。日本では、地域外の企業等の風力発電所建設に
対して各地で反対運動が起き、世論の支持も高くない
のとは対照的である。
　ドイツは、デンマークから学んで 1991 年に最初の
再生可能エネルギー電力買取制度となる電力供給法を
定めたことで、風力発電の普及が進み始めた。さらに、
2000 年に定められた再生可能エネルギー法に基づい
て固定価格買取制度を実施することで、あらゆる再生
可能エネルギー発電設備所有者が発電価格よりも高い
価格で売電できるようになり、その後、普及が急速に
進んだ。その普及の担い手の中心はやはり市民である。
ドイツの再生可能エネルギー発電設備の 46％が市民
参加で導入されているのである。資源別では、陸上風
力発電の場合は 50.4％、太陽光発電では 48.0％、バイ
オマス発電では 42.2％（そのうちバイオガス発電は
70％以上）が市民や農民による所有である。バイオガ
ス等の再生可能エネルギーを生産する「エネルギー農

図 3．日本、ドイツ、デンマークの再生可能エネルギー発電量（単位；10 億 kWh）の推移
（IEA,20152 データに基づき作図。揚水発電やバイオマス以外の廃棄物発電は含まない）
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家」が増加しており、農村地域は食糧とともにエネル
ギーの生産地にもなってきている。
　再生可能エネルギーは、小規模分散型の発電が中心
であることから、市民や地域主体が取り組むのに適し
たエネルギーであるが、デンマークと同様に国民の主
権者意識が強いドイツでは、自主的、主体的、積極的
に市民が取り組みを推進しているのである。市民や地
域主体が立ち上げたエネルギー協同組合や市民会社
が、最近、急増しており、そのような取り組みに支え
られて、100％再生可能エネルギー地域やバイオエネ
ルギー地域など、再生可能エネルギー普及を積極的に
展開する地域が国土の半分以上を占めるに至っている。
　筆者が調査してきたいずれの地域でも、地域が売電
収益で豊かになり、新たな産業や雇用も生まれ、地域
社会の協力や協同が発展している。過疎化や高齢化、
農業後継者難などが緩和されたり、脱却できたりして
いる地域も多い。また、こうして普及が進展すること
で、CO2 削減、エネルギー自給率向上、再生可能エ
ネルギー産業の発展と雇用創出などの社会的好影響が
生まれ、世論の再生可能エネルギー支持率が高く、普
及を後押ししている。
　今後も、両国は再生可能エネルギー普及を積極的に
推進する計画を定めている。2050 年までにデンマー
クは再生可能エネルギー 100％の国にする計画を 2011
年に定め、ドイツは同年までに最終エネルギー消費の
60％以上、電力の 80％以上を再生可能エネルギーと

し、温室効果ガスを 80 〜 95％削減する計画を推進し
つつある。一方、原子力発電に関しては、デンマーク
は 1985 年に保有しないことを決めており、ドイツは
福島原発事故以前に定めた原発延命策を撤回し、改め
て 2022 年までに全廃する方針を定めた。

3．日本の再生可能エネルギー普及の現状と課題

　日本は再生可能エネルギー資源量が豊かで、発電の
導入ポテンシャルでも年間発電量にして 5 兆 kWh 以
上あると見込まれ、現在の年間発電量の 4 〜 5 倍にも
相当する 7。しかし、福島原発事故までは原発重視の
エネルギー政策が続けられてきた結果、再生可能エネ
ルギー普及が大きく立ち遅れていた。2011 年 3 月 11
日の午後に発生した大地震と津波により原発のメルト
ダウンと大量の放射能汚染を含む甚大な被害がもたら
されたが、たまたまその日の午前中に当時の民主党管
政権が固定価格買取制度（FIT）の導入を閣議決定し
たことで状況が変化した。
　2012 年 7 月から電力買取制度が開始された結果、
太陽光発電を中心にそれまでにない速度で普及が進み
始めた。図 3 からも最近の急速な伸びを確認するこ
とができるが、FIT の買取対象でない大規模水力発
電を除く再生可能エネルギー発電の新規導入量は、
FIT 開始までの長年の累積導入量（2060 万 kW）を
2015 年 5 月末に上回り、7 月末には 2234 万 kW に達

図 4．ドイツの再生可能エネルギー発電設備の所有者別比率
（Trend:research und der Leuphana Universität Lüneburg、2013 のデータ 6 に基づき作図）
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した。再生可能エネルギー発電量も伸びてはいるが（図
3）、それでも 2014 年に 1380 億 kWh（総発電量中
14.6%）、水力発電を除くと 515 億 kWh（同 6.6％）で、
OECD 平均比率の 22.0％と 8.9％よりも低い。また、
熱利用やバイオ燃料分野が電力以上に立ち遅れている
ため、一次エネルギー中の比率では日本は 4.9％で
OECD の 9.2％を大きく下回っている。
　ところが、最近、日本では再生可能エネルギー普及
を抑制するかのような動きが現れている。まず、2014
年 4 月、政府は福島原発事故以後では最初のエネル
ギー基本計画を閣議決定したが、そこでは「各エネル
ギー源の位置づけと政策の基本的な方向」について、

「ベースロード電源として、地熱、一般水力、原子力、
石炭」、出力調整できる「ミドル電源として天然ガス
など」、「ピーク電源として石油、揚水式水力など」を
位置づけている。原子力については、「安全性の確保
を前提に」という条件をつけてはいるが、「エネルギー
需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源
である」としている。つまり、太陽光発電、風力発電、
バイオマス発電などよりも原発や石炭火力を重視する
方針を暗に示しているのである。
　この計画を踏まえて 2015 年 7 月、経済産業省は長
期エネルギー需給見通しを発表したが、2030 年の一
次エネルギー供給構造として、再生可能エネルギーは
13 〜 14％、原子力 11 〜 10％、残りの 75％強は化石
資源になるとし、電力に関しては、省エネを 17％程
度実施した上で、再生可能エネルギーは 22 〜 24％、
原子力 22 〜 20％、LNG27％程度、石炭 26％程度、
石油 3％程度になるとしている。2014 年にすでに
15％近い比率の再生可能エネルギーとしては、2030
年の比率は余りにも低く、逆に原発は運転 40 年未満
のものをすべて稼働しても 15％程度にしかならない

にも関わらず、高すぎる見通しであり、そもそも安全
性を前提にすれば原発は稼働してはならないもので 
ある。
　このような政策展開に加えて、2014 年 9 月、九州
電力が再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込
みの回答保留を発表し、その後、他の電力会社もそれ
に追随する動きがあった。理由は、太陽光発電や風力
発電のような変動性電源が増加すると電力の需給バラ
ンスをとれなくなるというのである。その結果、7 電
力会社（北海道、東北、北陸、中国、四国、九州、沖
縄）の管内では、太陽光発電等について電力供給量が
需要量を上回る場合、出力抑制が行なえるよう調整機
器をつけることとなった。
　しかし、欧州諸国では、太陽光発電や風力発電のよ
うな変動性電源も含めて再生可能エネルギー電力を優
先利用する方式を採っている国が増加しており、それ
でも十分に電力の需給バランスの調整がなされてい
る。風力発電や太陽光発電などの発電量を気象予測に
基づいて正確に予測し、火力発電等で調整するのであ
る。IEA も、変動電源による発電量が年間総発電量
の 5 〜 10％程度であれば、技術的にそれほど問題な
いし、25 〜 40％程度であっても技術的対応は可能で
あるという見解を示している 8。日本には、原発の夜
間の余剰電力を蓄え昼間の需要の多いときに発電でき
る揚水発電設備が 2700 万 kW もあり、さらに広域電
力網を強化すれば、2030 年までに再生可能エネルギー
を 50％以上に拡大することも十分に可能である。
　普及抑制の動きのなかで、再生可能エネルギーをさ
らに拡大して行くためには、市民や地域主体による取
り組みの強化が最も重要である。去る 11 月 13.14 日、
通算で 8 回目の「市民・地域共同発電所全国フォーラ
ム」が小田原で開催されたが、各地から延べ 600 名も

図 5．市民・地域共同発電所数の推移（FIT 開始以降に急伸）9
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の参加があり、全国的な取り組みが急速に前進してお
り、すでに、市民・地域共同発電所は全国に 800 カ所
以上にまで増加していることが確認された。自主的な
市民や地域主体による生産者としての発電所づくり
は、地域の自立的発展にもつながっている。現在の共
同発電所の年間伸び率が続けば、2020 年には 5 千カ
所の共同発電所が生まれる。量的拡大は、社会の質的
変化をもたらし、持続可能な社会への展望も見えて 
くる。
　それをサポートするには、来年 4 月から始まる電力
の全面自由化の下で再生可能エネルギー電力を販売す
る新電力会社から電力購入を行なう取り組みである。
すでに、日生協をはじめ、いくつかの生協が新電力会
社を立ち上げている。それ以外にも、中之条電力のよ
うに自治体による電力会社も生まれている。電力消費
者としての市民や地域主体の取り組みも重要性を増し
てくる。そのような市民運動として、パワーシフト宣
言をして再生可能エネルギー電力会社を選択しようと
言う運動も 3 月から始まった。
　さらに、市民・地域主体が主権者として、再生可能
エネルギー普及政策を実現する努力を積み重ねること
も重要である。2012 年に滋賀県湖南市で最初に策定
された「自然エネルギー条例」は、地域資源である再
生可能エネルギーを地域主体で取り組もうという理念
条例であるが、すでに 20 以上の自治体に広がりつつ
あり、もっと広めることが求められる。国の再生可能
エネルギー政策もよりよいものにして行く必要もある。
　市民・地域主体が生産者として、消費者として、そ
して主権者としての自覚を高め、協力、協同を強めて
実践活動を行えば、持続可能な社会への実現性を高め
ていくことができるはずである。

1 British Petroleum, “BP Statistical Review 2015”，
2015

2 International Energy Agency(IEA), “Renewables 
Information 2015”，2015

3 International Energy Agency(IRENA), “IRENA 
Data Base”，2015

4 The European Wind Energy Association(EWEA),
“Wind in Power 2014 European Statistics”，2015

5 REN21, “Renewables 2015 Gkobal Status Report”，
2015

6 Trend:research und der Leuphana Universität 
Lüneburg、“Definition und Marktanalyse von 
Bürgerenergie in Deutschland”、2013

7 和田武『市民・地域主導の再生可能エネルギー普及
戦略』かもがわ出版、2013

8 IEA, “The Power of Transformation”，2014
9 「市民共同発電所全国フォーラム」「市民・地域共同

発電所全国フォーラム」での調査結果（2014、15
年は豊田陽介氏の調査に基づく概数）
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　「再生と利用」誌が 150 号を迎え、ますます発展していることを祝し、発刊初期の頃を中心に、若干の想いを記
したい。
　昭和 50 年（1975）、当時の建設省久保赳下水道部長の慧眼とそれに同感した（財）日本土壌協会川江美雄専務理
事の熱意により、下水汚泥の緑農地利用の研究・普及の道が大きく開かれた、「下水汚泥の全面的農業利用を前提
とするのではなく、使えるものなら使う」ことを条件として、下水汚泥の物理化学的性状とそのコンポスト化技術、
有害重金属や衛生微生物などに関する研究が開始された。
　将来的に考えた、下水汚泥や下水処理水の資源的・循環的利用の重要性に鑑み、とくに都市と農村との物質循環
システムの確立を見通しながら、その普及・啓蒙を図る必要性が痛感され、関係者の発意により「下水汚泥資源利
用協議会」が設立され、その機関誌として「再生と利用」の編集発刊が始まったのは、昭和 53 年（1978）5 月であっ
た。
　爾来、下水汚泥の安全使用を中心として、加工、流通、普及、利用など様々な方面において、関係者の努力が続
けられ、国内的・国際的「下水汚泥に関するシンポジウム」も屢々開催された。
　これらの結果を踏まえて、望ましいコンポスト製造法などが推奨・普及され、肥料取締法による肥料としての認
定と重金属等の有害物質規制など、流通上の保証処置も講じられた。現在みられるように土壌の基本的性質を支え、
農業生産力に寄与する有機質資材としての評価が確立した。
　「再生と利用」の誌名が現す様に、下水汚泥処理技術は、当初より、単なる緑農地利用のみならず、建設資材的
利用、バイオマスエネルギー的利用も重視し発展してきた。リン資源の積極的回収利用の意義も強調されてきた。
培われた基本的技術は下水汚泥処理のみならず、し尿汚泥、農村集落排水汚泥、生ゴミ、公園剪定枝・落葉、ある
いは農業廃棄物処理なども大きく包含し、混合コンポスト、バイオマス発酵発電装置技術にまで及んでいる。
　都市と農村を結ぶ循環思想は、資源循環型社会構想、バイオマス産業都市構想などを導いた。バイオマスの物質
的・エネルギー的循環利用は、環境保全、地球温暖化対策として益々重要になってきている。
　「再生と利用」誌がこれらの発展を先導する光として、さらに発展し続けることを希求する次第である。

歴代委員長からの祝辞

特集：150号記念特集

「再生と利用」150 号を祝う

熊　澤　喜久雄　
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　再生と利用が 150 号発刊を迎えるとのこと、心からお祝い申し上げます。
　私は下水汚泥リサイクルに 30 余年もお世話になりました。おかげで、肥料資源やエネルギー資源、ひいては地
球温暖化などの重要な研究課題を考察する機会に恵まれ、貧しい研究生活に潤いを与えられました。深く感謝して
おります。
　再生と利用の発刊当初は汚泥の農業利用推進というコンセプトが中心にあったようですが、汚泥に多く含有され
る重金属に対する風評被害により農業利用は思うように進展しなくなりました。私が再生と利用の編集委員長をお
引き受けした平成 9 年から 10 年間はゼロエミッションという理念のもとに多くの自治体が頑張って、建築資材の
生産、メタン回収、さらに、脱窒および MAP 生産などの技術が実用化され、多様な汚泥リサイクル技術発展の時
代となりました。事実、「再生と利用」の目次を見ても、『建築資材化』『建設再生資材のマーケティング』『下水汚
泥のセメント原料利用』『消化ガスの有効利用について』『下水汚泥からのリンの有効利用』『エネルギー利用』『グ
リーン購入法解説』などの特集や講座が、農地利用、コンポストなどの特集と並んで多く掲載されています。
　9 年前に「再生と利用」の編集を離れましたが、最近は、特に地球温暖化防止という観点からの汚泥の資源化、
再利用の新技術開発がなされ、発展しているようで嬉しいことです。また、汚濁河川の象徴であった多摩川にアユ
が再来するなど、多くの地域で下水処理が河川、湖沼の浄化に果たす役割に高い評価が与えられており、わがこと
のように喜んでおります。
　汚泥の資源化は実用的にもまた科学的にも重要なテーマであり、人間生活の基本を支えるシステムとして発展継
続していくでしょう。「再生と利用」のさらなる発展を考えると、より広い層に読まれるようになって欲しいと願
います。キーワードによる過去の記事のネット検索なども考えたらどうかと思います。また、市民や学校を対象と
した小規模セミナーを頻繁に行うことも望まれます。私個人としては、農業利用の新しい発展の方向としての

『BISTRO 下水道推進戦略』に特に大きな期待をしております。また、処理場から排出される二酸化炭素を藻類や
植物栽培へ応用する技術開発などにも期待するものがあります。
　最後に改めて、「再生と利用」150 号の発刊をお祝いし、さらなる発展を祈るとともに編集委員の方々や事務局
の皆様のご苦労に感謝いたします。

再生と利用 150 号発刊　お祝いと感謝

茅　野　充　男　
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　農業圏内に存在するバイオマスは、農業生産資材（有機質肥料）としては、植物に対する窒素供給源として重要
であるが、今後はリンの供給源としての機能も含めて計画性を持つことが求められている。
　わが国の刈敷農業は、今まで数百年以上にわたって、刈敷有機物（農業生産からの廃棄物）と生活廃棄物を有機
質肥料として利用することが計画の基盤であった。今後は、環境保全対策からも生活蕗棄物からの窒素・リンの再
利用率の向上を考えなければならない。下水道計画における汚水中の NP 利用率の向上は、振り返って考えてみれ
ば、流体の取り扱い上も、作物生産技術の進歩によって、さらに便利なものとなるはずである。
　今後は、すでに 150 号もの量と質の内容を持たれた御誌と、従来の水処理技術と作物生産との「目標情報」からみ
て、過剰な有機混合物となって生産環境に持こまれる一般汚染排水の挙動に即した新しい対策技術と、それらを組み
合わせる際に発生が予測されるリスクを排除した新技術の創出が、この誌上で紹介されることを願うものである。

関係団体からの祝辞

特集：150号記念特集

「再生と利用」150 号を記念して

増　島　　　博　

元東京農業大学教授

　「再生と利用」第 150 号の発刊、誠におめでとうございます。これまで 38 年に渡って、下水汚泥の原料や製品と
しての利用者と生産者を結びつける技術や事業に関する知識や情報の共有・研鑽の場として果たして来られた役割

「再生と利用」第 150 号を記念して
　　　－地域の優良なバイオマスとしての
　　　　　　　　　下水汚泥の活用推進に向けて－

兒　玉　　　徹会長

一般社団法人日本有機資源協会
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に対しまして深甚なる敬意を表します。下水汚泥を含む有機性資源（以下、「バイオマス」という。）の総合的な有
効利用の促進を図り、持続可能な循環型社会の構築と環境保全の推進に寄与することを目的として活動しておりま
す一般社団法人日本有機資源協会（以下、「JORA」という。）と致しても深く感謝申し上げます。
　わが国のバイオマス活用の取組は、古来より自然環境のもつ復元能力や浄化機能などを維持しながら農業利用を
目的として有機物を安定化させる人ぷん尿や家畜排せつ物の堆肥化や嫌気性消化（メタン発酵）、建築資材や燃料
としての森林利用などを行ってきましたが、化石資源を使った高度経済成長期に、自然環境が破壊されていくのと
同様に衰退していきました。その後、第一次、第二次オイルショックを経て、消化ガスなどのエネルギー利用や、
化学肥料に替わる堆肥などの肥料利用が見直された時期はありますが、原油価格が下がりバブル景気の時代に入る
と再びバイオマスの活用は停滞し、大量生産、大量消費、大量廃棄により地球温暖化や廃棄物処理などの世界的な
社会問題が生じました。
　このような背景の下、政府は、これらの問題の解決の他、新産業創出や地域活性化なども目的として、平成 14
年 12 月に「バイオマス・ニッポン総合戦略」を閣議決定、平成 18 年 3 月に同戦略を見直し、平成 21 年 9 月に「バ
イオマス活用推進基本法」を施行、平成 22 年 12 月に「バイオマス活用推進基本計画」を公表するなどの施策によ
りバイオマス活用を推進してきました。さらに、平成 24 年 9 月には、技術や事業化の専門家により検討された「バ
イオマス事業化戦略～技術とバイオマスの選択と集中による事業化の推進～」が公表され、下水汚泥は、地域で発
生し、地域の施設に集約される優良な地域資源であることなどから、本戦略においても活用を推進すべき重点バイ
オマスとして位置付けられました。
　現在は、この戦略に沿って、バイオマス利用の事業化を加速度的に進めることや、東日本大震災からの復旧・復
興にも寄与する地域分散型のエネルギーや資源の確保などを目的として、34 地域 52 市町村が「バイオマス産業都市」
に選定されて具体的なバイオマス活用の取組が進められており、新潟県新潟市、静岡県浜松市、佐賀県佐賀市他の
バイオマス産業都市では、下水汚泥を活用するプロジェクトに取り組んでおります。本誌でも紹介されているこれ
らの事例が、全国各地域における下水汚泥活用の取組推進の参考になるものと期待しております。
　東日本大震災以降、バイオマスのエネルギー利用が注目されていますが、貧資源国であるわが国において下水汚
泥は貴重な鉱物等の代替資源でもあります。平成 20 年の各種資源価格の国際的な高騰の影響を受けて、リン鉱石
などの肥料原料も高騰し、いったん下がったものの現在も少しずつ上昇が続いております。リン鉱石やカリ鉱石の
全てを海外からの輸入に頼っているわが国において、持続可能な食料生産に資する肥料資源の確保は、農業生産の
維持拡大、食料自給率向上などの点からも重要な課題となっています。このような状況下、近年は、下水（脱水分
離液、消化汚泥、下水汚泥焼却灰など）を原料としたリン回収の技術開発や事業化の取組も増えてきており、本誌
にて講座も開設されたところです。今年度選定された宮崎県小林市のバイオマス産業都市構想においても、原料は
豚ぷん堆肥ですがリン回収事業がプロジェクト化されております。わが国のみならず世界的な持続的リン利用の実
現を目的として平成 20 年に設立されたリン資源リサイクル推進協議会の事務局を担当している JORA と致しまし
ても、リン資源リサイクルの取組推進に向けて、引き続き本誌においてもリン資源リサイクルを話題として取り上
げていただきたいと考えております。
　最後になりましたが、JORA では下水汚泥を含むコンポスト化やメタン発酵などの事業を行うために必要な知識
や技術を習得したスペシャリストを育成する各種講座・研修、下水汚泥コンポストも対象とした「コンポスト品質
確認制度」など、バイオマス全般の活用の着実な推進に向けた活動も行っております。本誌の「利用者と生産者を
結びつける役割」は、バイオマス活用においても重要な視点であり、今後とも、地域で発生し下水道管を通じて集
約される優良な資源である下水汚泥の有効活用推進に大きな役割を果たすことを期待致しまして、第 150 号発刊の
お祝いとさせていただきます。
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　150 号の発刊おめでとうございます。センターとしての再生と利用への執筆は４回目になると思います。これま
で一般社団法人地域環境資源センター及び同センターに事務局を置いているバイオガス事業推進協議会の活動を通
じ、バイオマスタウン形成やバイオマス産業都市の構築、とりわけメタン発酵技術の利用に関わって参りました。
　この間、東北大学名誉教授野池達也先生には大変にお世話になり、また、そのご縁で沢山の再生と利用に関わる
方々にお世話になって参りました。この場をお借りして深く感謝申し上げます。
　21 世紀は持続型発展社会が必要とされ 2000 年に循環型社会形成推進基本法が制定されてから 15 年が経過しま
した。メタン発酵技術は、循環型社会形成技術の一つとして、バイオマスタウン構想、バイオマス産業都市構想の
中で、多くの市町村、地域の構想の中で取り上げられています。古来より、メタン発酵は発酵技術として多くの場
で活躍してきましたが、昭和 30、40 年代には多くの嫌気性消化処理方式のし尿処理システムが建設され、私が社
会人として初めてメタン発酵に関わったのが嫌気性消化液からの窒素除去方法の開発でした。以来、私の仕事とし
ては硝化脱窒素技術、膜分離技術の開発へと移行しましたが、10 数年前にエネルギー化技術、地域活性化システ
ムとしてメタン発酵事業を推進する場に還ってきたというところです。
　嫌気性消化処理方式のし尿処理施設は数百の実施設が建設されましたが、昭和 50 年代には河川、湖沼の富栄養
化防止の必要性から、廃液中の窒素を好気的に処理する硝化脱窒素方式の施設に建て替えられてきた経緯がありま
す。排水処理から発生する汚泥を堆肥化して利用することも重要な再生利用技術ですが、堆肥化処理も好気的に堆
肥を生産する技術であり好気的な処理にはエネルギー消費型になるという課題があります。
　近年では、原料として下水汚泥、有機性廃棄物、家畜排泄物等を原料とするメタン発酵発電が行われており、
2012 年７月に開始された再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT：Feed-in Tariff）の後押しもあり、2015 年
７月時点で 119 のメタン発酵発電設備が認定され普及が進められています。ドイツでは 8000 基、中国では 3500 万
基のメタン発酵設備がエネルギー生産設備として稼働していますが、ドイツのメタン発酵消化液は肥料利用されて
いるものの、中国ではメタン発酵消化液にも起因して河川の水質汚濁が進行し、消化液の処理ないし肥料利用を進
める必要がある状況と思われます。
　エネルギー生産システムとしてのメタン発酵では、諸外国の状況も参考にしつつ、メタン発酵システム全体のコ
スト削減のためにメタン発酵消化液の肥料利用を進めることも課題と考えています。これからの人口減少社会の問
題、循環型社会での廃棄物の発生抑制の必要性等を背景とし、メタン発酵をベースとした省エネルギー・省コスト
の再生利用システムづくりが今後の課題と考え、事業の継続性を視野に関係の皆様と協働して課題に対応して参り
たいと思っております。
　次世代に繋ぐ持続的発展のため、再生と利用の活動は益々重要であり、これからのさらなる活性化を祈念してお
ります。

「再生と利用」150 号を記念して

岡　庭　良　安　

一般社団法人地域環境資源センター
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１．バイオマス集約施設としての下水道
　「再生と利用」150 号おめでとうございます。100 号の前後になりますが、建設省土木研究所（旧土研）と独立行
政法人土木研究所（独法土研）に在職したときが、「再生と利用」に深く係わらせていただいた期間です。旧土研
では、下水汚泥の建設資材化などを担当しましたが個別の技術に関する研究調査が多かった気がします。建設資材
化では、全国の地方公共団体からいただいたタイルやレンガを敷き並べて、耐久性試験を行いました。また、原料
や製品の重金属溶出試験も行いました。
　一方、独法土研では、バイオマスの集約システムとしての下水道に注目しました。下水道管を介して水の流れに
よってバイオマスを収集するという優れた特徴を有しています。処理場では、その栄養分から活性汚泥を育て、水
分を分離した後に残る汚泥をバイオマス原料として利用することになります。
２．バイオマスのリサイクル施設として
　類似施設からの汚泥をまとめて処理する MICS 事業などの取り組みも進んでいましたが、バイオマスのリサイ
クル施設を有するという意味でも下水道が一番です。特に、嫌気性消化によりバイオガスを生産し、自動車燃料と
して利用したり、都市ガス供給したりする技術は優れたものだと思います。
　生ごみと混合消化する技術開発も行われましたが、生ごみを分別収集する方法が課題でした。独法土研では、河
川や道路の維持管理から発生する剪定資材に着目して検討を進めました。刈り取られた草木は処分場まで運搬され
ますが、その輸送先を処理場に変更して、リサイクル施設で有効利用しようというものです。剪定資材との混合消
化に関しても、調査研究を行いました。
３．リサイクル製品利用者との連携
　一方で、製造者としてだけでなく利用者の観点からの取り組みも進んでいました。旧土研でもリサイクル製品の
品質評価を行っていましたが、独法土研では溶融スラグ JIS 化に取り組みました。当時、一般廃棄物の溶融施設が
全国で建設されていて、一般廃棄物の溶融スラグの有効利用が課題となっていました。同じ地方自治体が有する施
設ということもあり、下水汚泥の溶融施設も一緒に取り組んだものです。
　グリーン購入制度もありましたが、溶融スラグはロングリストには載るものの、実績が少ない、安定供給に不安

歴代編集委員らからの祝辞

特集：150号記念特集

「再生と利用」150 号を記念して

尾　﨑　正　明（元国立研究開発法人土木研究所）

（一社）全国上下水道コンサルタント協会
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があるなどの課題が取り上げられ、特定調達品目にならない状況でした。JIS 化されたことで、県によってはリサ
イクル認定制度を活用し、再利用が進むところも見られるようになりました。
４．「再生と利用」がリードする下水道に
　現在、下水熱の利用が注目されています。処理区域内での熱利用などにより、再利用が面的に広がることで、ス
トックマネジメントにおいても、処理場と管路施設を一体的に捉えた検討が進むものと思います。また、ビストロ
下水道では農業だけでなく、消費者の関心も集めた活動が広がっていると思います。維持管理の時代となりました
が、今後は「再生と利用」がリードする魅力ある下水道が展開することを期待しています。

　「再生と利用」が昭和 53 年 5 月の創刊以来めでたく第 150 号を迎えられたこと、心からお慶び申し上げます。
　私が当誌の編集委員となったのは、日本下水道事業団（以下 JS）内部の人事異動で当時の技術開発部汚泥処理
担当総括主任研究員を拝命した平成 16 年 4 月（第 104 号）からですから、早や 12 年目になります。その直前の勤
務先が JS 兵庫西広域汚泥処理事務所（兵庫県姫路市内）の所長として下水汚泥溶融スラグの有効利用に日夜奔走
したことが、下水汚泥処理・有効利用に専門的に携わるきっかけとなりました。
　JS の技術開発部で汚泥の処理や有効利用の調査研究業務に従事するとともに「再生と利用」の編集委員をする
ようになって、恥ずかしながら初めて「下水汚泥とはなんと魅力的なバイオマス資源なのか」ということを知りま
した。それまでは面倒な廃棄物としていかに低コストで安定的に処理・処分することのみ考えていましたが、欧米
などの他の先進国では嫌気性消化によるエネルギー回収や緑農地利用がごく当たり前のように行われているのを知
り衝撃を受けました。
　JS を 7 年ほど前に一旦早期退職したあとも、再任用で汚泥処理・有効利用に係る業務を続けている関係で「再
生と利用」の編集委員も継続して担当させていただいています。このため「再生と利用」へ投稿する機会も多く、
併せて「下水汚泥有効利用セミナー」の講師も永く務めさせてもらっていることもあって、官民問わず全国に多く
の知り合いができ貴重な情報交換ができるようになりました。仕事で初めて訪れたところでも「いつも『再生と利
用』を読ませてもらっています」と声をかけていただくことも多くあります。
　JS での調査研究業務以外にも、全国の多くの皆様から教えていただいた貴重な情報を「再生と利用」を通じて
一人でも多くの方々に伝えるよう努めておりますが、各地の現場で活躍しておられる読者の皆様からも、身近な情
報交換誌として是非気軽に投稿をお願いしたいと考えています。
　下水汚泥を中心に下水道資源の有効活用、利用促進の我が国唯一の専門機関誌として今後も多くの読者に愛され、
200 号、300 号と末永く続くことを切に願っている次第です。

「再生と利用」150 号を記念して

島　田　正　夫　

日本下水道事業団
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　私は、約 10 年前、再生と利用の文献紹介のコーナーを担当していました。当時私は日本下水道事業団技術開発
部で汚泥に関する調査を担当しており、先輩よりその担当を引き継ぐ形で担当することになりました。引き受けた
時はそれほど真剣に考えず、汚泥処理の調査担当になったのだから当たり前の引き継ぎといった程度に考えていま
したが、先輩は、汚泥処理に関する知識も豊富で、かつ英語も堪能という自分とは全く異なる点に気付き、少し後
悔の念に駆られたのは後の祭りでした。
　とはいえ引き受けた以上は、責任を果たさなければならず覚悟を決め原稿に取り組むことになりました。当時「再
生と利用」は、季刊誌となったことから原稿を提出する頻度は、先輩に比べ格段に少なくなったことから、余裕と
は言えないものの、少し猶予を与えてもらったという安堵感はありました。
　文献委員であれば、委員会を開き、複数のメンバーで文献について候補の抽出、翻訳、原稿化ということになり
ますが（実際そのように複数のメンバーで委員会を構成するものに参加したこともありますが）、「再生と利用」の
文献担当に関しては、各担当に全面的に委ねていただいているという方針でした。このため原稿の締め切りに向け
一人で作業を続けるという少し寂しい状況になりました。
　実際の作業は、先ず文献を探し出すところから始まります。幸い日本下水道事業団の技術開発部には、下水道に
係る数多くの図書を揃えた図書室（事業団の最も誇れる施設の一つと思います）があり、そこから文献を探し出す
ことになります。文献担当として最も苦労したのが実はこの文献を探すという作業でした。いくつかある海外の学
術誌の候補から「再生と利用」にふさわしい、つまり汚泥処理や資源利用に関する文献を探し出そうとしましたが、
なかなか該当する文献にたどり着くことが出来ません。これぞという文献に出会えないというより、汚泥処理、資
源利用といったことをテーマにした文献の掲載がそもそも非常に少なく候補となる文献を見つけ出すだけで一苦労
をといった感じです。同じ時期同じく文献担当をされていた方（同じ担当でも全く交流がなかったのですが）に、
どのように文献を探しておられるのか助けを求めたい気分でした。そのため、一度に複数の候補を見つけると数号
先までの掲載方針を勝手に決め数カ月先まで安心した気分でした。
　文献を見つけると翻訳作業になりますが、最初のころは専門用語の意味が理解できないものもあり、四苦八苦し
ながら作業していました。掲載を続けていくと少しずつではありますが、専門用語の語彙も増え、作業も少しは効
率的にはなりましたが、苦労したことには変わりありません。探し出すのに苦労した貴重な文献ですから、確実に
原稿にしたいと思っていましたが、翻訳が終わり、原稿を読み直してみると訳した本人ですら文献の内容が理解で
きないというものもありました。原稿を書くことが目的化しつつありましたが、さすがに理解できない原稿を掲載
させていただくのはダメだと思い、その原稿はボツとしました。担当期間中、自らボツにした原稿はその 1 度きり
でしたが、一人で全て担当していた原稿は今振り返ると意味不明な部分もかなりあったのではないかと、冷や汗が
でる気分です。
　数年間文献紹介のコーナーを担当し、文献も数多く読む機会を得ました。残念ながらどのような文献を採用した
かは、今となってはほとんど思い出せません。ただ、当時技術開発部門に配属され汚泥処理の調査を担当すること
になった私には、目の前に業務としてある課題だけでなく幅広いしかも海外で行われている取り組みに触れる機会
を得たことは、自分自身の汚泥処理に関する視野を広げるまたとない機会だったと、今振り返ると感じます。

「再生と利用」文献担当の思い出

猪　木　博　雅
日本下水道事業団　関東・北陸総合事務所
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　“再生と利用”発刊 150 号、おめでとうございます。
　編集委員としての経歴は１年にも満たない者ですが、“再生と利用”は発刊当初からの愛読者です。その間に下
水汚泥の研究に直接携わるようになってからはより重要な情報誌となりました。特に、農業関係者の目で取り組ん
で下さっている海外文献を紹介する蘭はすかさず目を通しました。また、自治体通信報告は楽しみでもありました。
　これまでに幾つか投稿させて頂いていますが、特に印象に残っているのは本誌に初めて「ノート」の欄を設けて
頂き、そこに掲載が叶ったことでした。一つは、木質破砕物の脱水助材としての効果と、もう一つは、液肥のため
の液体コンポスト化でした。これらは他の研究を実施する中から得られた情報でありましたが、埋もれてしまうの
は勿体なく、何時か役立つだろうと思って投稿したしだいでした。これらは現実的になってくるような気配も感じ
られます。
　編集委員として短い就任期間ではありますが、強く感じていることは関係しそうな分野・技術を幅広く扱ってい
こうとする委員の皆様の情熱です。これらの中から読者の肝に触れる、或いは心の片隅にでも残る案件があれば、
大いに専門・情報誌としての役割は果たしていると思います。隈なく下水道が整備されてきている今日、これから
は、その資本・機能を地域地域において最大限に生かすべく幅広い取り組みがなされていくであろうことを想像し
ています。そこに本誌が少しでも役立てれば幸いです。個人的には国土保全の観点から常に「下水道資本・資源の
保全と活用」を命題として愛読者に協賛・協働いただけるような情報発信に努めてまいりたい。末長い愛読をお願
いします。

「再生と利用」第 150 号記念特集

落　　　修　一副部長

（公財）日本下水道新技術機構資源循環研究部

　私たちの身体は、当然のことながら私たち自身が口にした農作物、畜産物、水産物から作られている。農作物は
太陽のエネルギー（光）と空気、水、養分から作られている。畜産物も家畜が食べる農作物がその源なので、基本
的な原料にかわりはない。水産物もその生産の場所が水中になるだけで、基本的な構成にはかわりはない。つまり
もとをただせば、私たちの身体は光、空気、水そして養分からできていることになる。農地では、この原料のうち
水と養分は土から作物へ与えられる。水は再び雨や河川から補給されるが、土から奪われた養分は人為的に補給し
なければ、どんどん減っていき、生産できる作物の量も減っていくことになる。土から奪った分を土にかえして補
給してやれば、再び同じように生産することができる。
　実は、この再生産のために使われている養分の多くは、外国からきているのが現状である。肥料原料のほとんど
は外国に頼っているし、畜産から生じる堆肥（ふん尿）の原料となる家畜の餌も多くは海外から輸入されたもので
ある。つまり、国産の農産物を選んで食したとしても、結局は間接的に外国の土や鉱石由来の養分を口に入れてい
ることになる。

「再生と利用」150 号にあたって
　　　－循環型社会の要への期待－

西　田　瑞　彦上席研究員

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター
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　単純に考えれば、私たちが口に入れたものが身体を通って出てくる分（排泄物）を土に戻してやれば、相当の養
分は土に補給できることになる。こうすれば、それほど外国に養分を頼らずとも再生産ができそうである。農地か
ら得た養分を再び農地にかえし、そこからまた農作物を得れば、永続的な循環の仕組みができそうである。実は我
が国では、江戸時代にはこの仕組みができていた。人々の排泄物（下肥）が農地で肥料として使われる仕組みがあ
り、薪を燃やした灰も農地で肥料として利用されていた。そのため、江戸は大都市なのに衛生的で、排泄物の処理
がうまくいっていなかった当時のヨーロッパで、ペストやコレラが猛威をふるっていたのとは対照的とされている。
　では今、この私たちの生活から出てくる物をうまく農地で利用する方法はないのであろうか？その要が下水道で
あり汚泥肥料である。排泄物を含めて私たちの生活から生じる汚水は下水道で微生物によって浄化される。その浄
化に一役かった微生物の死骸が沈殿してたまり、汚泥となる。汚泥にはもともとは農地で作物に吸われた養分が含
まれているため、汚泥肥料として農地で利用することができる。汚泥肥料は農林水産省の基準をクリアしており、
決して「汚い」ものではない。しかし、本誌 149 号で土壌協会の仲谷紀男博士も指摘するように、どうもこの「汚」
という文字が悪いイメージを与え、利用が広がっていないようである。いつまでも私たちの食の源を外国の土や鉱
石ばかりに頼ってはいられまい。循環型社会の要となる下水道や汚泥肥料の理解を広げるために、「再生と利用」
誌のさらなる充実を期待したい。

　本誌は「下水汚泥の利活用」に関する専門誌として創刊し、その基本方針を崩すことなく 150 号の節目を迎えま
した。本誌の礎を築かれた先輩諸氏の先見の明と情熱の賜であることは疑う余地がありません。現在本誌に関わる
者として、伝統と責任の重さを改めて感じます。さて、本誌と私との接点は、第 64 号（平成 6 年）の文献紹介を
担当したことに始まります。当時は下水汚泥中の重金属の挙動に関する研究が国内外で盛んに行われており、多く
の文献を目にすることができました。重金属に偏った文献紹介になっていたように思いますが、第 71 号（平成 8 年）
まで続けさせていただきました。このことがきっかけで、本誌は必ず目を通す雑誌の一つになりました。その後し
ばらくの間は、本誌を文献紹介欄から読み始める一読者にすぎなかったのですが、第 93 号（平成 13 年）から再び
文献紹介を担当させていただくとともに、編集にも携わる機会を得ました。平成 13 年は国立の研究機関の多くが
独立行政法人として新たにスタートした年です。研究所の組織改編に伴い、仕事の上では下水汚泥を研究対象とし
なくなっていましたが、前年の平成 12 年に下水汚泥肥料や汚泥発酵肥料の公定規格が施行され普通肥料として流
通することになったことから、汚泥肥料の動向を注視していた時期でもありました。再生と利用編集委員会では、
下水汚泥利用に関する様々な情報に触れることができましたが、下水汚泥利用の軸足は、建設資材利用やエネルギー
利用に移っており、社会全体の流れもその方向にあったように思います。平成 15 年には「食品の安全性の確保」
の観点から各種法令の改正が施行になり、肥料取締法にも「安全な施用」、「施用基準」、「国民の健康保護に資する」
という目的が追加され、「安全性」が明確に打ち出された時期とも重なります。また、平成 18 年には食品の国際基
準を策定するコーデックス委員会において、精米中のカドミウムの最大基準値として 0.4 mg/kg が採択され、カ
ドミウムが再注目されることになります。そのような頃、下水汚泥に含まれる亜鉛、鉛、カドミウムは、20 年前
より大きく減少しているというオーストラリアの報文を目にしたので、文献紹介で取り上げさせていただきました。
わが国の下水汚泥においても同様の傾向は認められており、「汚泥セミナー」でもお話しさせていただいたことが
あります。このような「タイムリー」な文献を紹介できた回数はきわめて少なかったかもしれませんが、研究に深
く関連している文献を数多く目にする機会を得たことは、自身の貴重な財産になっています。また、査読論文の概
要を紹介することで、現状を正しく理解していただける一助となれば、紹介者として望外な喜びです。現在は文献
紹介担当を退いていますが、別な形で「タイムリー」な情報発信ができるよう、今しばらく「再生と利用」ととも
に歩ましていただければ幸いです。

「再生と利用」と歩んだ 20 年

川　崎　　　晃　

農業環境技術研究所
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　「再生と利用」の創刊号 (1978 年 ) では、巻頭言で「発刊のことば」と題して下水汚泥資源利用協議会岡崎平夫会
長（岡山市長）が、「事の大小の違いはおいても下水汚泥利用者と生産者（下水道事業者）が、このように手を握
り合って、共同の目的を追求しようということは、まさに、明治維新の原動力となった薩長士の連合に比すべき大
きな出来事なのだと私は今でも思っています。」。そして「下水汚泥の利用を図ろうとするものと、汚泥の生産者が、
お互いに長い苦労の末、ようやく見つけた共通の話し合い、研究の場が、協議会であり、“再生と利用”誌は、そ
の意思発表の場であり、意思の集約と伝達を果たすものでありましょう。」と続きます。
　これを受ける形と思われますが、（財）日本土壌協会の今井富蔵副会長が、発刊に寄せて・・・「実用化への鍵握
る協議会」と題して「土地の生産力を上げる方法のうち重要なものの一つとして堆肥など粗大有機物を腐熟したも
のを相当多量に耕地に施すことが重要であるが、現在は多くの農業技術者が必要としている量の堆肥が施用されて
いない場合が多くて、土地生産力の低下が考慮されている。下水汚泥は微生物体を主としてので、これら粗大有機
物を発酵腐敗させるのに有効である。なお脱水乾燥処理を悪臭を出さず能率的に行う技術が開発されれば、乾燥下
水汚泥を有機質肥料としても利用出来るであろう。」と下水汚泥利用推進への期待を伺わせます。
　そして、「再生と利用」100 号では、（社）日本下水道協会久保赳名誉会員が日本土壌協会としては下水汚泥に重
金属等を含み農業上不都合の場合は利用しないことを条件として全面的に賛成と紹介されています。結果として日
本土壌協会としては昭和 50 年から下水汚泥の緑農地利用の調査研究に参画しました。
　その結果、日本下水道協会のご支援で、以下の成果をあげることができました。

　農地に直接利用されているのは、乾燥汚泥とコンポストである。また、近年、炭化汚泥も有望視されています。
　乾燥汚泥は微生物による分解・安定化処理を受けていないので、作物に障害を起こす危険性があります。このた
め施用してから作物の栽培開始前に一定の期間をおく必要があります。
　コンポストは微生物の発酵熱により臭気、衛生面、雑草種子の問題がほとんどなく、施用直後から作物の栽培が
可能であります。
　炭化汚泥はリン酸主体の無機性肥料とみなされ、花きなどの栽培に適しています。
　乾燥汚泥とコンポストの主要成分は、窒素が 2.0 ～ 4.5％、リンが 2.3 ～ 4.5％とかなり高く、一方カリウムが 0.15
～ 0.36％しか含まれません。

　下水汚泥コンポストは、牛ふん、豚ふん、鶏ふんなどの畜ふん堆肥やバーク堆肥、生ごみ堆肥、ナタネ粕などの
他の有機質肥料に比較すれば次のような特徴があります。
　①有機質肥料の中では窒素とリン酸の含有量が高いが、カリウムの含有量が最も低い肥料である、
　②コンポストの中の窒素は作物に早くから吸収されやすい形態である、
　③土壌中での有機物の分解・無機化速度に最も影響するのは有機物中の C/N 比とみなされているが、下水汚泥

の肥料の C/N 比は 10 程度と低いので分解がすみやかである。

　新しい製品としては、融合コンポストおよび炭化汚泥を作物に施用した例があります。下水汚泥と牛ふんを混合
して得られた融合コンポストは成分的に窒素、リン酸、カリウムがほど良い比率で含まれています。これを用いて
キャベツ、テンサイ、アズキの栽培試験を行ったところ、いずれの作物とも良好な生育収量結果が認められていま
す。また、炭化汚泥は花き栽培で使用される培養土に用いると、従来の培養土に比べて花きの生長が良くなること

宝物と言われても、でも宝物
　　－下水汚泥の農地への利用と再評価－

仲　谷　紀　男参与

一般財団法人　日本土壌協会
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が確認されています。

　さらに、最近では表 1に見られるように、汚泥コンポストの窒素形態画分を明らかにして、作物の生育パター
ンに最適なコンポストを導きだしています。ここで言う「非タンパク」、「可溶性タンパク」、「膜結合性タンパク」、

「細胞壁構成タンパク」は、タンパク質の分解性の難易を科学的に分類したもので、作物に利用され易い程度を表
します。平易に換言すれば、「速効性」、「中効性」、「緩効性」や「難効性」となります。これは、コンポスト中の
窒素成分による肥効が有効化するタイミングを教えてくれます。例えば、生育期間の短いコマツナなどには「非タ
ンパク」画分が多い汚泥コンポストを選ぶべきです。逆に「膜結合性タンパク」画分が多い汚泥コンポストは生育
期間の長いゴボウやダイコンのような作物に施用するのが有効な使い方であると言えます。「細胞壁構成タンパク」
画分の多い汚泥コンポストは数か月程度の栽培期間の作物ではその効果が現時点では判然としないようです。
　このような成果は他の有機質資材に先駆けて得られた成果です。日本下水道協会の長いご支援があったからこそ
得られました。記して謝意を表します。日本下水道協会のご発展を祈ります。

表 1　汚泥コンポストの C/N 比と窒素形態画分

　「再生と利用」第 150 回記念号発刊おめでとうございます。
　この節目となる号に、編集委員として関わることができることを非常に光栄に思います。
　私自身は編集委員としての経験も今年 4 月からとまだ浅く、編集にまつわる思い出等も多くは語ることができな
いことから、この場をお借りして札幌市における下水道の持つ資源・エネルギーの有効利用について、簡単に紹介
させていただきたいと思います。

１　下水道汚泥の有効利用
　現在、札幌市では、水処理施設から発生する汚泥を圧送により西部及び東部スラッジセンターの 2 施設で集中処
理しています。
　脱水汚泥の焼却によって発生した焼却灰は、年間約 20,000t にもおよび、土砂と混合した再生土として土木工事
の埋め戻しに利用したり、セメント原料とすることにより、全量を有効利用しています。
＜過去に実施していたコンポスト化事業について＞
　コンポスト化事業につきましては、昭和 59 年から厚別コンポスト工場の運転を開始し、汚泥処理の一環として、

札幌市における下水道資源・
　　エネルギーの有効利用について

村　上　英一郎　

札幌市建設局下水道施設部新川水処理センター
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厚別処理場（水再生プラザ）から発生する汚泥の一部をコンポスト化していました。
　農業利用を主として最盛期には年間 8,000t 超の生産量を誇り、「札幌コンポスト」の名で親しまれておりましたが、
焼却処理との比較で処理単価が数倍高いことや、汚泥の脱水及び堆肥化施設の更新、維持管理に多大の費用がかか
ることが経営的、対外的に大きな課題となりました。平成 21 年 10 月に東部スラッジセンター 2 号炉が完成し、本
市処理施設から発生する汚泥全量の焼却が可能となったことを機に、政策的な判断により平成 24 年度をもってコ
ンポスト化事業を終了しています。

２　高度処理水によるせせらぎの回復
　豊平川の扇状地上に市域が広がる札幌市は、都市化が進むまではアイヌ語でメムと呼ばれる泉が扇端のいたる所
に点在し、そこから発生する川の流れは市民にとって身近な水辺として、日常の風景となっていました。
　しかし、都市化の進展による土地の保水機能低下や水源地（メム）の減少などにより、市内北部の河川で流れが
停滞したり、枯渇したりすることが多い状況となっています。
　河川は、都市にうるおいをもたらす重要な要素であり、緑をつなぐ軸線として貴重な空間としての一面も持って
います。
　北区新琴似地区の安春川は、屯田兵が湿地の農地化をめざし掘削した歴史的排水路ですが、宅地化が進み水枯れ
状態となっていました。
　屯田兵によって造られた水路（川）に水を取り戻そうという地元の声を受け、平成 4 年 5 月から、創成川処理場

（水再生プラザ）の高度処理水（砂ろ過＋次亜塩消毒、供給量：5,200m3 ／日）の導水を行っています。せせらぎ
を回復させるとともに、河川事業による水路付近の緑化や遊歩道の整備との連携により、市民に良好な水辺環境を
提供しています。
　また、平成 10 年 5 月には、同様に枯川となっていた北区の屯田川、東屯田川、茨戸耕北川、ポプラ通り水路の
４河川においても創成川処理場（水再生プラザ）の高度処理水を導水することにより（供給量：31,000m3 ／日）、
河川の維持流量を確
保し、せせらぎの回
復に寄与していま
す。
　なお、これら事業
は、平成 12 年度に
近代下水道制度 100
年記念行事の一環と
して行われた建設大
臣賞「甦る水 100 選」
に選定されていま
す。

３　雪対策における下水熱の利用
　北緯 43 度に位置する札幌市は、冬季間の積雪量が 6 ｍにも及び、人口が 100 万人を超える都市としては、世界
でも有数の豪雪都市でもあります。
　このような都市環境で暮らす市民にとっては、雪は日常生活や経済
活動に大きな影響をもたらす切実な問題であり、本市に寄せられる要
望や苦情の中でも常に上位に位置しているのが「除雪・排雪」に関す
るものとなっています。
　札幌市では、雪対策は重要な施策課題の一つとして位置付けられて
おり、下水道施設や下水の熱エネルギーを有効利用する事業を積極的
に実施しています。
（1）融雪槽
　休止となっている下水道施設（池槽）などを複合利用して、ダン
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プトラックにより運び込まれた雪を直接投入する施設です。
　処理水の熱エネルギーにより融雪する施設と清掃工場の余熱により融雪する施設とがあり、前者には、厚別融
雪槽（平成 5 年 1 月供用開始、融雪能力約 10,000 ｍ 3/ 日）と新川融雪槽（平成 16 年 2 月供用開始、融雪能力約
6,000 ｍ 3/ 日）があります。

（2）融雪管
　合流式下水道の改善を目的に整備された雨水貯留管に処理水を送水し、ダンプトラックにより運び込まれた雪
を投入する施設です。
　創成川融雪管（平成 9 年 1 月供用開始、融雪能力約 4,200 ｍ 3/ 日）と伏古融雪管（平成 16 年 2 月供用開始、
融雪能力約 4,000 ｍ 3/ 日）の 2 施設があります。

（3）流雪溝
　道路下に設置された流雪溝本体へ処理水を送水し、道路上に約 10 ｍ間
隔で設置された投雪口へ沿線住民が直接人力で雪を投入する施設です。
　幹線道路沿いの住民要望の高い地区で整備が進められており、市内７カ
所に整備されています。

（4）下水道管投雪施設
　大口径の既設下水道管に投雪口と水深確保用のせきを設置して、直接ダ
ンプトラックによる投雪を行います。処理水を融雪に利用する上記（1）
～（3）の施設と異なり、未処理下水により融雪を行っています。市内には 3 カ所の投雪施設があります。

（5）地域密着型雪処理施設
　公園などのオープンスペースに雪を一時堆積し、隣接する投雪口を設けた既設下水道管にバックホウによる投
雪を行う比較的小規模な施設です。（未処理下水の熱を利用しています。）市内 3 カ所で供用しています。

　下水道事業は市民生活を支えるうえで重要な都市基盤であり、ライフラインの柱の一つでもありますが、本来の
水処理の役割に加え、下水道資源・エネルギーの有効利用により、これまで以上に市民生活を向上させることが期
待できます。
　私も「再生と利用」の編集委員の一人として、今後も下水道事業の発展に微力ながら尽くしてまいりたいと考え
ております。

　「再生と利用」創刊 150 号おめでとうございます。
　山形市は昭和 54 年の第 7 回編集委員会から地方編集委員として本誌の編集に微力ではありますが携わらせてい
ただいております。以来三十有余年、下水道は整備の時代から維持管理の時代へ、下水は処理しなければならない
ものから有効利用するものへと変化してまいりました。
　本市は昭和 40 年の通水開始当初から、汚泥の減量化を目的とした嫌気性消化、最終処分場を必要としない汚泥
処分法としてのコンポスト化、さらには消化ガスを利用した発電に取り組んでまいりました。これらのことが現在
下水資源の有効利用、しいては地球温暖化の防止といった評価をいただいております。これらの事業を継続するに
当たりましては、本誌をはじめ編集委員会にご参集する皆様との情報交換やお知恵を拝借し今日に至っているもの
と感謝申し上げます。
　「下水汚泥コンポストとはいったい何か」「汚泥肥料なんかは使えない」というものが「普通肥料」として取り扱

「再生と利用」創刊150号おめでとうございます。

奥　出　晃　一　

　山形市浄化センター　所長
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われるようになり、また、「グリーン購入法の特定調達品目」にも該当するなど、汚泥を取り巻く環境は変わって
まいりました。さらに汚泥の消化ガスを利用した発電は、バイオガス発電としてクリーンなエネルギーの需要と相
まって各処理場に広まっていることは申すまでもありません。下水処理場は多くのエネルギーを必要とする施設で
す、そこで新たなエネルギーを作り出すことはまさに「ドラえもんの夢」であります。
　本誌の内容につきましては単に下水道にとどまらず環境問題、廃棄物の処理、農業利用、エネルギー等幅広い分
野を網羅しており、まさに現在の社会ニーズにマッチしたものであります。これも歴代編集担当事務局の皆様や編
集担当者の皆様のご尽力の賜物と思います。
　下水道は社会基盤になくてはならないものであります。そこから発生する汚泥、消化ガス、熱等を有効利用する
ことは、新たな材料を調達するのではなく、そこにあるものを利用する点で優れております。
　本誌がこれからもこの分野で全国の下水道担当者のみならず関心を持つ多くの人々に情報を発信し続けることを
祈念いたします。

　「再生と利用」創刊号が発刊された昭和 54 年、東京都下水道局では学識経験者などで構成された下水汚泥処理調
査委員会により、埋立地の延命化のため下水汚泥の資源化の取組方針が提言されました。埋立処分地は有限であり、
都市で発生した汚泥を重要な資源として、都市づくりに役立たせる必要が求められていたためです。
　焼却灰の資源化の歩みを見ると、昭和 58 年小台処理場で汚泥資源化施設である軽量細粒材（スラッジライト）
設備の運転を開始しました。軽量細粒材は、焼却灰に水とバインダを加えて混練、造粒、乾燥したものを約 1,100℃
で焼成したもので、表面は半溶融状態になるとともに内部には気泡が生じた発泡体セラミックです。同様に、焼却
灰を原料とした資源化技術として、平成 3 年に南部汚泥処理プラントで運転を開始したメトロレンガがあります。
メトロレンガは、約 1 ｔ /Cm2 の圧力でプレス成形した焼却灰を約 1,050℃で焼成して製造します。軽量細粒材も
メトロレンガも焼却灰と同量の製品を製造できる特徴を持っています。資源化製品による資源化率の向上には、販
路の拡大が見込めることが重要な課題となっていました。一方、資源化市場から見ると、資源化製品は必要な時に
必要な量を安定的供給することが求められています。さらに、資源化にあたっては温室効果ガスの排出が極力少な
いことが望まれます。このような観点から、東京都下水道局では資源化製品を自ら製造するスキームから、焼却灰
を原材料として民間事業者に供給して資源化及び流通が図られていくスキームに移行してきました。開発技術は、
燃料による加熱を要する設備の投資が不要か最小限のものであり埋立処分コストと同等か縮減が期待でき、安定的
に流通できるメニューを多く確保することが要件でした。
　今日では、区部、流域を合わせて 1 日当たりの平均で約 580 万 m3 の汚水を処理しています。また、汚水を処理
する過程で発生する脱水汚泥は、区部で約 2,500 トン、流域で約 700 トンになります。脱水汚泥は大部分が焼却処
分され、一部が汚泥炭化物として燃料に利用されていますが、焼却処分により発生する焼却灰は、埋立処分以外に
セメント・アスファルト原料やコンクリート二次製品などに利用を図っています。
　これからの取組みとして、高度処理の普及に伴いりん濃度の上昇した焼却灰を効率的かつ経済的に資源化する技
術の開発に着手します。りん資源は、100％輸入に依存していますが、下水という都市鉱山からのりん資源回収が
新たな資源化メニューとなることに期待しています。今後も東京都下水道局は、資源化率向上のための研究開発を
進め資源循環型社会の形成に努力していく考えです。

150 号発刊によせて

冠　城　敏　之　

東京都下水道局　計画調整部　技術開発課
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　「再生と利用」150 号刊行おめでとうございます。昭和 53 年（1978 年）創刊とのことで、約 37 年間毎年４号を
継続して刊行されてきたことに対し、先達の、事務局、編集委員、執筆者の方々のご尽力、またその成果として築
かれた財産に敬意を表すとともに感謝する次第です。
　横浜市は以前より「再生と利用」編集委員会委員を委嘱されており、私も H26.5 から担当させていただいており
ます。約 20 年前に汚泥資源化センターでの勤務経験があるものの、現在は水再生センターに勤務しており、「再生
と利用」に関しては再生水が関係するものの、汚泥関係等には携わっておらず、知見があまりなく、お役にたって
いるのか恐縮しているところです。昨年度は汚泥関係部署に依頼し、「横浜市の下水道事業における再生可能エネ
ルギーの導入事例」「横浜市における消化ガス発電事業の運転実績について」を掲載させていただきました。
　編集委員会では他の委員の皆様の貴重な意見や討議に接し、刺激を受けるとともに、毎回事務局から新聞記事等
のスクラップなど貴重な資料をいただき感謝しております。
　横浜市の「再生と利用」において、東日本大震災では大きな影響を受けました。それまでは汚泥焼却灰は改良土
や建設資材の原料として 100％再生利用されていましたが、放射性物質の影響のため再生利用はもとより、処分場
への埋立てさえ困難になってしまいました。現在はその影響も少しずつ薄れ、改良土や建設資材の原料として再生
利用が再開され、やっと埋立ても可能になってきましたが、まだ震災当初の放射性物質の影響があった汚泥焼却灰
は、かなりの量が場内保管されています。
　一方、再生可能エネルギー利用促進から固定価格買取制度による発電事業は消化ガス発電（北部汚泥資源化セン
ター）や太陽光発電（北部第二水再生センター）、また、民間との共同事業方式による施設上部での太陽光発電（神
奈川水再生センター、西部水再生センター）が進みました。
　その他、下水汚泥から石炭代替燃料を創出する事業（ＰＦＩ方式）、下水汚泥消化ガスからマルチエネルギー（水
素・電気・熱・メタンガス）を創造する公民連携での研究会のスタートなど「再生と利用」に関する話題は今後も
豊富です。
　2020 年の東京オリンピックでは水素社会のアピールが言われており、横浜市も環境未来都市として「低炭素・
水素」に積極的に取組んでいきます。また、2020 年は新市庁舎供用開始を目標にしており、新市庁舎や都心臨海
部へ水再生センターからの再生水を供給する事業などが計画されています。
　今後も「再生と利用」を通じて、横浜の取り組む事業を発信していく所存であり、また、他都市の事業などを参
考にさせていただきながら、それぞれの事業が良好に進捗すればと考えています。
　下水道協会とともに「再生と利用」がますますご発展されることを祈念しております。

「再生と利用」150 号を記念して

広　武　賢　一
横浜市環境創造局　栄水再生センター長
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　このたびは、「再生と利用」創刊 150 号達成誠におめでとうございます。昭和 53 年 5 月の創刊以来 37 年間にわ
たり下水汚泥の資源化、再利用の先導者としての役割を果されてきたことに心より敬意を表します。
　創刊された昭和 53 年前後は下水道整備が急速に進み始めた時期でしたが、全国の処理人口普及率は未だ 20% 半
ばであり、発生する汚泥は埋め立て処分が主であり、リサイクル率は低いものでした。その後、下水道の普及に伴っ
て下水汚泥の発生量は増え続けましたが、本誌の創刊当初からのキーワードの一つである「建設資材化」としての
活用が平成に入ってから急速に進んだことにより、平成 22 年度には下水汚泥のリサイクル率が 80% 程度（平成
23 年以降は東日本大震災の影響により減少）まで着実に向上しました。このことは、「再生と利用」による啓発の
結果であると考えています。
　本市では昭和 8 年から下水汚泥の農業利用の先駆けとして、乾燥させた下水汚泥を天日乾燥汚泥「名古屋産活性
汚泥肥料」として販売を開始しました。昭和 38 年に 2900t を売り上げましたが、その後は化学肥料の普及、近郊
の市街地化の進展などにより生産は減少の一途をたどり、本誌の創刊前の昭和 46 年 12 月に生産中止となった経緯
があります。それ以降は下水汚泥のバイオマスとしての利用は進まず、現在では、建設資材としての利用が主となっ
ています。全国的に見ても下水汚泥のバイオマス利用率は低く、さらなる向上が求められています。
　下水道ビジョン 2100 では、下水道の普及拡大に重点を置いた 20 世紀型下水道から健全な水・資源循環の創出を
目指す 21 世紀型下水道への転換を掲げ、下水道から「循環のみち」への転換を目指しています。このような背景は、
下水道資源の利用拡大に追い風となっており、下水汚泥のバイオマス利用も促進されると期待しています。
　一方、現在の下水道事業を取り巻く経営状況は厳しく、本市においても下水道収入が減少し続ける中、あらゆる
面でのコスト縮減に取り組んでいるところです。下水道資源を利用する場合も、コストを意識した自立できる事業
にするための知恵と工夫が必要です。このための有効な情報や先進事例について、今後とも本誌で取り上げていた
だくことをお願いします。
　創刊号の巻頭言で岡崎平夫岡山市長（故人）は、「下水汚泥を生産する側と利用する側が、汚泥の資源利用とい
う共通の目的のための研究成果を発表する場として「再生と利用」がある」という趣旨を述べられています。今後
とも、下水道や農業分野はもちろん異業種の研究発表の場として、様々な取組み、研究を紹介していただき、引き
続き下水道資源の利用分野における先導者としての役割を果たしていただくことをお願いします。

「再生と利用」創刊 150 号を記念して

杉　江　　　享主査

名古屋市上下水道局　技術本部計画部技術開発室

名古屋産活性汚泥肥料運搬の様子 乾燥した汚泥を回収している様子
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　「再生と利用」の第 150 号発刊に当たり、かつての編集委員会事務局担当者として非常にうれしく思います。また、
野池編集委員長をはじめ、現在の編集委員、事務局の方々には、改めて敬意を表したいと思います。
　小職は、平成 22 ～ 23 年度に大阪市建設局から日本下水道協会に出向し、NO.128 ～ 135 号の編集に携わりました。
振り返りますと、初めて経験する委員会の事務局業務に戸惑いながらも、多くの関係者のご協力をいただきながら
職責を全うでき、下水道技術者としても、一人の人間としても大きく成長させていただいたと感謝しております。
　在任期間中を振り返り、今もって印象に残っていることが３つあります。まず 1 つ目は、「協会改革」です。平
成 22 年度は、「協会改革」の元年と言っても過言ではなく、現在も継続している協会の改革活動の多くは、この時
に企画・検討されたものと思います。小職も、担当している業務や委員会等の見直し、再編を迫られ、いろいろな
関係者と意見交換し、いくつかの「改革」を行いました。その中でも、下水汚泥資源利用協議会の解散は、下水道
協会にとっても大きな判断であったと思います。同協議会の発足した昭和 52 年と比較し、現在は、下水汚泥有効
利用が特別なことではなく、下水道管理者に共通する重要課題となっています。また、下水道協会としても、下水
汚泥有効利用に関する様々な調査活動を継続していることから、同協議会の役割を下水道協会が引き継いで発展的
に解散するというものでした。同協議会誌としてスタートした「再生と利用」は、現在、下水道協会の下水汚泥有
効利用等をテーマとした技術誌として愛読されていることと思います。
　次に、下水汚泥中の放射性物質に関する問題は、下水汚泥有効利用にとって非常に大きな衝撃であり、今もって、
その対策の途上にある関係機関も多くあると思います。編集委員会においても、この問題について様々な議論をさ
せていただいたことを記憶しています。小職にとっては、農水省をはじめ下水道の枠を超えて多くの関係者とお会
いし、いろいろ議論させていただき、多くのことを勉強させていただいた時期でした。この期間に自ら執筆させて
いただいた報告を読み返しますと、非常に忙しい日々でしたが、当時を懐かしく思い出します。
　さらに、「再生と利用」の関連活動として印象に残っているのが、NO.133 号で実施した「下水汚泥緑農地利用の
現状と課題についての座談会」です。この座談会に参加いただいたメンバーは、茅野前編集委員長はじめ、下水道
協会に赴任し、下水汚泥有効利用や「再生と利用」の編集を担当させていただいたことにより知己を得た方々でし
た。下水汚泥のコンポスト化などについての技術開発や様々な工夫について勉強する貴重な機会となりました。
　最後に、「再生と利用」の編集業務について振り返りますと、取り上げる話題や技術の提案を編集委員の方々に
だけお任せするのではなく、事務局としても提案する、提案するために、常にアンテナを張って勉強することの繰
り返しが、本当に貴重な経験であったと思います。また、編集に関する打合せ以外にも、嫌気性消化などについて、
野池編集委員長といろいろお話させていただく機会を得て、改めて充実した時期を過ごしていたなと思います。固
定価格買取制度（FIT）も含め、下水道分野における新たな取り組みの多くは、「再生と利用」の守備範囲で実施
されていると思います。それだけ、「再生と利用」の存在意義が高まっていると思います。小職を含め多くの関係
者の貴重な知識・情報源として、引き続き、「再生と利用」の継続と発展に期待したいと思います。

「再生と利用」編集委員会事務局時代を振り返って

大　谷　佳　史
（一財）都市技術センター　事業企画課長
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　発刊をお慶び申し上げます。
　「再生と利用」が創刊された、昭和 53 年当時は、下水道の普及に伴い、下水汚泥の発生量も年々飛躍的に増加し
ていたことから、下水汚泥の有効な処理方法の確立が重要な課題となっていました。その当時の主な処理方法は、
脱水汚泥を焼却し、その灰を埋立てることによるもので、焼却等による質の安定化と減量化に視点を置いていまし
た。その一方で、下水汚泥を資源的側面から捕えて、緑地・農地の土壌改良材や肥料としての利用も検討されてい
ましたが、安全性や流通機構等の課題があることから、調査研究が進められていました。
　現在では、処理に求められる技術は、質の安定化・減量化のみならずエネルギー利用や資源化等の有効利用のた
めの分野へ進歩しています。創刊当時には全く考えられていなかった、燃料化などの技術により、下水汚泥は大き
く資源化に向けて有効利用されており、加えて下水汚泥の質の安定化・減量化が目的であった消化処理は、エネル
ギー回収のために用いられるように変化してきています。
　しかしながら、創刊当時から調査研究が進められていた下水汚泥の肥料としての利用については、「下水」とか「汚
泥」とかの言葉の持つイメージや、その成分に重金属等の人体に有害な物質が含まれているとの認識を一般的に持
たれていることから、肥料としての利用は伸びず、課題は解決されたとは言えません。
　下水汚泥を肥料として利用促進するためには、下水汚泥肥料が持つ言葉のイメージを変える必要がありますが、
言葉のイメージを変えることは容易ではないため、言葉の持つ意味を変えていく必要があると考えます。例えば、「や
ばい」などのように、本来悪い意味をもった言葉が、最近の若い人の間では、良い意味でも使われるようになって
います。このように、言葉の意味や使われ方は時代により変化するものです。下水汚泥の有効利用が進めば、「下水」
という言葉が「エネルギーや資源の宝庫」、「下水汚泥」という言葉が「エネルギーの塊」、「農産物のうまみ向上の
素」等の良い意味で使われようになると思います。
　下水汚泥資源利用の専門誌として創刊された「再生と利用」の編集委員には、学識経験者だけでなく、土壌の専
門家がおられることから、各々の立場からの意見をしっかりと出し合い情報を交換・共有し、有効利用されるよう
情報発信するとともに、下水汚泥が持つ価値が更に認められ、「下水汚泥」という言葉が、良い意味で使われてい
くよう「再生と利用」の編集に携わっていきたいと考えています。

「再生と利用」150 号を記念して

福　田　佳　之水質管理担当課長

広島市下水道局管理部管理課

　「再生と利用」第 150 号を迎えられましたことを心よりお喜び申し上げます。
　下水道事業においては、各自治体が積極的に未利用資源の活用を行ってきた成果として、従来、やっかいものと
されてきた下水汚泥が、昨今の地球温暖化対策の機運の高まりや、その活用方法において注目されていることに、
喜ばしい状況の変化を感じております。
　さて、国の「下水道ビジョン 2100」においては、「自立する資源のみち」「活かす資源のみち」「やさしい資源の
みち」を施策転展開上の視点とすることが示されておりますが、そのなかで今後の下水道のあり方として、下水道

「再生と利用」150 号を記念して

崎　野　　　寛施設管理課長

福岡市道路下水道局下水道施設部
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を、従来の下水を排除・処理する一過性のシステムから、資源エネルギーの回収・再生・供給システムへと転換し
資源エネルギー循環の形成を図ることで、循環型社会形成を図ることが重要であるとされています。
　本市におきましても、水素エネルギー社会の実現に向けた「水素リーダー都市プロジェクト」を進めており、プ
ロジェクトの第一弾として、九州大学、三菱化工機（株）、豊田通商（株）と共に、下水から水素を作って、究極
のエコカー「燃料電池自動車（ＦＣＶ）」に供給する、“世界初”の水素ステーションを開設いたしました。
　しかしながら、本市の下水処理場は、「普及拡大」中心の 20 世紀型思想で建設を行っているもので、時代変化に
照らして最良・最適のシステムであるとは言い難く、「再生と利用」の取組みにおいても、単発的な事業化で留ま
らざるを得ないのも現実です。
　ただ、本市においてもこの下水処理場全体を更新する時期が徐々に見えてきました。
　今まで施設耐用年数の制約下で、自由に発想できなかった状況から、循環型対応施設への転換を、一挙に図る大
きなチャンスが、近い将来訪れます。
　これはもう、実務者として、来るべきときに備えて、次世代に持続可能なシステムを創造するとともに、新たな
価値の付加についても見出すことに、しっかりと準備を行っていかなければなりません。
　その様な状況において、「再生と利用」から最新情報を発信することは、「それぞれの未来」を描くことに繋がっ
ていくのではないかと考えています。
　これから「再生と利用」に望まれること、それは、これまで以上の幅、深みをもって、有益なる情報発信を行う
ことであり、その事で実務者が課題を克服していく過程の支援が出来ればと考えています。
　最後に、「再生と利用」150 号を迎えた今日、下水道協会の今後より一層のご活躍を祈念いたします。　
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年次 号数（発行日）等 会報「再生と利用」の歩み、掲載内容、関連する行事など 下水道界の動き

昭和52年
（1977年）

・第3次全国総合開発計画（三全総）
閣議決定（11月）

昭和53年
（1978年）

1号（5月1日）
〃

2号（7月25日）
〃

3号（12月1日）
〃
〃

「再生と利用」編集委員会委員長に左合正雄氏が就任

創刊号発刊（発刊の言葉・岡崎平夫岡山市長）
（巻頭言、発刊に寄せて、ニーズに応えて、協議会の活動、日
誌、会員名簿、編集後記）

論文、研究紹介、講座などがスタート
講座「下水汚泥の処分に関する法規制」

特集「'78下水汚泥利用展」
講座「下水汚泥等の処理、処分に関する法規制」
文献目録が設置

・宮城県東北沖地震により仙台市及
びその周辺地域の下水道施設に被
害を受ける（6月）

・瀬戸内海環境保全臨時措置法及
び水質汚濁防止法の一部改正公布

（瀬戸内海環境保全臨時措置法は
瀬戸内海環境保全特別措置法となる）

（6月）
・東京都で港湾埋め立てを行う大規

模な総合廃棄物処理場(江東区、中
央防波堤内)の計画がされる

昭和54年
（1979年）

4号（3月15日）
〃
〃

7号（11月10日）

座談会「海外の下水汚泥の再生利用見聞記」久保 赳他6人
講座「下水汚泥再生利用略史」
講座「コンポスト入門」（全4回）がスタート

ニューススポットを設置

・水質総量規制制度実施、総量規制
基本方針策定（6月）

・都市計画中央審議会に下水道部会
設置（6月）

・第4次下水道財政研究委員会「下
水道の財政のあり方について提言」

（7月）
・自治省準公営企業室設置（10月）

昭和55年
（1980年）

8号（2月12日）
〃

9号（5月15日）

〃

〃

10号（8月15日）

下水汚泥の緑農地利用の基本方針に関する問題点（試案）
講座「下水汚泥処理技術入門」（全4回）がスタート

岡崎忠郎氏に「海洋開発審議会第二次答申」についてインタ
ビュー
グラフで「下水汚泥の再生施設」をシリーズ化（38号までの全
18回）
報告「下水汚泥の資源利用に関するアンケート調査結果」

「№１～10までの総目次」

・内閣総理大臣承認「汚濁負荷量の
総量削減基本計画」（3月）

昭和56年
（1981年）

12号（2月27日）

15号（10月24日）

講座「土壌と有機物施用」（全4回）がスタート

特集「下水汚泥消化ガス発電」

・第二種流域下水道の創設（4月）
・下水道整備緊急措置法の一部改正
（5月）

・第5次下水道整備五箇年計画（昭
56～60、11兆8,000億円）閣議決定

（11月）

「再生と利用」150号までの歩み
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下水汚泥等有効利用に関わる技術の変遷及びトピックス

社会、経済、その他
汚泥協（下水協）関連 国・研究機関等 地方自治体等

・下水汚泥資源利用協議会設
立総会（東京・赤坂プリンスホ
テル）

　会員総数148（12月）

・共同水質検査施設及び汚泥
処理処分施設について通達

・奈良市平城ニュータウンで下
水処理水を利用した親水公
園計画を実施

・東京都北多摩1号処理場に
ベルトプレス型汚泥脱水機が
導入

・大学入試センター発足（1月）
・海洋二法成立（12海里領海

法、200海里漁業水域法）（5
月）

・王貞治756本の本塁打世界
記録誕生（9月）

・機関誌「再生と利用」第1回
編集委員会（3月）

・日本下水道協会　事務所を
麹町会館から秀和紀尾井町
パークビルに移転（3月）

・第1回「下水汚泥の再生資源
化と利用に関するシンポジウ
ム」（東京・番町共済会館）（5
月）

・汚泥資源利用協議会、下水
汚泥資源利用旬間、第１回
下水汚泥資源利用展を開催

・再生水利用協議会結成 ・東京都で汚泥のミキシングプ
ラントが稼働（4月）

・新東京国際空港（成田空港）
開港（5月）

・宮城県沖地震（6月）
・東京都隅田川花火大会17年

ぶりに再開（7月）
・日中平和友好条約調印（8月）

・下水協が下水道法20周年記
念大会（9月）

・東京都が「下水汚泥処理調
査委員会」を発足（2月）

・第2次オイルショック（1月）
・東京サミット開催（6月）
・新経済社会７ヵ年計画策定（8月）
・省エネルギー法成立（10月）
・WHO、全世界天然痘根絶宣

言（10月）
・アフガニスタンでクーデター、

ソ連軍の介入（12月）
・下水汚泥資源利用協議会が

建設資材調査専門委員会を
設置

・下水汚泥資源利用協議会、
「 下水汚泥コンポストの指
標」を発刊（10. 説明会開催）

・環境庁、「燐及びその化合
物に係る削減指導方針」策定

（7月）

・天童市で国庫補助事業によ
る初のコンポスト化施設（立
型サイロ式）を導入

・福岡市下水処理水循環利用
モデル事業通水（6月）

・日米自動車交渉開始（4月）
・イラン・イラク戦争勃発（9月）

・「’81下水道展」（東京・東京
国際貿易センター）にコー
ナー設置（6月）

・下水汚泥の資源利用促進の
ための「シンボルマーク」を決
定（14号から背表紙）（8月）

・「下水汚泥からのエネルギー
有効利用に関するシンポジウ
ム」（都道府県会館別館）（10
月）

・五箇年計画で「総合技術開
発プロジェクト・建設事業への
廃棄物利用技術の開発」を
実施

・国土交通省「下水処理水循
環利用技術指針（案）」を発刊

（3月）

・神戸でポートピア81博開幕（3
月）

・米国、スペースシャトル第1号
打ち上げ（4月）

・福井健一氏がノーベル化学賞
（10月）

・ＯＤＡの５年間倍増を決定
（12月）
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「再生と利用」150 号までの歩み

年次 号数（発行日）等 会報「再生と利用」の歩み、掲載内容、関連する行事など 下水道界の動き

昭和57年
（1982年）

16号（1月29日）
〃

17号（4月27日）
〃

18,19号（9月4日）
〃
〃
〃

解説「汚泥と肥料取締法」
講座「汚泥の安全性について」（全2回）がスタート

座談会「下水汚泥の緑農地利用―流通」田村光一郎他6名
文献目録がなくなり、文献抄録を設置

協議会発足5周年号　合併号　
特集「国際シンポジウムの開催に当って」
誌上「’82下水汚泥資源利用展」
講座「植物と重金属」がスタート（全2回）

・流域下水道研究会設置（2月）
・湖沼の窒素及びリンに係る環境基

準に関する環境庁告示（12月）

昭和58年
（1983年）

20号（1月31日）

〃

21号（4月27日）
〃

22号（7月27日）

23号（10月8日）
〃

座談会「国際シンポジウムを振り返って-これからの下水汚泥
の緑農地利用」熊澤喜久雄他5名
加藤源蔵・東京都農業協同組合中央会会長にインタビュー

特集「下水汚泥等の事業計画と研究」
講座「人間と重金属-カドミウムからみた人間の健康-」がスタート（全2回）

座談会「研究者からみた下水汚泥の建設資材化」久楽勝行他3名

解説「肥料取締法の改正について」
講座「環境微生物（土壌微生物）」がスタート（全2回）

・全国町村下水道推進協議会設立（5
月）

・第5次下水道財政研究委員会発足
（9月）

昭和59年
（1984年）

25号（4月27日）
〃

26号（8月30日）
〃

27号（11月30日）
〃
〃

特集「下水汚泥等の事業と研究」
講座「土壌診断と汚泥施用-高分子系汚泥-」がスタート（全2回）

座談会「下水汚泥のコンポスト化技術の現状と課題」木内鑛生他6名
解説「地力増進法について」

特集「下水汚泥消化ガス発電」
講座「下水汚泥の軽量骨材化」（全3回）がスタート
通達「農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る
管理基準について／農用地における土壌中の重金属等の蓄
積防止に係る管理基準の運用について」

・公共土木施設災害復旧事業費国庫
負担法改正（4月）

・湖沼水質保全特別措置法制定公布
（7月）

昭和60年
（1985年）

28号（3月14日）

31号（12月23日）

〃

誌上「’85下水汚泥資源利用展」

座談会「下水汚泥のコンポスト化及び流通（上）」茅野充男他
7名
講座「コンポストの利用と評価」（全3回）スタート

・第5次下水道財政研究委員会報告
「下水道と財政」（7月）

・全国下水道整備事業者団体協議会
設立（7月）

・水環境と下水道を語る船上サミット
開催（流域下水道事業創設20周年）

（9月）
・下水道法施行令一部改正（窒素及

びリンに係る排除制限等）（11月）

昭和61年
（1986年）

32号（3月25日）

〃

34号（9月13日）
〃

特別講演「英国における下水汚泥の処理・処分及び有効利
用」
座談会「下水汚泥のコンポスト化及び流通（下）」茅野充男他
7名

企画報告「下水汚泥の緑地利用」
講座「植物の栄養生理特性と汚泥施用」（全10回）がスタート

・下水道整備緊急措置法の一部改正
及び日本下水道事業団法の一部改
正（4月）

・下水道法施行令の一部改正（建設
大臣権限の一部を都道府県知事に
委譲）（5月）

・第6次下水道整備五箇年計画（昭
61～65、12兆2,000億円）閣議決定

（11月）
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下水汚泥等有効利用に関わる技術の変遷及びトピックス

社会、経済、その他
汚泥協（下水協）関連 国・研究機関等 地方自治体等

・下水汚泥の緑農地利用に関
する国際シンポジウム（東京・
日本都市センター）（10月）

・第1回日独下水／汚泥処理
ワークショップ（つくば）（10
月）

・日本航空機が羽田空港着陸
寸前に海上に墜落（2月）

・東北新幹線開業（大宮～盛
岡間）（6月）

・長崎市で大水害（7月）
・上越新幹線開業（大宮～新

潟間）（11月）

・「下水汚泥分析方法」を発刊
（1月）

・「建設資材化・緑農地利用に
おける流通」等の説明会（東
京・都道府県会館）（10月）

　 ・東京都・森ヶ崎処理場と南部
汚泥処理プラントをつなぐ連
絡管が完成（10月）

・横浜市北部汚泥資源化セン
ターに卵形消化タンクを導入

・東京都小台処理場で焼却灰
を原料とした軽量細粒材設備
が稼働（8月）

・東京ディズニーランド開園（4
月）

・日本海中部地震（5月）
・「1980年代経済社会の展望

と指針」閣議決定（8月）
・大韓航空機撃墜事件（9月）

　 　 ・東京都新宿副都心リサイクル
モデル事業通水（10月）

・東京都多摩川上流処理場の
高度処理水を利用して「野火
止用水」清流復活（8月）

・沖縄県那覇浄化センターでガ
スエンジン発電設備が稼働

・グリコ・森永事件（3月）

・「下水汚泥コンポストの指標
（その2）」を発刊（1月）

・「有機質廃棄物のコンポスト
に関するシンポジウム」（東
京・農協ビル）（1月）

・下水汚泥コンポストの指標に関す
る説明会（東京・農協ビル）（1月）

・講演会「英国における下水汚
泥の処理・処分及び有効利
用」Dr.P.J.Matthews（東京・
全国都市会館）（9月）

・「下水汚泥の緑地利用に関するセ
ミナー」（東京・麹町会館）（10月）

・日本下水道事業団（JS）が
「資源利用のための汚泥コ
ンポスト化設備の評価報告
書」を公表

・川崎市等々力環境センター
で100％処理水によるカワニ
ナの飼育を開始

・青森市浪打雨水幹線で処理
水を利用した融流雪溝の整
備を開始

・熊本市で下水処理水の農業
用水利用を本格開始

・つくば科学博開催（3月）
・電電、専売公社民営化（4月）
・日航ジャンボ機墜落（8月）

　 ・建設省が「都市緑化における下
水汚泥の施用基準（案）」を策定

・日本下水道事業団法改正に
よりJSが下水汚泥広域処理
事業（エースプラン）を実施す
ることに（4月）

・エースプランで兵庫東ブロッ
クと兵庫西ブロックの事業を
採択（JS）

・名古屋市で焼却灰を陶管の
材料として活用を開始

・大分市府内城で下水処理水
の水交換による水浄化を開
始

・男女雇用機会均等法施行（4
月）

・ソ連のチェルノブイリ原発事故
（4月）

・東京サミット開催（5月）
・東北自動車道全線開通（7

月）
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「再生と利用」150 号までの歩み

年次 号数（発行日）等 会報「再生と利用」の歩み、掲載内容、関連する行事など 下水道界の動き

昭和62年
（1987年）

36号（3月27日）

38号（11月18日）

解説「ACEプランについて」

特集「第2回下水汚泥の緑農地利用に関する国際シンポジウ
ムの開催に当って」

・環境庁「水質の新たな総量規制に
係る総量規制基準設定の基本方針」

（1月）
・下水処理施設維持管理業者登録規

程告示（7月）
・公害健康被害補償法の一部を改正

する法律付則による下水道法の一
部改正（9月）

昭和63年
（1988年）

39,40号
（10月25日）

41号（12月1日）

合併号（約1年振り発刊）
特集「下水汚泥の緑農地利用に関する調査・研究文献索引」

文献抄録がなくなり、文献紹介を設置

・下水道法施行令の一部改正（特定
施設の追加に伴う措置）（8月）

・水質汚濁防止法施行令の一部改正
（特定施設の追加）（8月）

・土浦市でバイオフォーカスヤード開
所。建設省総合技術開発プロジェクト

（S60～、五カ年）の一環（11月）

平成元年
（1989年）

42号（1月25日）
〃

43号（3月23日）

44号（6月22日）
〃

特集「下水汚泥の建設資材化に関する調査・研究の概要」
参考資料「下水汚泥建設資材利用実験の手引き」

特集「第2回下水汚泥の緑農地利用に関する国際シンポジウ
ム」質疑応答集

特集「誌上’89下水汚泥資源利用展」
「現場からの声」を設置

・水質汚濁防止法施行令の一部改正
（有害物質の追加）（3月）

・水質汚濁防止法施行令の一部改正
（地下への浸透の規制）（6月）

平成2年
（1990年）

47号（3月29日）
〃

49号（10月16日）
〃

50号（12月25日）
〃

座談会「都市緑化と下水汚泥肥料」北山武征他5名
講座「下水汚泥肥料の流通と販売戦略」（全2回）を開設

特集「下水汚泥肥料の農業利用」
講座「汚泥の特性（性状）と環境影響」（全10回）を開設

特集「下水汚泥のエネルギー利用特集」
座談会「グリーンキーパーに下水汚泥肥料の施用効果を聞
く」五十嵐幸蔵他8名

・国際花と緑の博覧会（EXPO'90）　
スポートガーデンを作成（4月）

・第1回日米下水道に関するワーク
ショップ（つくば市）（5月）

・水質汚濁防止法の一部改正（生活
雑排水対策の実施の推進に関する
措置）（6月）

平成3年
（1991年）

51号（3月31日）

52号（7月6日）

53号（8月26日）

54号（12月26日）

グラビアのコーナー名が「グラフ」から「口絵」に変更

報告「国際花と緑の博覧会（EXPO'90）・スポットガーデン（リ
サイクルスポット）」

特集「地球環境の保全と資源の再利用」

特集「下水汚泥資源利用の促進策」

・環境庁「化学的酸素要求量(COD）
に係る総量削減計画」（3月）

・下水道整備緊急措置法の一部改正
（5月）

・下水道法施行令の一部改正（建設
大臣認可の知事への委任等、事務
簡素化）（6月）

・第7次下水道整備五箇年計画（平3～
7、16兆5,000億円）閣議決定（11月）
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下水汚泥等有効利用に関わる技術の変遷及びトピックス

社会、経済、その他
汚泥協（下水協）関連 国・研究機関等 地方自治体等

・「下水道ゼミナール―下水汚
泥の有効利用－」（東京）（3
月）

・エースプランで大阪府下の大
阪北東、大阪南の2地域が採
択（ＪＳ）

・福岡市向島ポンプ場で文化
施設を複合したハイブリッドポ
ンプ場が稼働

・東京都落合水再生センター
で下水熱利用システム（アー
バンヒート）運転開始（1月）

・国鉄民営化（4月）
・ニューヨーク株式市場大暴落
（ブラックマンデー）（10月）

・利根川進氏がノーベル医学
生理学賞（10月）

・世界の人口が50億人を超え
る

・設立10周年記念事業「第2回
下水汚泥の緑農地利用に関
する国際シンポジウム」（1月）

・建設省が下水汚泥資源利用
モデル事業（現在の新世代
下水道支援事業制度のリサ
イクル推進事業（再生資源活
用型））を創設

・ＪＳが多重円盤型脱水機の技
術審査証明を取得

・富山県小矢部川流域二上浄
化センターで溶融炉を導入

・下水道汚泥の建設資材等の
利用を促進するために「下水
道資源利用モデル事業連絡
会」（岐阜県、愛知県、三重
県、名古屋市）が設立

・青函トンネル開通（3月）
・瀬戸大橋開通（4月）
・牛肉・オレンジ輸入自由化、日

米で合意（6月）

・第1回下水汚泥の有効利用
に関するセミナー（西部会場
鹿児島市）（1月）

・第1回下水汚泥の有効利用
に関するセミナー（東部会場
甲府市）（2月）

・第2回下水汚泥の有効利用
に関するセミナー（名古屋市）

（10月）
・第2回下水汚泥の有効利

用に関するセミナー（山形市）
（10月）

・下水汚泥広域処理事業（エー
スプラン）の兵庫東（4月）、大
阪北東（4月）、兵庫西（11月）
3か所のエースセンターが供
用開始

・兵庫西では当時世界最大の
溶融炉（コークスベッド）が稼
働

・横浜市で焼却灰を利用した
改良土プラントの事業を開始

・昭和天皇崩御、平成に改元
（1月）

・消費税導入（税率3％）（4月）
・中国軍が天安門広場で学生

を制圧（6月）
・世界デザイン博覧会が名古

屋市で開幕（7月）
・ベルリンの壁崩壊（11月）

・下水道展'90東京、中止（5
月）

・下水道協会誌、論文集創刊
号発刊（8月）

・第3回下水汚泥の有効利用
に関するセミナー（大阪市）（9
月）

・第3回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（札幌市）

（10月）

・建設省・高度処理会議「下水
処理水の修景・親水利用水
質検討マニュアル（案）」発刊

（3月）

・広域的に廃棄物を適正処
理するため大阪湾に埋立てる

「大阪湾フェニックス計画」
事業において、尼崎沖処分場
で下水汚泥など廃棄物の受
け入れを開始（1月）

・下水汚泥広域処理事業の大
阪南エースセンターが供用を
開始（4月）

・東京都町田市鶴見川クリーン
センターで日本下水道事業団
と民間企業が共同開発した
造粒濃縮機を導入

・東京都が南部スラッジプラント
敷地内に下水汚泥の固形燃料
化施設（SFシステム）が稼働

・国際花と緑の博覧会開催（4
月）

・東西ドイツ統一（10月）
・即位式・大嘗祭挙行（11月）

・第4回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（豊橋市）

（10月）
・第4回下水汚泥の有効利

用に関するセミナー（東京都）
（10月）

・「下水汚泥の建設資材利用
マニュアル(案) 」発刊

・金沢市西部水質管理セン
ターで都市ごみ・下水道汚泥
の混焼を開始

・湾岸戦争（1月）
・雲仙普賢岳で大火砕流発生
（6月）

・東北・上越新幹線東京上野
間完成。両新幹線の東京駅
始発実現（6月）

・ゴルバチョフ大統領辞任。ソ
連消滅（12月）
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「再生と利用」150 号までの歩み

年次 号数（発行日）等 会報「再生と利用」の歩み、掲載内容、関連する行事など 下水道界の動き

平成4年
（1992年）

56号（7月11日）

57号（10月27日）

 論文・報文（懸賞付き）を誌上で募集

座談会「発展する下水汚泥資源利用モデル事業－これから
の建設資材化の道は－」堀江信之他6名

・（財）下水道新技術推進機構発足（9
月）

平成5年
（1993年）

58号（1月29日）
〃

60号（7月14日）

61号（10月1日）

〃

特集「下水汚泥資源利用協議会設立15周年」
懸賞論文　優秀論文「21世紀、そこで下水汚泥の資源化と
は」

Q&Aのコーナーがスタート

左合委員長が退任。編集委員長に熊澤喜久雄（東京農業大
学教授〈当時〉）氏が就任
座談会「下水汚泥コンポストの緑農地利用－その経過と今後
の課題－〈山形市の場合〉」後藤喜悦他5名

・水質汚濁に係る環境基準に関する
環境庁告示改正（健康保護に関す
る環境基準の項目追加）（3月）

・下水道法施行令の一部改正（国庫
補助率の一部変更）（4月）

・環境庁－海域における窒素、リンに
係る環境基準の設定（8月）

・環境基本法制定公布（11月）

平成6年
（1994年）

62号（1月31日）

63号（3月29日）

64号（7月20日）

65号（10月25日）
〃

特集「大阪府における下水汚泥資源化」

熊澤喜久雄・新委員長の巻頭言

講座「緑地、樹園地への下水汚泥の利用」（全4回）がスタート

特集「下水汚泥の建設資材化技術」
座談会「下水汚泥建設資材化への取組み」塩路勝久他6名

・微量化学物質の環境基準への項目
追加に伴う下水道法施行令の一部
改正（2月）

・下水道総合研究所設立（2月）
・水道水水質保全事業促進法の制

定、水道水源水域水質保全特別措
置法制定（3月）

・久保赳氏がストックホルム水賞受賞
（8月）

平成7年
（1995年）

66号（1月30日）

68号（6月29日）

69号（10月16日）

特集「農地への有機質資材施用の現状と課題」

講座「下水汚泥の建設資材化」（全7回）がスタート

特集「下水汚泥の建設資材化の現状と展望」

・環境庁「東京湾・大阪湾における窒
素・燐の類型指定」（2月）

・環境庁「化学的酸素要求量（COD）
に係る総量削減計画（第4次）（7月）

・都市計画中央審議会答申（今後の
下水道の整備と管理はいかにあるべ
きか）（7月）

平成8年
（1996年）

70号（1月25日）
〃

73号（10月4日）
〃

特集「下水汚泥等有機物の施用下における物質収支」
報告「下水汚泥等有機質資材と土壌科学」国際シンポジウム

（H7.7.28　東京・国際連合大学）に参加して

特集「市町村における緑農地利用の現況」
口絵「下水道展’96」が初カラー

・環境庁「伊勢湾における窒素・燐の
類型指定」（2月）

・地下水浄化と油事故対策に係る水
質汚濁防止法の改正（5月）

・下水道整備研究措置法及び下水道
法の一部改正（適正な汚泥管理、光
ファイバーの管渠内設置）（6月）

・第8次下水道整備五箇年計画（平
8～12、23兆7,000億円）閣議決定

（12月）
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下水汚泥等有効利用に関わる技術の変遷及びトピックス

社会、経済、その他
汚泥協（下水協）関連 国・研究機関等 地方自治体等

・下水汚泥の建設資材化に関
するセミナー（東京）（2月）

・下水汚泥の建設資材化に関
するセミナー（大阪）（2月）

・事務所を日本ビル（東京大手
町）へ移転（4月）

・設立15周年記念シンポジウ
ム開催（東京・野口英世記念
館）（10月）

・第5回下水汚泥の有効利用に
関するセミナー（福岡市）（11月）

・東京都南部スラッジプラント
でレンガ事業を開始

・奈良県と下水道新技術推進
機構が共同で「下水汚泥セメ
ント資源化技術の実用化（新
技術活用モデル事業）」の研
究を開始

・国連平和維持活動（ＰＫＯ）法
案成立（6月）

・国連環境開発会議（地球サ
ミット、リオデジャネイロ）（6
月）

・山形新幹線（ミニ新幹線）開業
（7月）

・学校の週休2日制はじまる（9
月）

・第5回下水汚泥の有効利用に
関するセミナー（東京都）（1月）

・協議会活動等検討委員会が
発足（3月）

・下水汚泥の利用と環境評
価に関する国際シンポジウム

（台湾・台北市）（9月）
・第6回下水汚泥の有効利

用に関するセミナー（福岡市）
（10月）

・第6回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（横浜市）

（10月）

・横浜市金沢下水処理場で下
水汚泥焼却灰を用いた園芸
資材の製造を開始

・釧路沖地震（1月）

・皇太子御成婚（6月）

・北海道南西沖地震（7月）

・ウルグアイラウンド決着（12
月）

・第7回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（東京都）

（10月）
・第7回下水汚泥の有効利

用に関するセミナー（大阪市）
（10月）

・東京都清瀬処理場で大規模
処理場向けの造粒濃縮機を
導入

・大阪市と下水道新技術推進
機構が共同で「下水道資源
活用透水性レンガ製造技術
の実用化」研究を開始

・札幌市厚別水再生プラザの
下水処理水を利用した融雪
槽の整備を開始

・米ロサンゼルス一帯で大地震（1月）
・中華航空機が名古屋空港滑

走路東脇に墜落（4月）
・松本サリン事件発生（松本市）（6月）
・製造物責任（PL)法成立（6月）
・猛暑による異常渇水（8月）
・関西国際空港が開港（9月）
・大江健三郎氏がノーベル文

学賞（11月）
・三陸はるか沖地震（12月）

・第8回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（広島市）

（10月）
・第8回下水汚泥の有効利

用に関するセミナー（川崎市）
（11月）

・「下水汚泥の農地緑地利用
マニュアル」発刊

・建設省が「都市緑化における
下水汚泥の施用基準（案）」
を改定（9月）

・神戸市と民間企業、(独)土木
研究所の3者共同体で、精製
ガスを天然ガス自動車の燃料
として利用することに成功

・東京都東部汚泥処理プラント
で透水性レンガの製造を開始

・今治市宮浦浄化センターで
太陽光発電を利用したエア
レーションシステムを日本で
初めて導入

・阪神・淡路大震災が発生（後
日消防庁・兵庫県発表で死者
6308名）（1月）

・東京で地下鉄サリン無差別
テロ発生（3月）

・「下水汚泥分析方法」改訂増
補版を発刊（3月）

・事務局が日本下水道協会に
移る。72号より発行所は「（社）
日本下水道協会」に（4月）

・第9回下水汚泥の有効利用に
関するセミナー（山形市）（10月）

・第9回下水汚泥の有効利用
に関するセミナー（名古屋市）

（11月）

・下水道法改正。発生汚泥等
の減量の努力義務規定の追
加（6月）

・大阪市海老江下水処理場で
消化ガスを燃料とする燃料電
池の実用化研究を開始

・北海道古平町でトンネル崩落
事故（2月）

・埼玉県越生町で原虫クリプト
スポリジウムによる集団感染
症が発生（6月）

・Ｏ157による集団食中毒（7
月）

・ペルーの日本大使公邸人質
事件（12月）
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「再生と利用」150 号までの歩み

年次 号数（発行日）等 会報「再生と利用」の歩み、掲載内容、関連する行事など 下水道界の動き

平成9年
（1997年）

74号（1月14日）

75号（3月31日）

76号（6月30日）

77号（9月30日）
〃
〃

特集「自治体等における下水汚泥の建設資材化の現状について」

一部（非会員）有料化告知

熊澤委員長が退任。編集委員長に茅野充男（東京大学名誉
教授〈当時〉）氏が就任

特集「亜鉛・銅のエコリサイクルをめぐる問題」
講座「地目別土壌の特性と有機物施用」（全10回）を開設
口絵「下水道展’97」がカラー

・「公共工事コスト縮減対策に関する
行動指針」策定（4月）

・「財政構造改革の推進について」閣
議決定（6月）

・「公共投資基本計画の改定につい
て」閣議了解（6月）

平成10年
（1998年）

78号（1月10日）

80号（6月30日）

81号（9月30日）

特集「下水汚泥処理総合計画・都道府県の動向」

「リサイクルスポット」（玉葱子著）ｺｰﾅｰを新設（～131号2011）

特集「地域内ゼロエミッションを目指して-自治体の活動-」

・下水道整備五箇年計画の改定につ
いて閣議決定（1月）

・第8次下水道整備七箇年計画発表（2月）
・下水道懇談会報告（3月）
・「建設省所管公共事業の再評価実

施要領」（3月）
・「建設省所管公共事業の新規事業

採択時評価実施要領」策定
・（社）日本下水道光ファイバー技術

協会発足（4月）
・下水道等に関する行政観察結果に

基づく勧告（10月）
・「地球温暖化対策の推進に関する

法律」公布（10月）

平成11年
（1999年）

82号（1月6日）
〃

85号（9月30日）

下水汚泥資源利用協議会創立20周年号
特集「下水汚泥の再生利用技術20年のあゆみ」

特集「下水汚泥コンポストのマーケティング」

・下水道政策研究委員会設立（2月）
・水質汚濁に係る環境基準に関する

環境庁告示改正（2月）
・「地球温暖化対策に関する基本方

針」公表（4月）
・「特定化学物質の環境への排出量

の把握等及び管理の改善の促進に
関する法律」公布（7月）

・「ダイオキシン類対策特別措置法」公布（7月）

平成12年
（2000年）

86号（1月4日）

88号（6月26日）

89号（9月30日）
〃

特集「下水汚泥溶融施設とスラグの有効利用」

口絵「西伯町コンポスト」カラー

特集「小規模コンポスト製造施設について」
講座「建設資材化講座」（全10回）を開設

・下水道法施行令の一部改正施行
（ダイオキシン類に係る水質基準
の規程等、平成11年12月27日公布）

（1月）
・下水道政策研究委員会中間報告（3月）
・都市計画中央審議会基本政策部会

下水道小委員会設置（8月）
・都市計画中央審議会基本政策部会

下水道小委員会報告（12月）

平成13年
（2001年）

90号（1月5日）
〃

93号（9月28日）

特集「建設再生資材のマーケティング」
口絵をカラー化へ

特集「下水汚泥コンポスト課題と将来」

・国土交通省発足（1月）
・国土技術政策総合研究所発足（4月）
・独立行政法人土木研究所発足（4月）
・「今後の経済財政運営及び経済社会の構

造改革に関する基本方針」閣議決定（6月）
・下水道法施行令の一部改正施行（排除

規制物質の追加、6月22日公布）（7月）
・水質汚濁防止法施行令の一部改正施行（排

水規制項目の追加、6月13日公布）（7月）
・浅野孝氏がストックホルム水賞受賞（8月）
・化学的酸素要求量、窒素含有量及びリン含

有量に係る総量削減基本方針策定（12月）
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下水汚泥等有効利用に関わる技術の変遷及びトピックス

社会、経済、その他
汚泥協（下水協）関連 国・研究機関等 地方自治体等

・第10回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（日立市）

（10月）
・第10回下水汚泥の有効利

用に関するセミナー（京都市）
（10月）

・福岡市が返流水からのMAP
事業を開始

・長岡市長岡中央浄化セン
ターで消化ガスの有効利用
を開始

・消費税率が5％に改定（4月）
・香港が中国へ返還（7月）
・地球温暖化防止京都会議開

催（12月）
・東京湾横断道路（東京湾アク

アライン）が開通（12月）

・汚泥協創立20周年記念講演
会・懇親会（東京・日本教育会
館）（7月）

・第11回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（札幌市）

（10月）
・第11回下水汚泥の有効利

用に関するセミナー（岐阜市）
（11月）

・リサイクル事業の円滑な推進
を進めるための下水道リサイ
クルネットワーク関西を設立

・岡山県金光町金光下水処理
場で処理水の農業用水利用
を開始

・長野冬季オリンピック開幕（2
月）

・神戸市と淡路島を結ぶ明石
海峡大橋が開通（4月）

・パプアニューギニアで地震に
よる大津波（7月）

・「緊急経済対策」閣議決定
（11月）

・バイオリサイクル／コンポスト国際
会議（有機質資源化推進会議主催

〈札幌市・北海道大学〉）（9月）
・下水汚泥資源利用旬間が10月

上旬から9月上旬に移行（9月）
・第12回下水汚泥の有効利用に

関するセミナー（鶴岡市）（9月）
・第12回下水汚泥の有効利用に

関するセミナー（奈良市）（11月）

・家畜排せつ物の管理の適正
化及び利用の促進に関する
法律が制定（7月）

・横浜市北部汚泥資源セン
ターで消化ガスを燃料とした
燃料電池方式による発電を
導入

・地方分権の推進を図るため
の関係法律の整備等に関す
る法律制定（7月）

・トルコのイズミト市を中心に大
地震（8月）

・台湾中部で大地震発生、死
者2千人を超える被害（9月）

・茨城県東海村で臨界事故（9月）
・世界の人口が60億人を超える（10月）

・第13回下水汚泥の有効利用に
関するセミナー（浦和市）（9月）

・第13回下水汚泥の有効利用に
関するセミナー（松江市）（10月）

・近代下水道制度100年記念
行事の実施（全国下水道促
進デー中央行事等の共催、
下水道マスコット・キャラクター

「スイスイ」の誕生）

・循環型社会形成推進基本法
公布（6月）

・肥料取締法が改正。汚泥を原料
として生産される肥料が「普通肥
料」として公定規格化。品質表示
制度や登録制度が取り入れられる

・「国等による環境物品等の調
達の推進等に関する法律」（グ
リーン購入法）が制定（5月）

・福島県富岡町で回転スクリー
ン式濃縮機を導入

・神戸市が松本地区で下水処
理水を再利用したせせらぎの
整備を開始

・有珠山が噴火、洞爺湖周辺
住民が避難（3月）

・伊豆諸島で群発地震（9月三
宅島住民島外へ避難）（6月）

・沖縄サミット（7月）
・名古屋市を含む東海3県で集

中豪雨（9月）
・鳥取県西部地震（10月）
・白川英樹氏がノーベル化学賞（10月）

・「下水汚泥建設資材化のガイドラ
イン（案）2001年版」を発刊（3月）

・「土の種類と有機物資材の
効果」発刊（3月）

・「下水汚泥の建設資材利用マニュ
アル（案）2001年版」を発刊（6月）

・「下水汚泥コンポスト施設便
覧-2001年版-」を発刊（8月）

・第14回下水汚泥の有効利用に
関するセミナー（中野市）（10月）

・第14回下水汚泥の有効利用に
関するセミナー（福岡市）（11月）

・新潟県安田町安田浄化セン
ターで汚泥炭化設備が稼働

・安芸灘を震源とした「芸予地
震」発生（3月）

・ユニバーサル・スタジオ・ジャ
パンが大阪市に開園（3月）

・情報公開法・家電リサイクル
法制定（4月）

・米国で同時多発テロ事件発生
（9月）

・日本で初の狂牛病発生（9月）
・野依良治氏がノーベル化学賞
（10月）
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「再生と利用」150 号までの歩み

年次 号数（発行日）等 会報「再生と利用」の歩み、掲載内容、関連する行事など 下水道界の動き

平成14年
（2002年）

94号（1月7日）

96号（6月28日）

97号（9月30日）
〃

特集「消化ガスの有効利用について」

資料「下水汚泥リサイクル資材一覧の作成について」

特集「下水汚泥のセメント原料利用」
巻頭言「再生と利用25周年」茅野充男委員長

・「構造改革と経済財政の中期展望」
閣議決定（1月）

・合流式下水道改善対策検討委員会
報告とりまとめ（2月）

・下水道技術開発プロジェクト（ＳＰＩＲＩ
Ｔ21）発足（3月）

・社会資本整備審議会都市計画・歴
史的風土分科会都市計画部会下水
道・流域管理小委員会設置（4月）

・下水道政策研究委員会報告「中長
期的視点における下水道整備・管理
の在り方について」（5月）

・下水道事業における排出枠取引制
度検討委員会設置（10月）

平成15年
（2003年）

98号（1月6日）

100号（6月30日）
〃

101号（9月30日）

〃

特集「下水汚泥からのリンの有効利用」

機関誌がA4版化に。表紙デザイン一新。
巻頭言『「再生と利用」100号を記念して－下水汚泥資源利
用のあゆみ－』久保　赳

下水汚泥資源利用協議会創立25周年・再生と利用100号発
行記念号Ⅰ

「汚泥協創立25周年・再生と利用第100号発行記念座談会」
Ⅰ熊澤喜久雄、久保赳他4名

・第3回世界水フォーラムが日本で開催
（3月）

・社会資本整備重点計画法施行（4
月）

・下水道・流域小委員会報告「今後の
下水道の整備と管理及び流域管理
のあり方はいかにあるべきか」（4月）

・日本下水道事業団法改正施行（平
成14年公布）、地方共同法人化（10
月）

・「都市再生ビジョン」について（報
告）～社会資本整備審議会（都市計
画・歴史的風土分科会都市計画部
会）答申～（12月）

平成16年
（2004年）

102号（1月5日）

〃

〃

105号（9月30日）
〃

106号（12月28日）

下水汚泥資源利用協議会創立25周年・再生と利用100号発
行記念号Ⅱ

「汚泥協創立25周年・再生と利用第100号発行記念座談会」
Ⅱ茅野充男編集委員長他9名
「下水汚泥資源の有効利用に関する調査について」

特集「自治体等におけるグリーン購入の取組みについて」
資料「グリーン購入取組事例データベースの公開について」
環境省発表資料

特集（下水汚泥有効利用の現状と新技術について）

・下水道政策研究委員会審議再開（1
月）

・下水道法施行令の一部改正施行
（構造基準の制定、平成15年9月
25日公布）（4月）

・「特定都市河川浸水被害対策法」
施行（平成15年6月11日公布）（5月）

・国土交通省、「合流式下水道の改
善対策の推進について」通知（6月）
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下水汚泥等有効利用に関わる技術の変遷及びトピックス

社会、経済、その他
汚泥協（下水協）関連 国・研究機関等 地方自治体等

・第15回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（福島市）

（10月）
・第15回下水汚泥の有効利

用に関するセミナー（神戸市）
（10月）

・電気事業者による新エネル
ギー等の利用に関する特別
措置法（RPS法）の公布。新
エネルギーの一定割合以上
の利用を義務付け（H15年4
月施行）

・バイオマス・ニッポン総合戦略
が閣議決定。関係府省が連
携してバイオマスの利活用を
推進（12月）

・神戸市鈴蘭台処理場で日本
最大級で日本初となる小水力
発電を導入

・ユーロ紙幣・硬貨の流通開始
（1月）

・学校週5日制がスタート（4月）
・「経済財政運営と構造改革に

関する基本方針2002」閣議
決定（6月）

・ノーベル賞初のダブル受賞
─小柴昌俊氏（物理学）、田
中耕一氏（化学）（10月）

・拉致被害者5人帰国（10月）

・第16回下水汚泥の有効利用
に関するセミナー（札幌市）（9
月）

・第16回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（広島市）

（10月）

・肥料取締法等の一部を改正
する「食品安全の確保のため
の農林水産省関係法律の整
備等に関する法律」を制定

・「バイオマス・ニッポン総合戦
略」が閣議決定され、汚泥は
カーボンニュートラルな性質
を持つ代表的なバイオマスの
一つとして位置付けられた

・バイオマス有効活用を推進す
るため、下水汚泥とその他の
バイオマスを下水汚泥処理
施設で集約処理し、メタンガ
ス等のエネルギーを活用する
場合に共同処理するための
施設を新たに補助対象とする
バイオマス利活用事業が新
世代支援事業の中に創設さ
れる

・JSが整理合理化計画に基づ
き、広域汚泥処理事業を兵
庫西から兵庫県へ移管

・荒尾市浄水センターでベルト
型ろ過濃縮設備を導入（3月）

・東京都で粒度調整した焼却灰
（スーパーアッシュ）を鉄筋コ
ンクリート管、コンクリートセグ
メントなどのコンクリート製品
の材料として活用

・JSが民間企業との共同研究
により炭化システムを開発

・長野県豊田終末処理場で汚
泥焼却炉排煙処理塔のスク
ラバ排水熱を市営温泉利用
施設等の熱源として利用を開
始

・SARSアジアを中心に大流行
（4月）

・宮城県沖地震、最大震度6弱
（5月）

・九州地方で集中豪雨（7月）
・宮城県北部地震、震度6クラ

ス3回（7月）
・仏国、記録的猛暑で死者が1

万人以上（8月）
・北海道十勝沖地震（9月）
・地上デジタルテレビ放送開

始（東京・大阪・名古屋）（12
月）

・第17回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（仙台市）

（10月）
・第17回下水汚泥の有効利用

に関するセミナー（佐世保市）
（10月）

・バイオソリッド利活用基本計
画策定マニュアルが作成さ
れ、下水汚泥と他バイオマス
とを併せた処理・有効利用を
図る計画手法がまとめられた

（8月）
・JSが整理合理化計画に基づ

き、広域汚泥処理事業を大
阪北東および大阪南から大
阪府へ移管

・大阪市汚泥集中処理施設の
舞洲スラッジセンター（第1期）
が稼働（4月）

・東京都森ヶ崎水再生センター
で我国初のＰＦＩ事業として消
化ガスを利用した常用発電事
業を開始（4月）

・静岡県中島浄化センターで日
本初の風力発電を導入

・香川県多度津町金倉川浄化
センターの処理水による農業
用水、修景用水への再生利
用を開始

・国内で79年ぶりに鳥インフル
エンザ発生（1月）

・新潟・福島で集中豪雨（7月）
・新潟県中越地震、新潟県で

震度7（10月）
・スマトラ島沖地震。M9.3（12

月）
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「再生と利用」150 号までの歩み

年次 号数（発行日）等 会報「再生と利用」の歩み、掲載内容、関連する行事など 下水道界の動き

平成17年
（2005年）

107号（3月31日）

109号（9月30日）
〃

110号（12月28日）

報告「下水汚泥の農地・緑地マニュアルの改訂概要につい
て」1～4章解説

特集「緑農地利用の実態」
座談会「下水と汚泥のイメージアップを考える座談会」尾﨑正
明他6名

特集「エネルギー利用」

・ＳＰＩＲＩＴ 21合流改善24技術すべて
が実用化（3月）

・鶴見川を特定都市河川及び特定都
市河川流域に指定（4月）

・下水道法改正の公布（6月）
・下水道政策研究委員会・浸水対策

小委員会提言「都市における浸水対
策の新たな展開」（7月）

・下水道地震対策技術検討委員会報
告書とりまとめ（8月）

・ 国 土 交 通 省 、「 下 水 道ビジョン
2100」発表（9月）

平成18年
（2006年）

111号（3月30日）

112号（6月30日）

113号（9月30日）

114号（12月28日）
〃

資料「下水汚泥有効利用状況調査報告（平成15年度）」

講座「汚泥堆肥の緑農地利用講座」（全17回、～129号）を開
設

特集「乾燥汚泥について」

特集「バイオマスエネルギー利用（汚泥固形燃料）」
座談会「下水と汚泥のイメージアップを考える座談会(2)」尾
﨑正明他7名

・第4回世界水フォーラム（3月）
・国土交通省、「浸水対策総合マニュ

アル」策定（4月）
・新川を特定都市河川及び特定都市

河川流域に指定（4月）
・下水道経営自立に向けた「21世紀・

これからの下水道をどう進めるか」を
提言（7月）

・寝屋川を特定都市河川及び特定都
市河川流域に指定（7月）

・社会資本整備審議会都市計画・歴
史的風土分科会都市計画部会下水
道小委員会設置（8月）

・下水道法施行令の一部改正施行
（亜鉛及びその化合物に係る水質
基準の強化、11月10日公布）（12月）

平成19年
（2007年）

115号（3月31日）

117号（10月31日）

茅野委員長が退任。編集委員長に野池達也（日本大学大学
院教授・東北大学名誉教授〈当時〉）氏が就任

特集「リン資源の回収及び利用」

・国土交通省、第１回下水道膜処理
会議開催（6月）

・下水道政策研究委員会計画小委員
会報告「下水道中期ビジョン」（6月）

・ＳＯ／ＴＣ224飲料水及び下水道に
関するサービス活動の国際規格承認

（11月）
・第1回アジア・太平洋水サミット（12

月）
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下水汚泥等有効利用に関わる技術の変遷及びトピックス

社会、経済、その他
汚泥協（下水協）関連 国・研究機関等 地方自治体等

・「下水汚泥の農地・緑地利用
マニュアル-2005年版-」を発
刊（2月）

・第18回下水汚泥の有効利用
に関するセミナー（名古屋市）

（9月）
・第18回下水汚泥の有効利

用に関するセミナー（山形市）
（11月）

・京都議定書目標達成計画が
閣議決定され、地球温暖化対
策の中で、バイオマスを積極
的に利活用していくことが位
置付けられる（4月）

・国土交通省「下水処理水の
再利用水質基準マニュアル」
発刊（4月）

・汚水処理の施設整備交付金
制度創設（5月）

・国土交通省が下水汚泥資源化・先
端技術誘導プロジェクト（LOTUS 
Project）を立ち上げ（6月）

・「下水道ビジョン2100」がとり
まとめられ、汚泥処理は省エネ
ルギー対策と併せ、他のバイオ
マスを活用した創エネルギーの
推進による下水処理場のエネ
ルギー自立をめざし、下水道ポ
テンシャルを活用した地域にお
ける資源・エネルギー循環を目
指すことが重要とされた（9月）

・神戸市がバイオ天然ガスの
精製に成功

・石川県金沢市臨海水質管理
センターで都市ガスへの利用
を事業化を開始（5月）

・群馬県県央水質浄化セン
ターで汚泥炭化物のリン再利
用を開始

・日本国際博覧会（愛知万博）
「愛・地球博」が開幕（3月）

・スマトラ島沖地震。Ｍ8.9（3
月）

・千葉県北西部地震、東京都
区部で震度5強を観測（7月）

・耐震強度偽装事件発覚（11
月）

・第19回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（岐阜市）

（10月）
・第19回下水汚泥の有効利用

に関するセミナー（宇都宮市）
（10月）

・化学的酸素要求量、窒素含
有量及びリン含有量について
の総量規制基準に係る業種
その他の区分及びその区分
ごとの範囲告示（10月）

・エコスラグ（溶融スラグ）の道
路用骨材及びコンクリート骨
材への普及促進を図るため、
JISA5031、JISA5032を制
定

・神戸市東灘処理場で消化ガ
ス精製。場内場外で利用を
開始

・ヨーロッパで熱波、英国では
90年ぶりに7月の最高気温記
録更新（7月）

・「下水汚泥分析方法」改訂版
を発刊（5月）

・第20回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（横浜市）

（10月）
・第20回下水汚泥の有効利

用に関するセミナー（大阪市）
（10月）

・国土交通省、「新しい時代に
おける下水道の役割」をまと
める（安全と環境に全力を）（5
月）

・社会資本整備審議会都市計
画・歴史的風土分科会都市
計画部会下水道小委員会報
告「新しい時代における下水
道のあり方について」（6月）

・下水道政策研究委員会流域
管理小委員会報告「水・物つ
質循環系の健全化に向けた
流域管理のあり方について」

（11月）

・秋田県大曲処理センターで
汚泥炭化設備を稼働

・珠洲市のバイオマスメタン発
酵施設が稼働（8月）

・大阪市津守下水処理場で消
化ガス発電設備整備事業を
開始（BTO活用）（9月）

・北海道鹿追町環境保全セン
ターでバイオガスプラント及び
堆肥化プラントが稼働（10月）

・東京都東部スラッジプラントで
汚泥炭化施設を導入（11月）

・JSが電力会社を含む民間企
業と共同で低温炭化システム
を開発

・富山県入善町で日本最大級
となる風力発電を導入

・消費期限切れの牛乳使用等
食品偽装問題相次いで発覚

（1月）
・インドネシア・スマトラ島中部

で地震、Ｍ6.3（3月）
・能登半島で地震、M6.9（3月）
・ソロモン諸島付近で大地震、

M6.9（4月）
・建築基準法等改正（6月）
・新潟県中越沖地震新潟・長

野で震度6強、東京電力刈羽
6号原発で放射能漏れ（7月）

・ペルー沖で地震、M7.9（8月）
・スマトラ島沖地震、M8.5（9

月）
・チリで大地震、M7.7（11月）
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「再生と利用」150 号までの歩み

年次 号数（発行日）等 会報「再生と利用」の歩み、掲載内容、関連する行事など 下水道界の動き

平成20年
（2008年）

118号（1月31日）
〃

119号（3月31日）

〃

120号（7月31日）
〃

121号（10月31日）

特集「エネルギー利用」
座談会「下水と汚泥のイメージアップを考える座談会（3）」尾
﨑正明他5名

特別報告「下水汚泥資源利用協議会30周年の寄稿」佐々木
誠造他7名
報告「用語“下水”、“汚泥”の変遷について」

「コラム」を新設。目次の模様替え。
報告「下水汚泥エネルギー利用調査の概要」（全4回）を連載

特集「民間活用（PFI,DBO等）の導入と展望

・東京都三河島汚水処分場ポンプ施
設が重要文化財に指定（4月）

・下水道長寿命化支援制度創設（4月）
・国連「水と衛生に関する諮問委員会」
（日本との対話）（5月）

・国土交通省、「集中豪雨に対する下水
道工事の安全対策について」通知（8月）

・国土交通省、「的確な需要予測等に
基づく事業の見直しの推進につい
て」通知（12月）

・国土交通省、「下水道地震対策技
術検討委員会」報告まとめる（12月）

・国土交通省、下水道ＢＣＰ策定マニュア
ル（地震編）検討委員会を設置（12月）

平成21年
（2009年）

122号（1月31日）

124号（7月31日）

125号（10月31日）

特集「リサイクル認定制度と有効利用製品の販売促進」

報告「消化プロセス導入の可能性調査」（全4回）を連載

特集「下水汚泥の緑農地利用の現状と課題」

・国土交通大臣賞（循環のみち下水
道賞）創設（1月）

・下水道法制定50周年記念式典（1月）
・第5回世界水フォーラム（3月）
・社会資本整備重点計画策定（3月）
・下水道グローバルセンター（GCUS）

発足（4月）
・都市開発に関する日印交流会議（6月）
・国土交通省、「大雨に伴う急激な水

位上昇に対する下水管路内工事の
安全対策について」通知（8月）

・日本サニテーションコンソーシアム
（JSC）発足（12月）

・国土交通省、「下水道ＢＣＰ策定マ
ニュアル（地震編）～第１版～」公表

（12月）

平成22年
（2010年）

126号（1月15日）
〃

128号（6月30日）

129号（10月25日）

特集「下水道事業以外と連携した取組みについて」
特別寄稿「イギリスの下水汚泥の土壌影響に関する研究報
告書」

座談会「下水と汚泥のイメージアップを考える座談会～コンポ
スト利用の促進に向けて」島田正夫他6名

特集「下水汚泥リサイクル製品の利用促進と安全性確保の
取組みについて」

・国際衛生年フォローアップ会議（2
月）
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下水汚泥等有効利用に関わる技術の変遷及びトピックス

社会、経済、その他
汚泥協（下水協）関連 国・研究機関等 地方自治体等

・「下水汚泥エネルギー利用調
査報告書」を発刊（3月）

・第21回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（福岡市）

（10月）
・第21回下水汚泥の有効利

用に関するセミナー（東京都）
（10月）

・「地球温暖化と再生水利用」
シンポジウム（1月）

・国土交通省、「回収リン等の
有効活用に向けた農政部局
との連携強化について」通知

（7月）

・神戸市東灘処理場で天然ガ
ス自動車燃料を事業化を開始

（4月）
・長野県の下水汚泥処理の過

程で多くの「金」が含まれるこ
とが判明

・東京都清瀬水再生センター
で汚泥ガス化炉を利用した再
生利用可能エネルギーの活
用を開始

・中国四川大地震、M8.0（5月）
・岩手・宮城内陸地震、M7.2震

度6強（6月）
・米国の大手証券会社リーマ

ン・ブラザーズが経営破綻（9
月）

・下村脩氏（化学）、小林誠氏、
益川敏英氏（物理学）がノー
ベル賞（10月）

・第22回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（仙台市）

（10月）
・第22回下水汚泥の有効利

用に関するセミナー（京都市）
（10月）

・農林水産省が全国の各種汚
泥を原料とする肥料中の重
金属含有量に基づき比較した
結果を公表

・バイオマス活用推進基本法
が公布。都道府県及び市町
村は“バイオマス活用推進計
画”の策定に努めることとされた

（9月施行）（6月）
・国土交通省の日本版MBR
（膜分離活性汚泥法）技術
開発プロジェクト（Ａ-JUMP）
が開始（11月）

・国土交通省、「第１回下水処
理水のバラスト水利用検討
会」開催（12月）

・東京都南部スラッジプラント
で民間企業と共同開発した
多層燃焼型流動焼却炉を導
入（4月）

・大阪市大野下水処理場の
MAP回収設備が稼働

・北広島市下水処理センター
でバイオマスエネルギー推進
プランに基づき、バイオマス
混合調整施設が稼働

・黒部市黒部浄化センターで
下水汚泥とその他バイオマス
の集約・混合施設が稼働

・横浜市北部汚泥資源化セン
ターで消化ガス発電設備整備
事業を開始（BTO活用）（12月）

・新型インフルエンザの発生を
宣言（4月）

・駿河湾沖地震、M6.5最大震
度6弱（8月）

・自民党・公明党が大敗、民主
党が大勝（8月）

・西日本を中心に記録的な大雨
（11月）

・第23回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（札幌市）

（10月）
・第23回下水汚泥の有効利

用に関するセミナー（金沢市）
（10月）

・国土交通省、「下水道におけるリ
ン資源化の手引き」まとめる（3月）

・エネルギーの使用の合理化に
関する法律改正施行され、エ
ネルギー消費原単位を年平
均1％以上低減させるための
努力義務が求められる（4月）

・国土交通省、「第１回官民連携
による下水道資源有効利用促進
制度検討委員会」を開催（9月）

・エネルギー供給構造高度化
が施行。一定規模以上の電
気・ガス事業者等は、経済産
業大臣が定める非化石エネ
ルギー源の利用の目標に関
し、その達成のための計画策
定が義務付け（11月）

・「バイオマス活用推進基本計
画」が閣議決定され、バイオガ
ス化や固形燃料化等によるエ
ネルギーとしての利用を推進
することで、平成32 (2020年)
までに下水汚泥有効利用率
を85%にすることが目標化さ
れる（12月）

・岐阜市北部プラント焼却灰
を原料としたリン資源化技術

「灰アルカリ抽出法」を導入
（3月）

・大阪府南部流域下水道の今
池水みらいセンターの「汚泥
処理の運用改善による燃料
削減」の取組みが経済産業
省の省エネ大賞「経済産業
大臣賞」を受賞（3月）

・東京都葛西水再生センター
で日本最大級の太陽光発電
を導入

・恵庭市恵庭下水終末処理場
で、下水汚泥に加えて他のバ
イオマスを集約混合処理する
施設が稼働

・チリ地震、M8.8（2月）
・中国青海地震、M7.1（4月）
・宮崎県で家畜伝染病「口蹄

疫」が国内では10年ぶりに発
生（4月）

・「今夏（6～8月）が、1898年以
降の113年間で最も暑い夏」
と気象庁発表（9月）

・鈴木章氏、根岸英一氏の２氏
がノーベル化学賞（10月）

・アラブの春（H24まで）。チュ
ニジアのジャスミン革命からア
ラブ世界に波及
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平成23年
（2011年）

130号（1月15日）

131号（4月1日）

132号（7月1日）

133号（10月1日）
〃

〃

特集「地球温暖化対策としての有効利用」

「リサイクルスポット」（玉葱子著）コーナーが終了。13年間50
回にも及んだ。

講座「下水汚泥のエネルギー利用」（全4回）を開設

特集「下水汚泥緑農地利用の現状について」
座談会「下水汚泥緑農地利用の現状と課題について」茅野
充男他5名
Q&Aで「放射能とは何？」

・「東日本大震災による被害を受けた
公共土木施設の災害復旧事業等に
係る工事の国等による代行に関する
法律」公布・施行（4月）

・国土交通省とともに設置した下水
道地震・津波対策技術検討委員会が

「下水道施設の復旧に当たっての
技術的緊急提言」をまとめる（4月）

・「地域の自主性及び自立性を高める
ための改革の推進を図るための関
係法律の整備に関する法律（平成
23年法律第37号）」（1次一括法）公
布。（平成24年4月同法の一部（下
水道法改正含む）施行）事業計画に
係る認可廃止等（5月）

・「民間資金等の活用による公共施
設等の整備等の促進に関する法律

（PFI法）の一部を改正する法律」
公布。（同年11月同法施行）公共施
設等運営権に係る制度導入（6月）

・国土交通省、水行政一元化─「水
管理・国土保全局」が発足（7月）

・「地域の自主性及び自立性を高める
ための改革の推進を図るための関係
法律の整備に関する法律（平成23
年法律第105号）」（2次一括法）公
布。（平成24年4月同法の一部（下水
道法改正含む。）施行）下水道の構
造基準等の参酌基準化（8月）

・国土交通省、東日本大震災の被災
地において、下水道の視点から捉え
た都市復興モデルの事業化へ、民
間提案による事業化調査の公募開始

（8月）
・国土交通省、「下水道ＢＣＰ策定マ

ニュアル検討委員会」初会合（12月）

平成24年
（2012年）

134号（1月31日）

135号（4月15日）

136号（7月1日）
〃

137号（10月1日）
〃

特集「次世代型のエネルギー利用」

報告「下水汚泥資源利用協議会設立までの経緯」（齋藤健
次郎）

講座「下水汚泥の緑農地利用」（全4回）を開設
特別報告「災害廃棄物の処分・有効利用について」

特集「下水汚泥の建設資材としての有効利用の取り組み」
報告「下水汚泥の建設資材利用サイトの開設について」

・「耐津波対策を考慮した下水道施設
設計の考え方」を提言（3月）

・東日本大震災上下水道シンポジウ
ム開催（3月）

・「下水道BCP策定マニュアル～第
2版～（地震・津波編）」について策定

（4月）
・「下水道地震・津波対策技術検討委

員会報告書」とりまとめ（5月）
・日本－マレーシア下水道分野におけ

るワークショップ並びに政府間協議
の開催（7月）

・日印水環境ワークショップの開催
（10月）

・ベトナム地方政府の汚水処理管理
能力向上ワークショップ並びに第3回
ベトナム国建設省と日本国国土交通
省間の下水道分野における技術協
力に関する定期会議の開催（11月）
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下水汚泥等有効利用に関わる技術の変遷及びトピックス

社会、経済、その他
汚泥協（下水協）関連 国・研究機関等 地方自治体等

・下水道汚泥資源利用協議会
が解散。4月より日本下水道
協会に業務移行。（内神田ス
イスイビルに移転）（3月）

・第24回下水資源の有効利用
に関するセミナー（神戸市）。
会場が1会場に（10月）

・国土交通省が下水道革新的
技術実証事業（B-DASH）を
創設（3月）

・「都市再生特別措置法の一
部を改正する法律」公布。（同
年7月同法の一部〈下水熱利
用に係る部分を含む〉施行）

（4月）
・「下水道における放射性物質

対策に関する検討会」が放射
能汚泥取り組み対策の中間
取りまとめ公表（11月）

・東京都葛西水再生センター
で土研、産総研、民間が共同
開発した「過給式流動燃焼シ
ステム」を下水汚泥焼却設備
として導入（3月）

・前年末から、ラニーニャ現象
の影響によりオーストラリア、
ブラジルなど世界各地で大
規模な水害が多発（1月）

・ニュージーランド、クライスト
チャーチ付近でM6.3の地震

（2月）
・東日本大震災が発生。M9.0

の巨大地震とそれに伴う大津
波により、東北地方と関東地
方の太平洋沿岸部に甚大な
被害。福島第一原子力発電
所で原子力事故発生（3月）

・東日本大震災後の電力供給
不足で、1都8県の一部で計
画停電を実施（3月）

・世界人口70億人に到達（国
連推計）（10月）

・日本下水道協会が公益社団
法人へ移行（4月）

・第25回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（広島市）

（11月）

・電気事業者による再生可能
エネルギー電気の調達に関す
る特別措置法（FIT制度）が
施行（7月）

・第3次社会資本整備重点計
画が閣議決定。下水汚泥エネ
ルギー化率の達成目標値とし
て、H22年の約13％からH28
年までに約29％が設定（8月）

・「下水道熱利用推進協議会」
設置（8月）

・バイオマス事業化戦略が決
定。下水処理場を地域のバイ
オマス活用の拠点として、バ
イオマス産業都市の構築を
推進（9月）

・新潟県瀬波バイオマスエネル
ギープラントが稼働。日本で初
のFIT活用

・完全デジタル放送化、地上ア
ナログ放送廃止（3月）

・東京スカイツリー開業（5月）
・大分県・熊本県・福岡県・佐賀

県で記録的な豪雨（九州北
部豪雨）（7月）

・山中伸弥氏がノーベル医学
生理学賞（10月）

・中央自動車道笹子トンネルで
天井崩落事故（12月）
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「再生と利用」150 号までの歩み

年次 号数（発行日）等 会報「再生と利用」の歩み、掲載内容、関連する行事など 下水道界の動き

平成25年
（2013年）

138号（1月15日）

〃

140号（7月31日）

141号（10月31日）
〃

特集「平成24年度下水道革新的技術実証事業（B-DASHプ
ロジェクト）」
特別報告「H5年16号に掲載された優秀懸賞論文を振り返る
企画」

講座「リンの回収利用に関する講座」（～143号）を開設

特集「下水汚泥と他バイオマスとの協働事例」
報告「下水汚泥有効利用技術支援事業の取組みについて」

・水・環境ソリューションハブ（WES 
Hub）運営委員会開催（3月）

・（財）下水道新技術推進機構が公益
財団法人に移行。名称を「公益財団
法人日本下水道新技術機構」へ（4
月）

・「水・環境ソリューションハブとアジア
開発銀行との連携会議」開催（8月）

・「ストックマネジメント手法を踏まえた
下水道長寿命化計画策定に関する
手引き（案）」策定（9月）

平成26年
（2014年）

142号（1月31日）

143号（4月30日）

144号（7月31日）

145号（10月31日）

特集「中小規模の消化ガス発電導入事例、開発事例＆再生
可能エネルギー固定価格買取制度導入事例」

ニューススポットで「BISTORO下水道推進チーム会合につい
て」

講座「エネルギー化技術の最新動向について」（～147号）を
開設

特集「バイオマス利用の事業スキーム（民間活力等の取組み）
＆バイオマスを用いたカスケード利用について」

・汚水処理整備関連3省（国交省、農
水省、環境省）が共同で作成した初
の都道府県構想策定マニュアルが
公表された（1月）

・水循環基本法が成立（3月）
・新下水道ビジョン～「循環のみち」

の持続と進化～策定（7月）

平成27年
（2015年）

146号（1月31日）

149号（10月31日）

特集「バイオガス固定価格買取制度導入事例＆バイオマス産
業都市構想の取組み報告」

特集「バイオマス産業都市構想の取組み報告＆バイオガス固
定価格買取制度導入事例」

・流総指針を改訂（1月）
・第7回世界水フォーラムが韓国ソウ

ル市内で開催（4月）
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下水汚泥等有効利用に関わる技術の変遷及びトピックス

社会、経済、その他
汚泥協（下水協）関連 国・研究機関等 地方自治体等

・第26回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（黒部市）

（10月）
・4年ぶりに下水道事業促進全

国大会が復活（11月）

・「水の再利用」に関するISO
専門委員会の設置と水分野
で初の幹事国の獲得（6月）

・「BISTORO下水道推進戦略
チーム」が発足（8月）

・環境省、「下水汚泥仮設焼却
施設（福島県・県中浄化セン
ター）」が落成（8月）

・「新下水道ビジョン2100（仮
称 ）」の策定に向けた下水
道政策研究委員会の初会合

（10月）

・東京都浅川水再生センター
でターボ型流動焼却炉を導入

（5月）
・リン鉱石の代替として焼却灰

を利用したリン酸製造事業の
実用運転を開始（1月）

・鳥取市で焼却灰を原料とした
リン資源化技術「灰アルカリ
抽出法」を導入

・神戸市東灘処理場でMAP回
収設備が稼働

・政府の情報収集衛星レー
ダー4号機が種子島宇宙セン
ターから打ち上げ（1月）

・兵庫県淡路島付近を震源と
する地震　M6.3（4月）

・テレビ放送（NHKと在京広
域民放局）における東京スカ
イツリーからの本放送開始（5
月）

・富士山が世界文化遺産に登
録（6月）

・2020年東京五輪決定（9月）

・第27回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（佐賀市）

（11月）

・肥料取締法に基づく公定規
格等の設定・見直しに係る標
準手順書（SOP)を検討。肥
料のリスクを事前に把握して
安全性を適切に評価し、公的
規格設定等の管理措置を迅
速に行うことを目的とした手順
書を作成（3月）

・下水処理場における水・資源・
エネルギーの集約・自立・供給
拠点化を目指すことが重要と
する新下水道ビジョンが策定

（7月）
・下水汚泥固形燃料の品質の

安定化及び信頼性の確立を
図り、市場の活性化を図るた
め、JISZ7312を制定（9月）

・国総研が「下水汚泥の資源・
エネルギー化技術に関する概
略検討の手引き（案）」を発刊

（9月）

・新潟市中部下水処理場で下水
汚泥と刈草を混合消化するた
めの刈り草受入施設の整備を
開始

・石川県中能登町鹿島中部ク
リーンセンターでバイオマスメタ
ン発酵処理施設の整備を開始

・大村市大村浄水管理センター
で消化ガス事業を開始（FIT活
用）（10月）

・関東甲信で2週連続大雪、都
心も27センチ（2月）

・消費税（5％→）8％スタート（4
月）

・日本の広範囲で豪雨が発生。
京都府福知山市に大規模な
洪水被害、丹波市や広島市
に大規模な土砂災害（7～8
月）

・御嶽山が噴火（9月）
・赤崎勇氏、天野浩氏、中村修

二氏の3氏がノーベル物理学
賞（10月）

・「下水汚泥有効利用促進マ
ニュアル」発刊（6月）

・第28回下水汚泥の有効利
用に関するセミナー（新潟市）

（10月）

・国土交通省が「下水汚泥エネ
ルギー化技術ガイドライン－
改訂版－」を発刊（3月）

・下水道法改正。下水汚泥の
燃料利用及び肥料利用の努
力義務規定の追加（5月）

・宮崎市宮崎処理場で消化ガ
ス事業を開始（FIT活用）（4
月）

・鹿沼市黒川終末処理場で創
エネルギー・廃棄物処理事業
を開始（FIT活用）（6月）

・北陸新幹線開業(金沢・富山
～長野間)（3月）

・口永良部島で噴火（5月）
・阿蘇山が噴火（9月）
・関東・東北豪雨災害。鬼怒川

が決壊（9月）
・大村智氏（医学生理学）、梶

田隆章氏（物理学）がノーベ
ル賞（10月）

・レバノンのベイルート、フラン
スのパリにおいて、「イスラム
国」（IS)による連続自爆テロ

（11月）
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研究紹介

嫌気性消化、リン酸、硫酸塩還元、前酸加熱処理

嫌気性消化における硫酸塩還元と
リン放出

１．はじめに

　平成26年7月国土交通省が発表した新下水道ビジョ
ン 1）では、「循環のみち下水道」の成熟化を目標に掲げ、
下水道施設のエネルギー・資源拠点化が図られている。
これからもわかるように、近年のわが国における下水
汚泥処理・処分においては、焼却による減量化等から
バイオガス、固形燃料、肥料等のエネルギー・資源化
への転換が図られている。その中でコアとなる技術と
して挙げられるのが嫌気性消化とリン回収である。
　リンについては、枯渇資源であることが認識され、
その回収の必要性が叫ばれて久しい。三大栄養素の一
つであるため下水汚泥の緑農地利用では必須の成分で
あるが、セメント原料としての建設資材利用や、炭化
によるエネルギー利用においては必ずしも必要でない
と思われる。とくに近年定着したセメント利用におい
ては、リンがセメント固化に悪影響を及ぼすことが知
られている 2）。したがって、緑農地利用を除けば、下
水汚泥からの除去・回収が望まれる元素である。
　下水汚泥からリンを除去・回収する技術として、硫
化水素そのものを薬品またはガスとして汚泥に混ぜ、
リン酸の溶出を促す方法はすでに報告されている（例
えば、大下ら（2005）3）や特許として廣田（2004）4）など）。
筆者は、下水汚泥の嫌気性消化槽に硫酸が流入すると
き、リン酸が汚泥から溶出する傾向があることを見出

した。これは、後述するように、生物学的反応と化学
的反応が組み合わされた結果であると推測している。
もし、下水汚泥からのリン酸溶出量を無理なく増大さ
せることができれば、汚泥処理の過程においてリン除
去・回収が達成できることになる。
　そこで本稿では、嫌気性消化において硫酸が添加さ
れたときのリン酸溶出について実証した 2 種類の実験
的研究を紹介する。そのうち一つは、通常の下水汚泥
と模擬凝集汚泥を用い、それらに硫酸を添加したもの
である。もう一つは、下水汚泥の前処理として pH 酸
性にした加熱処理（前酸加熱処理と呼ぶ）を行い、こ
のとき酸として硫酸を使用したものである。

2．実験方法

2-1　供試汚泥
　福井市内の合流式下水処理場から採取した濃縮汚泥
を用いた。各実験において数回分析した平均濃度を表
-1 に示す。

2-2　 実験装置および運転方法
　嫌気性消化槽として有効容量 1.6 または 2.0L（呼称
容量３L）のガラス製三角フラスコに流出入管とガス
管を通したゴム栓で密閉したものを用い、水理学的滞
留 時 間（HRT）20 日、 温 度 約 35 ℃、 旋 回 振 と う
100rpm の培養条件において 1 日 1 回基質の投入と汚

髙島　正信　

福井工業大学　工学部　建築土木工学科

キーワード：
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泥の引き抜きを行う準連続式で運転した。発生したガ
スは、ガスバック（CCK、ジーエルサイエンス、東京）
に捕集した。
　実験条件を表 -2 に示す。実験 1 は、嫌気性消化槽
に流入した硫酸のリン酸溶出に対する効果を直接観察
するために実施したものである。本実験では、嫌気性
消化槽を 3 系列用意し、系列 1 は比較対照用のコント
ロール、系列 2 と系列 3 はそれぞれ 80 μ L/ 日（S 濃
度として 455mg/L）、160 μ L/ 日（同 910mg/L）の
濃硫酸を下水汚泥に添加した。 Run 1 では採取した
ままの下水汚泥を使用したが、Run 2 では鉄系凝集剤
による凝集汚泥を模したものとするため、4g/L 
FePO4･4H2O（Fe（III）として 1g/L、PO4-P として
0.556g/L）を下水汚泥に添加した。
　実験 2 は、下水汚泥の前処理として組み込んだ酸加
熱処理の効果を観察するためのものであるが、酸とし
て濃硫酸を用いたので、その嫌気性消化への影響も同
時に見たものである。系列 1 がコントロール、系列 2
が前処理として流入下水汚泥に酸加熱処理を施した系
で あ る。 前 酸 加 熱 処 理 は、 容 積 2.5L の 圧 力 容 器

（TZA100-15K-LG、ユニコントロールズ、東京）を用
いて 170℃、1 時間の条件で行い、このとき処理後 pH
が約 5 になるように濃硫酸を添加した。前酸加熱処理
された下水汚泥は中和せずにそのまま消化槽に投入
し、実験初期だけ pH が約 6.8 を下回らないように
NaHCO3 添加による pH 調整を行った。

2-3　分析方法
　分析のほとんどは下水試験法 5）または Standard 
methods 6）に準じて実施した。ガス中の CH4、CO2 お
よび N2 は TCD 検出器付きガスクロマトグラフ、ガ
ス中 H2S はガス検知管を用いて測定した。
　 実 験 2 の 終 盤 で は、 消 化 汚 泥 中 リ ン の 分 画 を
Mederios et al. 7）の方法に従い行った。手順は、汚泥
試料 10mL（乾燥重量として 0.2 ～ 0.3g 程度）を約
40mL の PP 製遠心管に採り、高速遠心（15,000rpm、
10 分間）して上澄み液を除いた後、まず 20mL の 1M 
NaOH 溶液を用いて室温で 16 時間振とう抽出した。
その後、高速遠心した上澄み液に 8mL の 3.5M HCl
を加え 16 時間静置し、その上澄み液を非 Ca 結合無
機態 P 画分（Al、Fe 等の酸化物や水酸化物と結合）
の抽出液とした。次に、1M NaOH 抽出後の沈殿物に
20mL の 1M HCl 溶液を加え、室温で 16 時間振とうし、
高速遠心後の上澄み液を Ca 結合無機態リン画分とし
た。以上の残差は固形性の有機態 P とした。

3．実験結果および考察 

3-1　下水汚泥への硫酸添加（実験１）
　Run 1 は 70 日間、Run 2 は 77 日間運転した。この
期間における処理状況を消化汚泥 VSS、メタン発生
量および消化汚泥 PO4-P 濃度で代表させて図 -1 に示
す。また、処理状況が安定した終盤の実験結果を平均
値で表 -2 に示す。
　系列ごとに比較すると、実験結果にばらつきがあっ
たものの、両 Run とも最終的には、硫酸添加による
汚泥濃度と汚泥分解率への影響は比較的小さかった。
　メタン発生量は、硫酸添加量が多くなるにつれ少し
ずつ減少していた。有機物の一部がメタン発酵ではな
く、硫酸塩還元によって消費された結果であると考え
られる。理論的には 1 モルまたは 32g の SO4-S 当り
64g の COD が消費される 8）。濃硫酸の濃度は 18mol/
L であるので、添加量 80、160 μ L/ 日ではそれぞれ
32、64mL/日のメタン発生量の減少となる。また、
ガス中の CH4 濃度はやや減少し、H2S 濃度は増加し

表 -2　実験条件

表 -1　供試下水汚泥の性状
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ていた。系列 3 のガス中 H2S は、Run 1 できわめて多
量に放出されていたが、Run 2 では添加された鉄と沈
殿形成して低く抑えられたと考えられる。
　なお、Run 1 と Run 2 の間で大きく傾向が異なって
いたことがわかる。汚泥を採取した下水処理場が合流
式下水道方式のため変動の大きなことや、雨水貯留池
からの排泥が不定期に混入してくることが下水汚泥の
分解性に大きな影響を及ぼしたと推測している。 
　消化汚泥 PO4-P 濃度については、Run 1 の系列 2 お
よび 3 における PO4-P 濃度は、硫酸が添加されるこ
とによって、系列 1（コントロール）の 10mg/L 未満
から系列 2 および 3 の 100mg/L 前後まで上昇した。
Run 最終段階における平均値を用いると、系列 1 は
7.3mg/L（流入 T-P302mg/L に対しての溶出率 2.4%）、
系列 2 は 89mg/L（同 29%）、系列 3 は 112mg/L（同
37%）であった。系列 2 および 3 における硫酸添加量

の倍の違いは溶出 PO4-P 濃度にあまり反映されず、
今回用いた下水汚泥では 100mg/L 強がこの方法によ
る上限と推測された。
　模擬凝集汚泥を用いた Run 2 では、徐々に槽内
PO4-P 濃度が高まり、系列 3 では最大 500mg/L 近く
まで到達した。系列 1 および 2 でも漸増し、最終的に
系列 1 では 150mg/L、系列 2 では 300mg/L 付近に達
し た。 実 験 終 盤 の 平 均 値 を 用 い る と、 系 列 1 は
114mg/L（ 流 入 T-P855mg/L に 対 し て の 溶 出 率
13%）、 系 列 2 は 258mg/L（ 同 30%）、 系 列 3 は
461mg/L（同 54%）となった。 
　薬品またはガス状の H2S による化学的なリン酸溶
出は、下式に示すように、リン酸鉄態の Fe（III）が
H2S によって還元され、これに伴い Fe（II）による硫
化鉄の生成とリン酸の放出が起こることによると考え
られる（式 1）3）, 9）, 10）。また、リン酸鉄の鉄が還元済み
の Fe（II）の場合でも、同様に進行すると考えられ
る（式 2）。 
     2FePO4+3S2 −→ 2FeS+S+2PO4

3 − or
      　　　　　　 2FeS2+2PO4

3 − （式 1）
     Fe3（PO4）2+3S2 −→ 3FeS+2PO4

3 −（式 2）    
　これらの式における P:S モル比は 2:3 であるので、
1 モルの P 当り 1.5 モルの S が必要となる。嫌気性消
化槽に硫酸が流入すると、硫酸塩還元反応によって微
生物学的に生じた H2S が上式のように作用すると推
定される。
　今回、系列 2 および 3 の硫酸添加量は、汚泥中
PO4-P 300mg/L が S/P=1.5 のモル比で H2S と反応し
て溶出するとき必要な S 量のそれぞれ 1、2 倍に相当
す る も の で あ っ た。Run 1 に お け る 流 入 T-P は
302mg/L であり、また、余剰の H2S が存在していた
ことが明らかなので、残りの 200mg/L 弱は溶出され
ない形態であったと考えられる。大下ら 11）によると、
それらの主なものは Al 塩、Ca 塩と TOC 共存物であ
ると推定される。
　一方、Run 2 で Fe（PO4）が加えられた模擬凝集下水図 -1　実験 1 における主な結果

表 -2　実験 1 における結果まとめ
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汚泥を処理したときには、生成した硫化物量に応じて
リン酸が溶出したと考えられる。Run 1 に比べると流
入汚泥中にリン酸鉄の割合が高いので、溶出率もかな
り向上した。Run 2 においても 200mg/L 程度が溶出
不可能であり、Fe（PO4）のほぼ 100% が反応すると仮
定すると、この場合に溶出可能な PO4-P 濃度は最大
650mg/L 程度と見積もられる。硫酸添加されなかっ
た系列 1 については、硫化物濃度がたいして高くな
かったことから、微生物学的な鉄還元能力が徐々に発
達しリン酸の溶出が増えたことが示唆される。ところ
が、鉄系凝集剤の凝集汚泥を用いた嫌気性消化の実験
では、著しいリンの溶出はなかったという反対の報告
もある 12）。実際の凝集汚泥を使ったときには、鉄が
過剰に添加されたりするので、凝集の条件や汚泥組成
などに強く依存すると思われる。

3-2　前酸加熱処理（実験 2）
　本実験は 106 日間にわたり運転し、その間の経過を
消化槽 VSS 濃度、メタン発生量および消化槽 PO4-P
濃度で代表させて図 -2 に示す。また、実験終盤の結
果を平均値で表 -3 に示す。
　図 -2 より、時間の経過につれ消化汚泥 VSS 濃度は
系列間で徐々に差が生じ、VSS 濃度はコントロール
が 13 ～ 14g/L 程度だったのに対し、前酸加熱処理の
系列は 10g/L 以下に中盤以降は減少した。実験終盤
の汚泥分解率の平均値は、系列 1、2 それぞれについ
て VS で 49.5%、57.5%、VSS で 48.7%、65.8% と、前
酸加熱処理があると大幅に高くなり、汚泥分解に対す
る効果が顕著である。
　これとは対照的に、メタンガス発生量については系
列間の差が終始小さかった。ちなみに、一般に得られ
る消化ガス発生量は有機物 1kg 当り 500 ～ 600L（メ
タン濃度 60 ～ 65％）と報告されている 13）。本実験で
は、投入 VS1kg 当りのガス発生量は 500L 未満と低
めであった。今回の硫酸添加量では、流入 CODCr の
うち 0.5g/L の硫酸塩還元による消費になると理論計
算される。また、前酸加熱処理時における有機物損失
も若干存在するため、前酸加熱処理を組み込んだ処理
プロセスでは汚泥分解に比例したメタンガス発生量に
つながらなかったと考えられる。 
　他の現象として（図示なし）、消化汚泥の脱水性が
著しく向上し、これは前酸加熱処理を組み込む利点で
ある。特に、pH 酸性化での加熱処理は、脱水性の改
善に貢献することがわかっている 14）。一方、欠点で
ある消化汚泥の着色も確認された。
　図 -2 より、消化汚泥 PO4-P 濃度はコントロールで
は 20mg/L 未満であったが、前酸加熱処理が組み込
まれるとはるかに高い 200mg/L 前後に達していた。

表 -3 の平均値では、流入 T-P に対する PO4-P 溶出率
として、コントロールでは 3% であるのに対し、前酸
加熱処理では 27% に達した。
　前酸加熱処理系では、式 1 または 2 に基づくと、硫

図 -2　実験 2 における主な結果

図 -3　実験 2 における消化汚泥のリン分画

表 -3　実験 2 における結果まとめ
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酸添加量から 170mg/L（＝ 0.42mmol/ 日）の PO4-P
溶出が可能であると計算される。実際は 163mg/L の
定常値となっており、コントロールの溶出濃度を加味
すると、添加した硫酸のおよそ 80％が有効に作用し
たと推測される。
　図 -3 には、消化汚泥のリン分画の結果を示すが、
前酸加熱処理の有無によって傾向が明らかに異なって
いた。前酸加熱処理が施されると、固形性非 Ca 結合
無機態および固形性有機態の割合が減少している。こ
の結果から、消化汚泥中の溶解性リン酸の上昇は、前
術した硫酸塩還元によって生じた H2S による化学的
なリン酸溶出のみでなく、汚泥分解の向上に伴う固形
性有機態 P のリン酸化も寄与していると推察される。
また、変化量は小さかったものの、このように溶出し
たリン酸が余剰な Ca と結合し、固形性 Ca 結合無機
態画分の増加につながったことも示唆される。
　消化汚泥中リンの形態については、Wild et al. 15）や
小松ら 16）が詳細な水質化学的解析を行っている。前
者はリン溶出には Ca がもっとも大きな影響を与える
こと、後者は正確な解析のためには P-Ca 析出化合物
の種類が重要であることを指摘しており、本実験のよ
うな硫化物によるリン酸溶出法においても最終的なリ
ン酸度は Ca に支配される可能性が高いと思われる。

4．まとめ

　本研究では、連続実験において嫌気性消化槽へ硫酸
塩が流入すると、リン酸溶出量が増大し、消化汚泥か
らのリン除去あるいはそれに伴うリン回収につなげら
れることを確認できた。これは、下水汚泥に硫酸が直
接添加された条件だけでなく、前酸加熱処理で硫酸が
使われた条件でも、硫酸塩が還元されれば進行すると
考えられた。しかし、メタン発生量は若干減少し、硫
酸塩還元によって生成する硫化水素は毒性、悪臭、腐
食性などの観点から通常敬遠される物質である。
　本反応は、嫌気性消化におけるリン酸溶出の一端を
説明するものと思われ、将来、下水汚泥からのリン除
去・回収に応用できれば幸いである。
　長所と短所が混在することは実験 2 で実施した前酸
加熱処理でも見られ、汚泥の分解率と脱水性が飛躍的
に向上する半面、硫化水素の発生や色度形成も起こる。
よって、汚泥量の減少、脱水性の向上やリンの除去・
回収を主目的とした場合は、硫酸を用いた前酸加熱処
理は有効であると結論付けられる。
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リン酸回収、二酸化炭素、リン酸カルシウム、溶解

下水汚泥焼却灰からの
リン酸回収技術の開発

1．はじめに

　化学肥料、家畜飼料および各種工業原料などに用い
られているリン酸の原料はリン鉱石であり、現在枯渇
化が問題となっている 1）。このリン鉱石は地球上に偏
在し、わが国では産出しないことから 100％を輸入に
依存しており、世界情勢に影響される。たとえば、
2008 年夏に中国はリン酸の関税を大幅に引き上げ輸
出制限をしたことから、わが国のリン酸の価格は大幅
に上昇し、工業生産のみならず食料供給にも大きく影
響を与えた。このため、アメリカ、ヨーロッパではリ
ンを戦略元素に指定し、安定供給に向けた対策に取り
組んでいる。
　一方、我々は世界中から集めたリン酸を社会生活で
消費し、排泄物として廃棄している。このため、下水
または下水汚泥中には多くのリン酸が存在しており、
これを焼却して得られる下水汚泥焼却灰はリン鉱石同
様に新たなリン資源として捉えることが可能である。
わが国ではリンを戦略元素としては指定していない
が、廃棄物の再利用という観点から下水汚泥焼却灰の
リサイクルについて様々な研究が行われており、下水
汚泥焼却灰から回収したリン酸を肥料として一部活用
している。しかし、下水汚泥焼却灰中には様々な元素、
とくに肥料として使用するには植物の育成にとって有
害な重金属元素を多く含むため、リサイクルするため

にはこれら重金属を除去する必要がある。これにはエ
ネルギーと特殊な設備を必要とするため、簡便なプロ
セスでの回収方法を構築する必要がある。
　一方、筆者は炭酸カルシウム、リン酸カルシウム等
の形態制御に関する研究を行っている 2）。形態制御と
は粒子の「形状」、「大きさ」、「分布」等を制御するこ
とにより、材料の付加価値を高める技術である。この
方法は溶解－析出反応により行われ、どのように高濃
度の水溶液を調製するかが重要であり、筆者はアルカ
リ土類金属塩の溶解に有効な二酸化炭素（CO2）吹き
込み法を用いた研究を行っている。本稿では、各種リ
ン酸塩を含む下水汚泥焼却灰に CO2 を反応させるこ
とによる重金属を含まないリン酸の回収方法について
解説する。

2．二酸化炭素吹き込み法

　リン鉱石の主成分である水酸アパタイト（HAp：
Ca10（PO4）6（OH）2）は難溶性であり、化学的に安定な
物質である。一方、炭酸カルシウム等のアルカリ土類
金属炭酸塩は CO2 と反応することで高溶解性の炭酸
水素塩を形成しながら溶解する。そこで、筆者はこの
原理を応用した CO2 吹込み法によるアルカリ土類金
属リン酸塩の溶解プロセスを開発した 3）。すなわち、

（1）式に示すとおり HAp を CO2 により可溶性の炭酸
水素カルシウム（Ca（HCO3）2）とリン酸（H3PO4）溶

遠山　岳史　
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液に分解して、高濃度リン酸カルシウム水溶液を得る
ものである。

　Ca10（PO4）6（OH）2＋20CO2＋18H2O 
　　　　　　　　　→ 10Ca（HCO3）2＋6H3PO4　　（1）

　一例として、HAp 懸濁液に CO2 を吹き込んだとき
の HAp の溶解特性を図 1に示す。懸濁液に CO2 を吹
き込まない場合には溶液中の Ca2+ イオン濃度はほと
んど上昇せず、HAp は溶解しないことがわかる。し
かし、CO2 を吹き込んだ場合には Ca2+ イオン濃度は
急激に上昇し、1 時間で約 80 ppm と CO2 を吹き込ま
ない時と比較して大幅に増大した。このように CO2

を吹き込むだけの単純なプロセスにより、難溶性であ
る HAp を溶解させ、高濃度リン酸水溶液の調製が可
能である。
　つぎに、CO2 吹き込み法によるその他リン酸塩の溶
解挙動について図 2に示す 4）。アルカリ金属リン酸塩

であるリン酸カリウム（K3PO4）は CO2 吹込みにより
溶解量は減少する傾向が見られた。しかしながら、
K3PO4 はもともと高溶解性であり、CO2 吹込みにおい
ても十分溶解していると言える。一方、リン酸鉄

（FePO4）およびリン酸アルミニウム（AlPO4）など
のリン酸塩は難溶性であり、懸濁液に CO2 を吹き込
んでもその溶解量はほとんど増大しない。また、リン
酸マグネシウム（Mg3（PO4）2）、リン酸カルシウム（Ca3

（PO4）2）などのアルカリ土類金属リン酸塩（Ⅱ属リン
酸塩）では HAp 同様に CO2 を吹き込みことにより溶
解度は大きく増大する結果となった。これはアルカリ
土類金属リン酸塩では CO2 と反応し可溶性の炭酸水
素塩を形成するが、その他リン酸塩では炭酸水素塩を
形成しないため溶解度が上昇しないものと考えられ
る。
　すなわち、CO2 吹込み法は種々のリン酸塩混合物か
らアルカリ土類金属リン酸塩を優先して溶解させるこ
とが可能なプロセスであると言える。

3．下水汚泥焼却灰中のリン酸塩

　一般に、下水汚泥焼却灰中にはリン鉱石と同程度の
リンを含むものの存在が知られている。CO2 吹込み法
により下水汚泥焼却灰からリン酸を抽出する場合に
は、リンが各種リン酸塩単体として存在していなけれ
ばならない。下水汚泥焼却灰中のリンの存在状態につ
いては尾﨑らがエネルギー分散型 X 線分析（EDX）
による詳細な分析を行っており、「焼却灰粒子はリン
がその他の元素と同時に内部全体にわたって存在して
いるものと、カルシウム等を中心とした粒子の表面を
リン化合物が覆っているものがあった。」と報告して
いる 5）。これはすなわち、下水汚泥焼却灰は種々のリ
ン酸塩粒子とリン酸カルシウム粒子との混合物である
ことを意味する。
　そこで、筆者が使用した下水汚泥焼却灰の X 線回
折図形を図 3に示す。下水汚泥焼却灰は褐色をして
おり、X 線回折からも Fe2O3 の回折ピークが強く観察
されたほか、石英（SiO2）の存在も多く観察された。
一方、リン酸塩としては Al（PO3）3、AlPO4、SiP2O7

といったリン酸塩のほか、β型リン酸三カルシウム（β
-TCP：β -Ca3（PO4）2）が存在しているのも確認された。
したがって、下水汚泥焼却灰中にリンは個々のリン酸
塩として存在しており、さらにリン酸カルシウムとし
ても存在していることから、CO2 吹込み法によりこの
リン酸カルシウムのみを効率的に溶解・抽出できるも
のと考えられる。

図 1　二酸化炭素吹き込み法による水酸アパタイトの
溶解

図 2　二酸化炭素吹き込み法による各種リン酸塩の溶
解特性
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4．下水汚泥焼却灰からの各種元素の溶出

　下水汚泥焼却灰からのリン酸の回収実験は、下水汚
泥焼却灰を純水中に懸濁液濃度 0.5 mass% となるよ
う添加し、その後 CO2 を 1 L/min で 0 ～ 60 分間吹き
込むことで溶解させた。反応後の懸濁液はガラスフィ
ルターにてろ過することでリン酸含有水溶液を得た。
　はじめに、各種方法による下水汚泥焼却灰からのリ
ン酸の溶出挙動について図 4に示す。純水中で下水
汚泥焼却灰を溶解させたときにはリン酸の溶出はわず
かであり、リン酸の回収は困難である。また、硝酸溶
液中に浸漬させた場合には速やかに溶液中のリン酸の
濃度は増大しており、下水汚泥焼却灰中のリン酸塩が
溶解していることが確認できる。一方、CO2 を吹き込
んだ場合には、pH は約 5.3 と比較的中性に近い pH（イ
オン交換水の pH は 5.8）でありながらリン酸の濃度
は約 30 ppm と、硝酸処理と比較して 80％程度の回

収率を示した。つぎに、水溶液中への陽イオンの溶出
挙動について検討を行った。図 5に代表的なアルカ
リ金属リン酸塩であるリン酸ナトリウムの溶出挙動に
ついて示す。この結果、硝酸処理ではリン酸同様に時
間の経過に伴い Na+ イオンが溶出するのが観察され
た。一方、アルカリ金属リン酸塩は CO2 を吹き込ん
でも溶解は促進されないため、純水処理および CO2

吹き込み処理、いずれの場合においても溶出量は低く、
両者に違いは見られなかった。
　そこで、CO2 吹込み法が効果的であるアルカリ土類
金属リン酸塩（Ⅱ属リン酸塩）について検討を行った。
リン酸マグネシウム、リン酸カルシウムの溶出挙動を
図 6および図 7に示す。硝酸溶液で下水汚泥焼却灰
を処理した場合にはマグネシウム塩およびカルシウム
塩が溶解し、Mg2+ および Ca2+ イオン濃度は速やかに
増大した。一方、CO2 吹込み法では硝酸処理には及ば
ないものの溶解量が増大することが認められた。

図 4　二酸化炭素吹き込み法による下水汚泥焼却灰か
らのリン酸の溶出挙動

図 6　二酸化炭素吹き込み法による下水汚泥焼却灰か
らのマグネシウムの溶出挙動

図 5　二酸化炭素吹き込み法による下水汚泥焼却灰か
らのナトリウムの溶出挙動

図 3　下水汚泥焼却灰のX線回折図形
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　一方、その他リン酸塩の一例としてリン酸鉄の溶解
挙動を図 8に示す。他の元素同様硝酸処理では Fe イ
オンの溶出が顕著に見られたが、CO2 吹込み法では
Fe イオンの溶出はほとんど見られない。これは 3 価
の Fe3+ イオンは炭酸水素塩を形成しにくいためであ
り、この性質の違いから CO2 吹込み法を用いた場合
には溶液中に Fe3+ イオンなどの重金属イオンが溶出
しにくいのが理由である。
　最後に、各種方法により得られた水溶液中の各種元
素の濃度についてまとめたのが表 1である。CO2 吹込
み法により溶出した溶液中の PO4

3 －イオン濃度は硝酸
処理に対して 75％程度であった。これは、CO2 吹込
み法では下水汚泥焼却灰中に含まれるリン酸アルミニ
ウム系化合物の溶解が抑えられたためと考えられる。
また、アルカリ土類金属リン酸塩は純水処理と比較し
て溶出量は大きく増大しており、CO2 吹込み法により
下水汚泥焼却灰中に含まれるβ -Ca3（PO4）2 が効率的
に溶解しているものと考えられる。一方、Fe、Cu2+、
Mn2+ などの重金属イオン濃度は硝酸処理では 1.3 ～ 
2.0 ppm と高濃度の溶出が認められるが、CO2 吹込み

法ではこれら元素の溶出はほとんど認められない。し
たがって、CO2 吹込み法による下水汚泥焼却灰からの
リン酸の回収は、リン酸アルミニウムなどを溶解する
ことができないため回収率は硝酸処理に劣るが、重金
属イオンをほとんど含まないリン酸水溶液を簡便に回
収することが可能であるのがアドバンテージである。

5．おわりに

　下水汚泥焼却灰は多くのリンを含有しており、リン
鉱石に替わる新たなリン酸原料として期待できる。一
方、筆者はモロッコ産リン鉱石の組成分析等を手がけ
ているが、リン酸のバージン原料となるリン鉱石中に
は高濃度のカドミウム、亜鉛を含有するものも見受け
られ、イメージとは異なりピュアではない。また、産
地にもよるがウランなどの放射性元素を含有している
場合もあるため、放射性元素を含まない下水汚泥焼却
灰の方がリン酸の原料として優れているとも言える。
すなわち、我々は下水汚泥焼却灰を「廃棄物」＝「汚
い」ものと捕らえているが、むしろ高品質の資源と見
るべきである。
　しかし、リン鉱石の原産国、加工国と比較してわが
国は環境基準が厳しい、加工のためのエネルギー単価
が高い、などの諸条件からこれまで積極的な利用がさ
れていないのが現状である。このため、わが国に適し
たプロセスを構築する必要がある。一方、CO2 吹込み
法に必要な化学物質は「水」と「CO2」だけであり、
これらはわが国に豊富にある資源であり誰でも容易に
入手できる。また、原料は廃棄物であるため、廃棄物
の減容プロセスと見れば、回収率は 100％に達しなく
とも十分である。本稿ではその問題解決のためのひと

図 7　二酸化炭素吹き込み法による下水汚泥焼却灰か
らのカルシウムの溶出挙動

表 1　各種方法により得られた水溶液の組成

図 8　二酸化炭素吹き込み法による下水汚泥焼却灰か
らの鉄の溶出挙動
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つとして、筆者が現在行っている多くの研究の中から
一例として紹介させていただいた。下水汚泥焼却灰は
廃棄物ではなく、単に我々がまだ使い方をしならない
だけである。今後、下水汚泥焼却灰の性質がどんどん
明らかになることで、資源の少ないわが国を支える重
要な産業につながることを期待したい。
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Ｑ＆Ａ

キーワード：消化ガス、発電利用、電力自給率

消化ガスの発電利用について

　　　　�消化ガスとは何ですか？

　　　　下水汚泥の固形分には約 80% の有機物が含
まれています。嫌気性消化を行うと細菌に

よって有機物が水とガスに分解され、その時に発生す
るガスを消化ガス（バイオガス）と呼んでいます。

　　　　�消化ガスにはどのような利用方法があります
か？

　　　　下水汚泥の消化ガスは約 60% がメタン約
40％が二酸化炭素ですが硫化水素を含むため

脱硫して利用します。利用方法としてはメタンを燃料
とし発電や消化槽加温を行うほか、精製して都市ガス
に供給などがあります。また、発電に利用する際には、
微量ですが消化ガスに含まれるシロキサンが設備に悪
影響を及ぼしますので、除去するために活性炭で前処
理します。

　　　　�発電設備にはどのようなものがありますか？

　　　　発電方法はガスエンジン・ガスタービン・燃
料電池があります。ガスエンジン・ガスター

ビンと燃料電池では、燃料電池が発電効率が高くなり
ますが設置費用・維持コストも高くなります。

　　　　�発電設備容量はどのように決めますか？

　　　　発生消化ガス量に応じて容量を決定します
が、発電の目的により異なります。消化ガス

は季節によりガス発生量が変動しますので、変動幅の
何処にターゲットを合わせるかが問題となります。
　①ガス発生量の上限で設備容量を決めた場合
・消化ガスの発電利用率が上がる。
・発電量が増加し、買電電力使用量を下げて電気
料金を削減できる。
（売電している場合は売り上げ益の増加、FIT
（固定価格買取制度）を利用して売電する場合
は単価が高く設定されているため特に有効）
・設備投資やメンテナンス費用が多くかかる。

・消化ガスの発生量が低い時期には発電設備の稼
働率が下がる。
（投資回収が遅くなる）

　②ガス発生量の下限で設備容量を決めた場合
・常に設備稼働率が高い
・設備費用やメンテナンス費用が安く済む。
・発電で使用しきれない消化ガスの処理方法が必
要。
（余剰ガス燃焼装置等の設置・メンテナンスが
必要となる）

　設備にはメンテナンスが必須でありメンテナンス期
間中には消化ガス発電設備の運転停止が発生します。
また、機器トラブルが発生する場合もあります。消化
ガスはガスホルダに一時貯留されて利用しますが、一
般にガスホルダの容量はそれほど大きいものではな
く、発生量の変動を吸収するバッファタンクが主な役
割となります。運転停止期間の対応を決めておくこと
も重要です。

　　　　�消化ガス発電での排熱利用はどうすればいい
ですか？

　　　　発電方法によらず消化ガス発電の際には熱を
発生するので、排熱を利用して消化槽加温を

行うことが出来ます。また、高温消化のように熱エネ
ルギーが必要であれば、消化ガスを加温ボイラー等の
燃料として優先的に使用し、余剰ガスで発電すること
もあります。発電方法により発電効率と熱効率に差が
ありますので、必要なのが電気エネルギーか熱エネル
ギー化を考慮する必要があります。発電効率は燃料電
池式が、熱効率はガスタービン・ガスエンジンが高く
なります。
　消化槽の加温に必要な熱量は、消化槽への投入汚泥
を消化温度（中温消化で約 35℃、高温消化で約 55℃）
まで加温する熱と、消化設備から逃げていく熱（温度
維持に必要な熱）の合計です。必要熱量が高くなる冬
季間の熱量に合わせた設備が必要です。
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Q2

A2

Q3
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Q4

A4
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A5
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　　　　�場内利用の場合はどのように運用しますか？

　　　　稼働率優先の設備であれば通常 100％運転を
継続できますが、ガス消費優先で設備を設置

していれば設備に余裕がありますので、消化ガス残量
に合わせた運用が求められます。消化ガスが不足する
場合には発電設備の台数制御または出力制御を行いま
す。電気料金を下げるためには電気単価の高い昼間に
発電し、電気単価の低い夜間に出力を落とします。昼
間には場内の電気使用量も多くなりますので最大受電
電力のピークカット効果もあります。最大受電電力が
下がれば契約電力を下げることも可能となりますの
で、更に電気料金の削減に繋がります。

　　　　�電力自給率を上げるにはどうすればいいです
か？

　　　　電力自給率は（発電電力量／場内総使用電力
量）ですので、発電電力量を増やすと共に場

内利用電力量を減らすことが重要となります。場内使
用電力量を減らすためには、設備機器の更新に合わせ
て省エネ化を進めます。使用電力の高い機器としてエ
アレーション用のブロアーがありますが、散気設備を
微細気泡に変更することで大幅に使用電力の削減がで
きます。また、消化槽の攪拌を機械式にすることも有
効です。発電電力量を増やす方法として、他事業所の
食品残渣や生ごみなど下水汚泥以外を消化槽に投入し
消化ガスの発生量を増加させることもあります。
　なお、発電電力量が増えると場内使用電力を超える
場合があり、逆潮流（場内から電力会社の電気網に電
力が流れること）が発生する可能性があります。この
場合は電力会社との契約で逆潮流を可能としている必
要があります。電力会社との契約では、事前協議や設
備確認のために日数を要しますので早めに対応する必
要があります。

　下水汚泥は大気中の二酸化酸素を増やさないカーボ
ンニュートラルな再生可能エネルギーです。下水汚泥
のエネルギー利用は温暖化対策にも有効ですのでうま
く利用していきたいですね。
（山形市上下水道部浄化センター副所長兼水質係長

　工藤　守）
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現場からの

声
キーワード：水田、地力、有機物

田んぼの地
ち

力
りょく

が落ちている !?

１．はじめに

　農林水産省の統計値によれば、我が国における平成
26 年度の田畑をあわせた耕地面積（けい畔を含まな
い本地）は 434 万 ha、そのうち田の面積は 232 万
ha、さらにそこで水稲が作付けされた面積は 164 万
ha となっています（ちなみに全国の県で最大の岩手
県の全面積が約 153 万 ha）。水稲が作付けされていな
い田の多くには、大豆などの畑作物が栽培されていま
す。このように田んぼは、もはや単に米だけを生産す
る場ではなくなっています。田んぼは、麦や大豆など
の生産を通じて、私たちの多様な食生活を支えていま
す。田んぼが畜産物や水産物を加えたカロリー自給率
の 60% 以上を支えていることからも、そこでの生産
性が、いかに重要であるかわかります。
　田んぼで水稲を栽培することは、我が国のように水
が豊富であれば、驚くほど合理的な土地利用方式です。
畑作物の場合、同じところで同じ作物を栽培し続ける
と育ちが悪くなったり、全く育たなくなったりしてし
まいます。これを連作障害と言いますが、田んぼに水
をはって栽培する水稲には連作障害は生じません。数
百年でも同じ田んぼで同じように水稲が栽培し続けら
れるのは、このためです。また、水をはることで土（土
壌）は空気と遮断されるため、土壌の中の酸素が少な
くなります。すると土壌の生産力、つまり地力の源と
なる土壌有機物が微生物に分解されにくくなり、たま
りやすくなります。そのため、畑よりも地力が高く、
その高い地力で水稲を栽培し続けられることが、田ん

ぼの大きな特徴と言えます。しかし最近、この高い生
産性を持つ水田土壌の地力が、低下しているという声
が聞かれるようになってきました。ここでは、そのよ
うな生産現場からの声と実態を紹介します。

２．生産現場からの声

　写真 1 は、田んぼで水稲と大豆を入れ替えながら
栽培する「田畑輪換」を行っている農家の隣接した田
んぼ（圃場）を同日に撮影したものです。左は水田か
ら畑に転換して初めて大豆を栽培した大豆畑、右はし
ばらく前に水田を畑転換し、何年か続けて大豆を栽培
した大豆畑です。左の転換初年目の大豆畑では葉が
残っているのに対し、右の大豆連作圃場ではすでに落
葉していました。この大豆連作圃場では落葉が早い分、
大豆が小粒になったり、収量が低くなった可能性があ
ります。この写真から、田んぼでの大豆栽培が水田土
壌の地力を下げ、そこで育つ作物にも影響をおよぼし
ている様子が見てとれます。このように、田んぼの地
力が低下している要因のひとつには、田んぼで畑作物
を栽培するようになったことがあります。
　図 1 は、田畑輪換での大豆栽培での問題点について、
秋田県の JA（農協）関係者にアンケートをとった結
果です。収量・品質の低下がないとした回答はごくわ
ずかで、ほとんどの回答者が何らかの問題を感じてい
ることがわかります。やはり、写真 1 で見られたよう

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総
合研究機構 東北農業研究センター

上席研究員　西田　瑞彦
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に、大豆の葉が早く黄色になり、落葉することも現場
からの声としてあげられています。最も多いのが小粒
化で、大豆の粒の大きさが以前よりも小さくなってい
ることが指摘されています。シワ粒も問題点としてあ
げられ、田畑輪換での大豆栽培では、小粒化やシワ粒
といった品質低下が生じていることがわかります。早
期の黄化と落葉、そして初期および開花期以降の後期
の生育量減少は、地力が低下し土壌からの養分供給が
減少していることを示しています。当然これは大豆の
収量や品質の低下につながります。大豆が蔓のように
伸びてしまう蔓化や大きく育ちすぎて倒伏してしまう
ことは、望ましいことではありません。しかし、これ
らが減少していることも地力低下と関係しているもの
と思われます。

３．田畑輪換による地力低下の実態

　図 2 は、田畑輪換を行なっている農家圃場の地力
の実態です。縦軸は地力、横軸は大豆作付け頻度で、
田畑輪換を始めてから大豆を作付けした頻度を表して
います。例えば、大豆作付け頻度 50% の場合、大豆
と水稲を１：１の割合で作付けしてきたことになりま
す。この図で右へ向かうほど大豆の作付け頻度が高く
なり、右端の 100% の農家圃場では 30 年も大豆を連
作しています。反対に左端の 0% の農家圃場では、こ
れまで水稲だけを作付けし、一度も大豆を作付けした
ことがありません。図の中に右肩下がりの 2 本の線が
見えます。上の線は牛ふん堆肥を連用している圃場、

写真 1　同一生産者の転換畑（左：転換初年目、右：大豆連作）

図 1　田畑輪換での大豆栽培についての印象（2006 年金田・佐藤 , 全県 JA アンケート調査結果より）
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下の線は特に堆肥などの有機物を施用していない圃場
です。どちらも右肩下がりということは、大豆の作付
け頻度に応じて地力が直線的に下がっていることにな
ります。つまり、田んぼを畑として利用する田畑輪換
によって地力は低下し、その低下程度は大豆を作付け
する頻度が高いほど大きいことが示されています。し
かし、牛ふん堆肥を連用している上の線の圃場では、
有機物を施用していない下の線の圃場に比べて、地力
は高く維持されています。

　図 2 からは、どうすれば地力をコントロールでき
るかも読み取れます。地力を動かしているのは右肩下
がりの線の横軸である大豆の作付け頻度と、やはり右
肩下がりの 2 本線の切片の違いの要因である堆肥施用
ということになります。つまり、大豆の作付け頻度と
堆肥の施用により地力は自在にコントロールできま
す。これにより望ましい地力レベルになるように修正
したり、それを維持したりすることは可能です。

図 2　田畑輪換における大豆作付け頻度・堆肥施用と地力との関係

図 3　水田への堆きゅう肥、石灰資材・ケイ酸資材施用量の推移（高橋 2015 を改図）
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４．土づくりもおろそかに

　しかし、稲作をめぐる情勢は大変厳しく、米価の下
落に伴って土づくりがおろそかになっているのが現状
です。図 3 は土づくりに必要な資材の施用量の推移
です。石灰資材・ケイ酸資材、そして堆肥など有機物
の施用量が減少していることがわかります。ケイカル

（ケイ酸資材であり石灰資材でもある）をはじめとす
る土づくり肥料の施用をやめた結果、土壌の pH が下
がり、酸性になっていることが指摘されはじめていま
す。このことは、田んぼの地力低下の理由が、田畑輪
換だけではないことを意味しています。雨の多い我が
国では、土壌は酸性になりやすい特徴があります。土
壌の pH が中性に近い方が、作物の生育に適しており、
土壌からの各種養分の作物への供給力も増すことか
ら、先人達は土壌を中性に近づけるよう改良してきま
した。これまで長い年月をかけて養ってきた田んぼの
地力という食料生産の大黒柱が、土づくりをおろそか
にすることでも失われているという不都合な現実が生
じています。

５．おわりに・・・土は農家だけのもの？

　米価が低迷している中、即座に効果の表れにくい土
づくりに農家が投資しなくなることは、短期的にみれ
ば経営上合理的です。しかし、そこで失われる地力は
我が国の食料生産を支える大黒柱であり、財産です。

「田んぼの地力は消費者も含めた国民全体の財産なの
だから、全体でその手当てをするべきではではないか」
という現場からの声もあることを最後に付け加えてお
きたいと思います。

参考文献
西田瑞彦 2015．世界の土・日本の土は今，79-89，
農文協
高橋智紀 2015．世界の土・日本の土は今，90-96，
農文協
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文献紹介

下水汚泥を施用した変異荷電土壌での硝酸イオンと
亜硝酸イオンの溶脱とアルミニウムの可溶化

下水汚泥の農地施用に関する研究のほとんどは温帯
気候条件下で荷電変化が少ない土壌で行われており、
変異荷電土壌については少ない。また、ブラジルでは
農地への汚泥利用の歴史は 20 年と浅く、汚泥の長期
的影響に関する知見も乏しい。そこで本論文の著者ら
は熱帯気候条件下（年間平均降水量 :1355mm、気
温 :21.7℃）で下水汚泥を約 5 年間施用した変異荷電
土壌について、土壌の物理化学的、電気化学的特性を
調査し、無機イオンの溶脱が土壌溶液中の化学組成と
非晶質酸化物などの安定性に及ぼす影響を解析した。

ブラジル農牧研究公社内の実験圃場（南緯 22°41 '、
西経 47°、埴壌土、暗赤色ラトソル）にサン・パウロ
州バルエリ下水処理場から得た汚泥を、1999 年４月
から 2003 年 12 月にかけて６回施用しトウモロコシを
栽培した。総施用量は窒素あたり 11ton/ha であった。
03 年 10 月に試験用井戸を設置し、掘削した土壌は深
さ別に分け分析に供した。土壌溶液は深さ 1m ごとに
5m まで、04 年 1 月から 3 月にかけて 5 回採取した。

有機物、Mg、Ca と全窒素量は深さが増すほど減少
した。NO3

−は土壌表面では少なく、1-3m の深さで増
加し深さ 2m で最大濃度 38510mg/kg を示した。3m
より深い土壌では NO3

−濃度は急激に低下した。SO4
2−

は深さ 1m まで増加し 480mg/kg に達したのち、急激
に減少し 2m より深い土壌では検出されなかった。荷
電ゼロ点（PZSE）、永久荷電が発現した状態で変異荷
電画分の荷電の大きさのみがゼロとなる pH 値は 3.3-
6.3 であり、深くなるほど増加した。PZSE の変動を
反映して、CEC は土壌断面に沿って深くなるほど減
少し、AEC は増加した。深さ 2m で土壌溶液の pH
は最低値 4.2 を、酸化還元電位（Eh）は最大値 650 
mV を、電気伝導度は最大値 2500μS/cm を示した。
土壌溶液中のほとんどのイオンは深さ 2m または 3m
で濃度が上昇し、その後は深くなるほど低下した。
SO4

2 −濃度のみ深さ１ｍで最大値 331mg/L を示した。
Al 濃度は深さ 2m で最も高く、化学平衡計算ソフト

PHREEQC （Parkhurst and Appelo 2013）とデータ
セット wateq4f.dat から土壌溶液中の Al は Al3+（79-
84％）、AlF2（9-16％）、AlOH+2（6 〜 7％）と推定さ
れた。土壌と土壌溶液中でみられた NO2

−と NO3
−の

少なくとも 90％が土壌に施用された下水汚泥の無機
化と硝化に由来していることが推定された。SO4

2 −は、
汚泥（S 含量 :10-17g/kg）由来と判断された。汚泥施
用によって土壌の有機物含量は増加し、陽イオン交換
容量（CEC）が増加したことから、汚泥の分解から
生じた陰イオンの排斥と溶脱が促進された。0.6 ｍ深
さより下では有機物含量は大きく減少し、土壌の電気
化学的属性に対する影響はギブサイト、ヘマタイトと
非晶質酸化鉄の方が大きくなり、PZSE と陰イオン交
換容量（AEC）は増加し、CEC は減少し、陰イオン
の吸着は促進された。SO4

2 −は NO3
−や NO2

−よりも
優先的に吸着された。深さ 1 ｍよりも下方でイオンが
多量に存在したことは、土壌溶液中のイオン強度を増
大し、AEC を増大し、さらに NO2

−と NO3
−の吸着を

促進させた。また、深さ 2m でみられた pH と Eh の
変化は土壌鉱物と土壌溶液間で考えられる反応から説
明できないこと、NO2

−のほとんどが 2-3m 深さで保
持されていることから、これらの変化は溶脱した NO2

−

の蓄積と硝化が関連すると考えられた。土壌溶液中の
Al3+ 濃度の上昇は深さ 2m のみで観察されたことか
ら、NO2

−の硝化によって溶液中に放出された H+ の
一部は Al 化合物の溶解に消費されたと考えられた。
硝 化 が 土 壌 溶 液 と 土 壌 に 与 え る 影 響 に つ い て
PHREEQC を用いて推定したところ、深さ 2m の土壌
- 土壌溶液系は化学的平衡にほぼ達しており、非晶質
酸化物とカオリナイトの溶解とギブサイトとヘマタイ
トの析出が示された。また酸化物への H+ 付加を考慮
したモデルとしなかったモデルの比較から、深さ 1.8-
2.2m で Fe と Al の酸化物に H+ が付化したことは、
Al 溶解を制御する上で重要な役割を果たしたと判断
された。

以上の結果より著者らは、土壌中のカオリナイト、
非晶質を含む Fe と Al 酸化物などのコロイドが複合
した物質が持つ変異荷電は土壌酸性の制御、ケイ酸塩
および酸化物の溶出と析出そして溶液の化学組成、特
に Al3+ 及び NO3

−の濃度について重要な役割を果た
すと指摘している。
（農業環境技術研究所　主任研究員　杉山　恵）

NO2- and NO3- leaching and solubilization of 
Al in variable charge soils treated with 
sewage sludge
Ricardo Perobelli Borba & Otávio Antonio de 
Camargo & Carmen Silvia Kira & Aline Reneé 
Coscione
Environmental Earth Sciences 74 4625-4638 
(2015) 
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文献紹介

水素発酵に対するpH制御の正確さの影響について

Chungman Moon a, Sujin Jang a,b, Yeo-Myeong 
Yun c, Mo-Kwon Lee a, Dong-Hoon Kim a, Won-
Seok Kang d, Seung-Shin Kwak d, Mi-Sun Kim 
a,b
a Biomass and Waste Energy Laboratory, Korea 

Institute of Energy Research, 152 Gajeong-
ro,Yuseong-gu,Daejeon 305-343, Republic of 
Korea

b Division of Renewable Energy Engineering, 
University of science and Technology, 217 
Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon 305-350, 
Republic of Korea

c Department of Civil and Environmental 
Engineering, KAIST, 373-1 Guseong-dong, 
Yuseong-gu, Daejeon 305-701, Republic of 
Korea

d New Technology Research Team, Korea 
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Yangjae-daero, Gangnam-gu, Seoul 135-220, 
Republic of Korea

要約

　水素発酵反応において、最も重要なパラメータであ
る pH は、スケールアップされた発酵槽にて正確に制
御することは難しい。
　この pH 制御精度が水素発酵にもたらす効果を評価
するために、食品廃棄物をバッチ発酵させる際に、
pH およびその偏差を 6.0 ± 0.1、6.0 ± 0.3、6.0 ± 0.5、
6.0 ± 0.7、6.0 ± 0.9 と制御し、発酵特性を調査した。
　その結果、偏差± 0.3 までは高い水素生成が達成さ
れ、主要な代謝物質として酪酸塩が生成された一方で、
偏差± 0.5 以上では基質利用低下と乳酸塩生成の増加
とともに、水素生成の大きな低下が観察された。
　また、次世代シーケンシングによる塩基配列決定の
分析結果により、偏差± 0.1 の場合は、クロストリジ
ウムが支配的な属である一方、偏差増大に伴って、支

配的な属は乳酸菌（例えば連鎖球菌や乳酸桿菌属）へ
と変わった。

はじめに

　水素は、既存燃料よりも単位重量当たりのエネル
ギー量が高く、燃焼時も水のみ生成するため、有望な
エネルギー媒体とされている。現行の水素生成手法は、
化石燃料由来が多い一方、生物学的手法として水素発
酵があり、原料として有機廃棄物のほとんどが適用で
きる方法とされている。
　水素発酵の性能は、pH のような運転パラメータや
温度、基質濃度、水理学的滞留時間に相当な影響を受
け、特に pH がヒドロゲナーゼ酵素活性や代謝経路、
個体群動態に直接影響を及ぼしており、水素生成に対
する pH の影響に対する広範囲な研究が行われてい
る。
　水素生成は常に酸発生を伴い、発酵体の pH 低下を
引き起こすため、高い水素生成能力を維持するために
は、pH5.0-6.5 の範囲を、アルカリ溶液添加で制御する。
十分に均一となることが保証されるラボスケールでの
発酵槽では、pH は確実に制御され、最適条件からの
ずれはわずか 0.1 となる一方で、スケールアップした
実用槽での発酵にて、均一な pH を確実に制御するこ
とは難しく、デッドゾーンが存在する可能性がある。
　研究の狙いは、6.0 にセットされた pH 値の偏差を
± 0.1 から± 0.9 と変えることによって、pH の制御精
度の水素発酵に対する効果を確認することである。

実験方法

　研究所内のカフェテリアから集められる食品廃棄物
を、水素生成の原料として使った。
　この食品廃棄物の全固形物（TS）、有機固体物量

（VS）、化学的酸素要求量（COD）、炭水化物、アンモ
ニアの濃度は、それぞれ、126.9〔gTS/L〕、122.8〔gVS/
L〕、149.0〔gCOD/L〕、83.7〔g カルボ COD/L〕（炭水
化物 COD としての〔g/L〕）、113.5〔mgNH4-N/L〕であっ
た。

キーワード：水素発酵、pHの偏差、乳酸塩、酪酸塩、
次世代シーケンシング（集団全体の
DNA配列を短時間で分析する新技術）
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水素発酵方法

　食品廃棄物の酸性前処理は、HCI 水溶液を加え撹
拌することにより行い、発酵の前に、KOH 水溶液を
追加するによって、pH を 8.0 ± 0.1 に調整した。
　pH は、水素発酵を通して 8.0 から 6.0 に落ちるよう
にし、その後、6.0 ± 0.1、6.0 ± 0.3、6.0 ± 0.5、6.0 ±
0.7、6.0 ± 0.9 の pH および偏差を、pH コントローラ
を使用して KOH 水溶液の添加によって自動的に制御
した。
　発酵槽は機械式ミキサーで撹拌して、温度コント
ロールされた部屋に置き、生成ガスとその組成（構成
物）を 1 〜 5 時間間隔で観察した。

分析法

　バイオガス中の水素濃度・CH4 濃度はガスクロマ
トグラフィーで測定し、TS、VS、COD、アンモニア
濃度は、スタンダード法（Clescerl ほか、1998）によっ
て計り、炭水化物の濃度は、比色方法（デュボアほか、
1956）によって測定した。

微生物群の分析

　発酵する培養液中のデオキシリボ核酸（DNA）を
抽出し精製した。
　高い処理能力の DNA ポリメラーゼによる伸長反応
を基本とした配列手法と配列解析を用いて、細菌を系
統学的に分類した。

実験結果と議論

　pH の偏差が± 0.1 〜± 0.9 の範囲で、累積水素生成
量のカーブは、修正 Gompertz 方程式によく近似した。
発酵とともに、pH は徐々に下がり 6.0 に達したのち
に水素が発生し始めたが、pH 偏差が± 0.1 および± 0.3
のケースでは、VS と COD をベースにすると、添加
VS[g] 当 た り 137.0-142.1[mL] 水 素 発 生 量 と、 添 加
COD[g] 当たり 109.5-113.6[mL] の水素となり、原料と
して有機固形廃棄物を使用したこれまでの研究結果の
範囲内であった。
　これは、酸性前処理が食品廃棄物の水素発酵に効果
的だったことを示します。
　しかしながら、偏差が増加すると、水素生産の低減
が、炭水化物分解低下と VS 減少とともに観察され、
偏差± 0.9 で添加六単糖当たり 0.69 モルの水素が最も
低い生産量となった。

　また、基質利用の厳しい抑制が± 0.9 偏差で観察さ
れ、基質利用低下が水素生成能力の低下の理由の 1 つ
であると考えられる。

有機酸生産

　水素発酵で生成される主な有機酸は、酪酸塩、酢酸
塩、乳酸塩であり、これらの割合は pH 偏差に応じて
変化した。pH 偏差が± 0.1、± 0.3 の場合には、酪酸
塩が生産される全有機酸の約 7 割を占めて、高い水素
産出高が成し遂げられ、優性代謝物質であるとわかっ
たものの、偏差＞ 0.5 では、酪酸塩生成が抑えられる
一方、乳酸塩の生成量がかなり増加した。
　基質利用を減少させて、酪酸塩から乳酸塩へ主な代
謝物質を移すことによって、高い pH 偏差が水素生産
の低下を引き起こすことが判明した。

微生物群の分析

　pH 偏差に応じて微生物群の構成を評価するため、
発酵完了した混合液サンプルから、遺伝子配列を分析
した。
　シャノン指数が減少したことから、pH 偏差増加に
より、種の豊富さと均衡が減少したことが確認された。
　属レベルでは、クロストリジウム属（水素生成が可
能）は、±0.1偏差で実験操作したサンプルで見つかり、
菌総数の約 8 割弱を占めていた一方、乳酸球菌、腸球
菌と乳酸桿菌（すべて LAB）は菌総数のわずか 1 割
未満を占めていた。
　この pH 偏差が± 0.7 まで増加すると、クロストリ
ジウム属が約 1 割強まで大幅に低下し、代わりに連鎖
球菌が新しく発生し、その存在量は総数の約 7 割強ま
で増加した。
　pH 偏差± 0.1 サンプルで最も優占となった種は、
嫌気性混合培養を使っている有機廃棄物の水素発酵で
しばしば観察されるクロストリジウム属の菌であっ
た。
　pH 偏差の増加とともに、連鎖球菌 luteriensis とブ
ルガリア菌 ATCC11842 が支配的になり、クロストリ
ジウム属の存在量が減少した。
　連鎖球菌 luteriensis（大腸菌の連鎖球菌 infantarius
亜種）は、人間の幼児の糞便で見つかるものであり、
ブルガリア菌 ATCC11842 が広い pH 範囲で存続する
ということは知られている。

　この研究から、酸性前処理（酸性ショック）によっ
て、まず最初に水素生産生物が支配的になるものの、
水素発酵の成功のためには、pH の正確な制御が必要
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と結論できる。
　pH 偏差が 0.5 以上の場合は、LAB の活動が復活し、
水素生産量をかなり減少させたため、プローブ、計器
やアルカリ性水溶液用ポンプのような pH 制御装置を
備えて、pH 偏差± 0.3 以下に最小化することが必要
と考えられる。

結論

　バッチ式の水素発酵試験において、pH が 6.0 ± 0.1
と 6.0 ± 0.3 で制御された場合に高い水素生産量が得
られたものの、偏差が± 0.5 以上では水素生成量が急
激に減少し、酪酸塩から乳酸塩への代謝物質のシフト
が観察された。この時、pH 偏差の増加に伴い、クロ
ストリジウム属から LAB への支配集団の変化も確認
された。
　これらの結果は、（酸性前処理などにより）非水素
生成生物の活動をあらかじめ抑制したとしても、水素
発酵を成功させるためには pH 制御精度が重要である
ことを示している。

＜原文より要約＞

＜原文の Fig.1. のみ参考として記載＞
　Fig.1. (a)pH6.0±0.1、(b) pH6.0±0.3、(c) pH6.0±0.5、
(d) pH6.0 ± 0.7、(e) pH6.0 ± 0.9 における食品廃棄物
における水素発酵からの、累積水素生成量と pH 経時
変化

（日本下水道事業団技術戦略部エネルギー技術課　金澤純太郎）
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キーワード：芋焼酎粕、固定床高温メタン発酵、ＶＦＡ濃度、負荷変動

1．はじめに

　霧島酒造株式会社は、鹿児島県と接する宮崎県都城
市に拠点を置き、本格芋焼酎「白霧島」、「黒霧島」、「赤
霧島」を主に製造販売している。これら主要製品の原
料について、米は国産のみ、甘藷は南九州産のみと
100％国産にこだわっている。
　当社の芋焼酎の製造工程では、米と芋と麹をアル
コール発酵させたもろみに直接蒸気を吹き込んで常圧
蒸留したものが焼酎となる。蒸留後、アルコールが回
収されて残ったもろみとドレン化した蒸気の混合物が
芋焼酎粕として焼酎の約 2 倍量排出される。そのため、
本格焼酎メーカーでは排出される焼酎粕の安定処理と
製造に要するエネルギー効率の向上が経営上の重要課
題となる。
　焼酎粕は、本格焼酎の製造が盛んな九州を中心に全
国で年間約 80 万トン排出されていると推計される。
当社の芋焼酎粕の性状は、アルコール発酵で分解され
なかった芋の繊維や皮などを含む水分 95％の高粘性
のスラリーであり、常圧蒸留後に排出される焼酎粕の
温度は約 90℃と高温である。よって、腐敗しやすく
性状も均一でないため、利用に際して保管や加工がし
にくいという特徴がある。
　焼酎粕は、以前、主に海洋投棄や肥料としての畑地
還元により処理されており、当社も生芋が収穫できる
夏から冬にかけての 100 日間の芋焼酎製造期間中、芋
焼酎粕を飼料量作物の肥料として畜産農家に販売して
いた。しかし、ロンドン条約の発効や焼酎粕の産業廃

棄物指定により、海洋投棄や畑地還元ができなくなっ
たため、リサイクルシステムの転換を余儀なくされた。
当社はそれを見越して 1995 年から焼酎粕のメタン発
酵処理の研究開発に着手しており、2002 年に地元の
会社と協同組合を設立、2003 年にプラントを建設し
て焼酎粕のメタン化と飼料化によるリサイクルに取り
組みだした。さらに、第 3 次焼酎ブームに伴う売上増
加により、2006 年に自社単独で本社工場にリサイク
ルプラントを建設した。以来、さらなる売上増化によ
る 2011 年の本社リサイクルプラントの能力増強およ
び本社増設工場へのバイオガス供給開始、2014 年の
余剰バイオガス有効利用のための再生可能エネルギー
の固定買取価格制度を使った発電機設置を経て現在の
システムに至っている。
　今回は、当社の芋焼酎粕のメタン発酵によるリサイ
クルの取組みを紹介する。

2．リサイクルシステム

　図 1は当社の本社リサイクルプラントのシステム
フローを示している。プラントの設計施工は鹿島建設
株式会社が行った。プロセスは、前処理プロセス、メ
タン発酵プロセス、発酵液処理プロセスおよびバイオ
ガス利用プロセスの 4 つで構成されている。プラント
の運営は基本的に自社で行っており、発電機やボイラ
のような特殊な機器の保守点検作業等のみ業者に委託
している。運転は 24 時間 3 交代で行っており、2014
年度には年間 330 日施設を稼働させた。
　前処理プロセスでは、焼酎粕、焼酎製造工程から排

芋焼酎粕のメタン発酵による
リサイクルシステムの

取組みについて

講座：廃棄物系バイオマスやエネルギー系作物バイオマスの利活用について

生産本部グリーンエネルギー部　小林　努
霧島酒造株式会社
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出される原料に適さない芋くずおよび工場排水を混ぜ
て原水を調製する。排出量は、焼酎粕が 1 日 650t、
芋くずが 1 日 10t となる。焼酎粕は、本社工場からは
配管で直接移送され、本社工場から約 2km 離れた志
比田工場からはタンクローリーで輸送される。原水は、
焼酎粕とハンマーミルで粉砕した芋くずを水で希釈し
たものと工場排水を混合する。
　メタン発酵プロセスでは、原水を固定床高温メタン
発酵方式のバイオリアクタに投入して、5 日間 55℃で
発酵させてバイオガスを回収する。
　発酵液処理プロセスでは、メタン発酵後の発酵液に
無機凝集剤と有機凝集剤を注入して脱水機で固液分離
後、液部は循環式硝化脱窒法により窒素を除去して下
水道放流される。固形部は外部の処分業者に委託して
堆肥にリサイクルされる。
　バイオガス利用プロセスでは、回収したバイオガス
を燃料および電力として利用する。バイオガスの組成
は、メタン 60％、二酸化炭素 40％、硫化水素 1,000ppm
でシロキサンは検出されてない。そのため、酸化鉄を
充填した脱硫塔で硫化水素を検出限界未満まで除去す
れば、都市ガス 13A の約半分の熱量（約 23MJ/Nm3）
を持つ燃料として有効利用できる。脱硫したバイオガ
スは、ガスホルダに一時的に貯留後、リサイクルプラ
ント内においてメタン発酵槽の保温や別工場から輸送
される焼酎粕の固形分を濃縮した水分 85％の脱水

ケーキを原料とする乾燥飼料製造の熱源、焼酎製造工
程の蒸気熱源としてのボイラ燃料、発電機の燃料とし
てそれぞれ利用される。

3．メタン発酵プロセス

3.1　芋焼酎粕の組成
　表 1は、当社から排出される芋焼酎粕の組成を示
している。特徴として、有機物濃度が高く粘性が高い
弱酸性のスラリーであることが挙げられる。なお、原
水についてもほぼ同じ組成である。

図 1　リサイクルシステムフロー図

表 1　芋焼酎粕の組成

（ 81 ）

芋焼酎粕のメタン発酵によるリサイクルシステムの取組みについてVol. 39　No. 150　2016/1



3.2　固定床高温メタン発酵
　図 2はバイオリアクタの構造を示している。バイ
オリアクタは、有効容積 250m3 の鋼製タンク内に炭
素繊維製の不織布担体 200 本が縦に充填されており、
表面は断熱材で保温されている。槽内は、循環ポンプ
によって撹拌され、温度は熱交換器を介して温水で
55℃に維持されている。原水はタイマー制御されたポ
ンプで投入されて、処理水はオーバーフローにより排
出される。リサイクルプラントには、このバイオリア
クタが 1 系列あたり 8 基、2 系列で合計 16 基が並列
に配置されている。表 2は、当社の通常のメタン発
酵プロセスの分析項目と測定頻度を示している。各項
目を所定の頻度で測定して、メタン発酵処理の状況を
総合的に判断している。また、槽内のメタン発酵に関
与する微生物の活性を維持するため、VFA/M アルカ
リ度の値が上昇してきたら、鉄とニッケルとコバルト
を含む溶液を微量金属塩として投入している。
　メタン発酵の処理実績は、2006 年の運転開始から
2015 年現在に至るまで、COD 除去率 80％以上、SS
分解率 60％以上、バイオガス発生量は約 40Nm3/m3

−原水と安定しており、担体の閉塞によるトラブルは
起こっていない。図 3は、生甘藷製造期間における
メタン発酵処理の立ち上げから停止までの VFA 濃度

の推移を示している。処理開始してまもなく、VFA
濃度が 2,500mg/L まで上昇したが、微量金属塩の添
加後、徐々に VFA 濃度が低下した。以降、VFA 濃
度の上昇傾向が見られた際は、微量金属塩を添加する
と VFA 濃度が低下して安定した。その期間中のメタ
ン発酵処理も安定していた。

3.3　負荷変動試験
　通常のメタン発酵処理では、原水を 1 日 24 時間均
等に連続的に投入して負荷を平準化させる。しかし、
焼酎製造開始に伴う処理開始時は、バイオリアクタに
かける COD 容積負荷が低く、投入する原水量も少な
いにも関わらず、24 時間連続でプラントを運転する
必要があり、3 交代勤務をする運転員への負担が問題
となっていた。そこで、立ち上げ当初の期間だけは、
日中だけで原水を処理するという目標を立てて試験を

表 2　メタン発酵処理の分析項目と測定頻度

図 2　バイオリアクタの構造

図 4　負荷変動試験（6時間投入 18 時間休止）

図 3　微量金属塩の投入とVFA濃度の推移
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開始した。まず初めにバイオリアクタの最大許容負荷
を把握した。次に 16 日間のバイオリアクタ休止後、
24 時間を 1 サイクルとした日中 6 時間の原水投入と
夜間 18 時間の休止という負荷変動試験を 10 日間繰り
返した。その結果を図 4に示した。試験開始 1 日目
から 2 日目にかけて VFA 濃度が約 2,000mg/L まで上
昇したが、以降、VFA 濃度が低下して安定した。また、
バイオガス発生量および M アルカリ度の低下もなく、
負荷変動させても問題なく立ち上がった。
　図 5は、試験結果を元にして実際の処理開始を 10
日間の負荷変動運転で行い、11 日目から 24 時間連続
運転に移行した結果を示している。立ち上げてまもな
く VFA/M アルカリ度の値が上昇したが、10 日目に
かけて徐々に VFA/M アルカリ度が低下してガス発

生量も増加してきた。11 日目から 24 時間連続処理に
切り替えて段階的に負荷を上げていったが、VFA/M
アルカリ度とガス発生量も安定して停止まで問題がな
かった。
　この取組みにより、負荷変動運転が可能になっただ
けではなく、バイオガス利用を含めたバイオリアクタ
の運用の幅が広がる可能性が示された。そのため、負
荷変動試験をさらに進め、24 時間サイクルにおける
原水 16 時間投入と 8 時間休止運転を行った。この結
果についても、問題なく処理が継続できることが確認
できた。

3.4　負荷変動運転によるバイオガス有効利用
　当社のバイオガス利用方針は、熱効率が高いボイラ

図 5　10 日間の負荷変動運転から 24時間連続運転に移行した結果

図 6　負荷変動運転によるバイオガス有効利用（650m3/ 日処理）
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燃料利用を熱効率が低い発電より優先しており、発電
は夜間を中心に発生する余剰バイオガスを基本的に利
用している。優先するバイオガス燃料需要は、主に 8
時から 24 時までの焼酎製造工場における蒸気製造用
ボイラ燃料と夕方から翌朝にかけてのリサイクルプラ
ント内の乾燥飼料製造用燃料であり、バイオリアクタ
の保温は原水となる焼酎粕が高温であるため熱源をほ
とんど必要としない。しかし、日中はバイオガス発生
量より焼酎製造工場の需要が多く、焼酎製造工場で 1
日に必要な熱量の約半分しかバイオガスを供給できて
いなかった。そこで、発電で使う夜間の余剰ガスの一
部を負荷変動運転により日中に移す計画を立てた。ま
ずは、1 日の時間毎のバイオガス発生量とそれぞれの
利用量のデータをまとめた。次に、原水投入とバイオ
ガス発生の時間差を考慮した上で、日中の発生量を増
やす一方、夕方から翌朝にかけての乾燥飼料製造およ
び発電機運転に支障がでないような原料投入パターン
を設定した。図 6は、1 日に 650m3 の焼酎粕を 24 時
間で処理する際、通常の 24 時間均一に原水を投入し
た場合と負荷変動運転をした場合の結果を示してい
る。この取り組みにより、日中のバイオガス発生量が
増えて焼酎製造工場へのバイオガス供給量が約 10％
上がった。現在、この負荷変動運転を活用して、ほぼ
100％安定的にバイオガスを有効利用できている。

4．焼酎粕リサイクル活動の成果

4.1　バイオガス利用状況
　図 7は、当社のバイオガス回収量および利用率の
推移を示している。建設当初の 2006 年度から 2010 年
度までは、利用率が 30％未満にすぎなかったが、
2011 年度の本社増設工場へのボイラ燃料としての供
給開始や 2014 年度のバイオガス発電開始により 75％
にまで高まっている。2014 年度の利用率が 75％だっ
たのは、発電機の運転開始が年度半ばの 9 月だったた
めである。そのため、2015 年度の利用率は 95％以上
を見込んでおり、その内訳は、施設内の発酵槽保温と
乾燥飼料製造が約 2 割、原酒製造工場の蒸気ボイラ燃
料が約 4 割、バイオガス発電が約 4 割となっている。
また、バイオガス発電に用いるガスエンジンの排ガス
から熱回収して製造した蒸気をリサイクルプラント内
で利用することで、よりエネルギー効率を高めている。
バイオガス利用による経済効果は、2014 年度実績で
燃料利用による都市ガス費用の削減効果が約1.3億円、
発電の売電収入が約 1.5 億円で合計約 2.8 億円だった。

4.2　リサイクル活動の意義
　当社から排出される焼酎粕を廃棄物として外部に委
託して処分すると 1t あたり 1 万円以上のコストがか
かる。しかし、当社では減価償却費や人件費を除いた
1t あたりの処理コストは約 3,000 円にまで低減できて
おり、さらにバイオガス利用によるコスト削減効果も
あり約 1,500 円にまで半減できている。設置費用とし
て、発電機まで含めたプラント建設コストが約 65 億
円かかっているが、1 日 650t もの焼酎粕を外部に委
託して処理した際に掛かるコストや、大量の焼酎粕を
安定的に処理できる業者が近隣にいないことを考える
と、焼酎粕リサイクルが当社の事業活動に及ぼす影響
は非常に大きい。
　本リサイクルシステムは、自分たちで管理するプラ
ントをより良くしたいと改善に取り組んできた当社と
研究開発から設計施工までユーザーである当社の意見
に耳を傾けてくれた業者との双方の協力によって発展
してきており、今後もより安全で環境にやさしいプラ
ント作りを続けていく。

5．まとめ

　焼酎粕は、大地の恵みである水と生産農家の方々の
労力の結晶である米と芋でできている。当社の使命は、
尊敬と感謝の念を持って焼酎粕を最大限に有効利用す
ることである。その取組みが農業を中心とした地域に
おいて社会・経済と環境が両立した持続可能な発展を
可能にし、メタン発酵を含むリサイクル技術の普及・
発展および日本を含む世界のバイオマス利活用が促進
されていくことを期待する。

図 7　バイオガス回収量と利用率の推移
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キーワード：一般廃棄物、メタン発酵、焼却、発電、高効率原燃料回収施設

１．はじめに

　化石燃料の大量消費に由来する地球温暖化の顕在化
と、東日本大震災以降の我が国のエネルギー政策の転
換により、廃棄物の持つエネルギーの活用はますます
重要性を増している。平成 25 年度における日本の一
般廃棄物の総排出量は 4,487 万トンであり、その約
75％が焼却処理されている。ごみ焼却施設は全国で
1,172 施設あるが、発電を行っている施設は 328 施設
しかない。また約半数にあたる 590 施設は焼却処理能
力 100 トン／日未満の比較的小規模な施設であり、そ
の中で発電を行う施設はわずか 17 施設に過ぎない（１）。
理由の一つに、小規模な施設では蒸気タービンを用い

て効率よく発電を行うのは難しいことが挙げられる。
　当社が南但広域行政事務組合殿へ納入した南但ク
リーンセンターは、小規模ごみ処理施設でありながら
バイオマスエネルギーを利活用して発電を行っている
先進的な施設である。南但広域行政事務組合は、兵庫
県の北部に位置する養父市と朝来市の２市を構成市と
して一般廃棄物処理を含む行政事務を広域的に実施し
ている組合で、南但クリーンセンターは、循環型社会
形成と地球温暖化防止を推進する先進的な施設となる
高効率原燃料回収施設として環境省の交付金を受け、
2013 年 5 月に国内で最初に竣工した自治体施設であ
る。本稿では南但クリーンセンターの高効率原燃料回
収施設について特徴と運転状況を紹介する。

南但クリーンセンター
－都市ごみのメタン発酵と

焼却処理による小規模発電施設－

講座：廃棄物系バイオマスやエネルギー系作物バイオマスの利活用について

課長　芹澤　佳代
（株）タクマ　技術企画課

図 1　南但クリーンセンター全体配置図
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２．施設概要

2. 1　南但クリーンセンターおよび高効率原燃料回収
施設の概要（2）（3）

　図 1 は南但クリーンセンターの全体配置図である。
建築物としては、高効率原燃料回収施設、リサイクル
センター、ストックヤード棟がある。南但クリーンセ
ンターの概要を下記に示す。

　施設名称：南但クリーンセンター
　所　在　地：兵庫県朝来市和田山町高田 817-1
　敷地面積：約 31,000m2

　工　　期：2010 年 9 月～ 2013 年 5 月
　　　　　　（高効率原燃料回収施設）

　高効率原燃料回収施設には、バイオマス設備（メタ
ン発酵設備）と熱回収設備（焼却設備）が含まれる。
施設外観を図 2 に示す。高効率原燃料回収施設の概
略設計仕様は下記の通りである。

　処理能力（高効率原燃料回収施設）：
　【バイオマス設備】
　　形　　式：高温乾式メタン発酵
　　処理能力：36 トン／日× 1 系列
　　　　　　　（24 時間運転、前処理設備入口にて）
　　ガス回収量（メタン濃度 50％換算）：
　　　　　　　3,000m3

N-dry ／日以上
　　　　　　　150m3

N-dry ／トン以上
　　バイオガス発電設備：
　　　　　　　ガスエンジン発電（最大出力 382kW）
　【熱回収設備】
　　形　　式：ストーカ式焼却炉

　　処理能力：43 トン／日× 1 系列（24 時間運転）
　　ごみ低位発熱量：
　　　　　　　9,000kJ ／ kcal（高質ごみ質）

2. 2　高効率原燃料回収施設における処理の流れ（2）

　図 3 に高効率原燃料回収施設の処理フロー図を示
す。

【バイオマス設備】
　施設に搬入された可燃ごみは、一旦受入ピットに
貯留した後、粗破砕して機械選別装置に送られる。
機械選別装置では、破砕と同時に装置下部に設置し
たスクリーンによって、粒径の小さい厨芥類や湿っ
た紙類等のメタン発酵に適したごみを回収する。プ
ラスチック類や布類などの発酵不適物はスクリーン
を通過せずに機械選別装置後部で回収され、熱回収
設備のごみピットへ搬送される。
　メタン発酵に適したごみから高温乾式メタン発酵
によってバイオガスを回収する。発酵槽は横型で水
平方向の押出し流れとなっているため特別な移動機
構を必要とせず、低速撹拌によるガス抜きを行う程
度でよいことから、必要動力が小さいという特徴を
有している。
　メタン発酵槽から排出された残渣は、脱水機で固
形分と液状分に分離される。固形分は熱回収設備の
ごみピットへ、液状分は簡易処理してメタン発酵原
料の希釈に利用され、残りは熱回収設備へ送られる。
　メタン発酵槽で発生したバイオガスは、硫化水素
および微量有害物の除去と除湿処理を行った後、ガ
スエンジン発電機で燃料として利用する。またガス
エンジンのラジエータ廃熱はメタン発酵槽の加温に
利用する。

図 2　高効率原燃料回収施設の外観
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【熱回収設備】
　本設備では、機械選別装置で選別された発酵不適
物およびメタン発酵残渣の固形分を、リサイクルセ
ンターからの可燃残渣とともに焼却処理し、燃焼廃
熱で加熱した高温の空気から熱交換器で温水を作っ
て、場内の温水供給やロードヒーティング等に利用
している。熱回収後の排ガスは、乾式有害ガス除去
装置でばいじん、酸性ガス、ダイオキシン類を除去
した後、煙突から排出される。
　メタン発酵槽から発生する排水は、メタン発酵の
希釈水に利用するほか、熱回収設備のガス冷却室で
ガス冷却水として利用し、排水無放流を実現してい
る。

2. 3　高効率原燃料回収施設の特徴
　南但クリーンセンターの高効率原燃料回収施設で
は、収集した可燃ごみをメタン発酵に適したごみと発
酵不適物に選別し、メタン発酵に適したごみはバイオ
マス設備でバイオガスを回収して発電を行うととも
に、発酵不適物は熱回収設備で焼却処理して廃熱を回
収し熱利用している。各設備の特徴を以下に示す。
【バイオマス設備】
・高温乾式メタン発酵方式の採用

　一般廃棄物へメタン発酵を適用することを考慮

し、異物の混入に寛容で、排水の発生量が少なく、
有機物の分解速度が速い高温乾式メタン発酵方式
を採用した。

・機械選別装置の採用
　高温乾式メタン発酵方式の採用によって、異物
を徹底的に除去する必要がないため、通常の焼却
処理を行う場合と同様に可燃ごみを収集し施設に
搬入してから、機械選別装置でメタン発酵に適し
たごみと発酵不適物に選別している。機械選別装
置を採用することで、住民にごみの分別の負担を
かけることがなく、新たな収集の手間と経費も発
生しない。

・再生可能エネルギーの固定価格買取制度の活用
　メタン発酵槽で回収したバイオガスを燃料とし
て発電した電力は、再生可能エネルギーの固定価
格買取制度を活用して電力会社へ販売し、維持管
理費の低減を図っている。

【熱回収設備】
・メタン発酵残渣と発酵不適物の熱利用

　メタン発酵残渣と発酵不適物は、リサイクルセ
ンターからの破砕可燃ごみとともに焼却処理し、
廃熱を熱回収して場内温水供給やロードヒーティ
ング等に利用している。

・バイオマス設備から出る臭気と排水の処理・利用

図 3　高効率原燃料回収施設の処理フロー図
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　バイオマス設備から出る臭気は熱回収設備で燃
焼用空気として使用している。
　またバイオマス設備から出る排水は場内処理後
に全量をバイオマス設備および熱回収設備で利用
している。このことにより、バイオマス設備と熱
回収設備を独立して設置する場合と比べて用水使
用量と排水放流量を低減している。

３．運転状況（3）

　南但クリーンセンターの高効率原燃料回収施設にお
ける運転実績値の一例を示す。

（１）物質収支
　図 4 に高効率原燃料回収施設の物質収支の一例を
示す。

　施設に搬入される可燃ごみは 45.2 トン／日であり、
そのうち家庭系および事業系から収集された 29.4 ト
ン／日を機械選別装置にかけて 20.2 トン／日の選別
ごみと 9.2 トン／日の発酵不適物に選別する。選別ご
みからはメタン発酵によりバイオガス 3,620m3

N-dry
／日が得られる。粗大ごみ等 15.8 トン／日、発酵不
適物 9.2 トン／日、メタン発酵残渣固形分 11.9 トン／
日の合計 36.9 トン／日は熱回収設備で焼却処理され
る。メタン発酵残渣の液状分は、21.9 トン／日をメタ
ン発酵の希釈水に、3.4 トン／日を熱回収設備のガス
冷却水として使用し、場外へは放流していない。

（２）電力収支
　図５に高効率原燃料回収施設の電力収支の一例を示
す。本施設では固定価格買取制度の認定発電設備とそ

図 4　高効率原燃料回収施設における物質収支の一例

図 5　高効率原燃料回収施設における電力収支の一例
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の他の設備との 2 回線受電を行っている。認定発電設
備を除く所内所要電力は 9,570kWh ／日である。一方、
バイオガスを用いた認定発電設備での発電量は
6,080kWh ／日であり、その消費電力は 1,320kWh ／
日である。その結果、認定発電設備から外部への送電
量は 4,760kWh ／日となり、これが固定価格買取制度
の対象となる。

４．おわりに

　本稿でご紹介した南但クリーンセンターの高効率原
燃料回収施設のシステムは、メタン発酵と焼却処理を
組み合わせた新規性並びに比較的小規模な地方自治体
におけるごみ処理施設への普及が期待できる点が評価
され、平成 26 年度新エネ大賞において新エネルギー
財団会長賞を受賞した。廃棄物は人間の活動に伴って
継続的に排出されており、収集する仕組みが整ってい
ることから、一定量のエネルギー供給源となり得るも
のである。本システムの普及拡大により、廃棄物エネ
ルギーのさらなる有効活用が進むことを期待する。

参考文献
（1）環境省：日本の廃棄物処理　平成 25 年度版
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リゾートアイランド石垣島における
資源循環の挑戦

～市と島内企業で施工・運転する
メタン発酵プラントの取り組み～

１．はじめに

　黒潮と太陽に育まれ、美しく豊かな自然と歴史文化
に恵まれた石垣市は、我が国の南西端、八重山諸島の
玄関口の石垣島に位置し、人口は約４万８千人である。
平成 25 年に新石垣空港が開港し、観光客数は開港前
の 70 万人前後から平成 26 年度には、111 万人と増加
し活況を呈している。一方、観光客数の増加は、事業
系ごみの発生を増加させる要因の一つとなり、最終処
分場の容量逼迫や焼却処分場の長寿命化の必要性、し
尿・浄化槽汚泥の処分対策などと課題も多い。
　本稿では、石垣市の資源、気候、風土を最大限に活
用した「自立循環型経済社会」の構築に向け、現在焼
却処分をしている生ごみ、泡盛製造過程で排出される
泡盛粕、これにし尿・浄化槽汚泥を加え、メタン発酵
処理した上で、発酵後の消化液を農地へ還元するメタ
ン発酵実証試験の取り組みを紹介する。

２．メタン発酵テストプラントの導入（自前で
の施工、運転）

　本市では、「石垣市エコアイランド構想」や「バイ
オマス利活用推進計画」を基に、島嶼型循環社会を目
指し、環境への負荷低減を図るため、メタン発酵実証
試験を行い、平成 30 年を目処に、本格的なメタン発

酵施設を設置する予定である（以下、「実機の導入」
という。）。
　実機の導入に向けた検討課題としては、バイオマス
賦存量は推計しているものの、確実に活用できる原料
の量や質を把握する必要がある。また、メタン発酵は
ウエットな有機性廃棄物を資源として活用する極めて
有用な技術であるが、市町村が独自で設計、施工や運
転管理を出来るほど技術が蓄積しておらず、プラント
メーカー独自の特許やノウハウによるところが大き
い。さらに、発酵後の消化液を液肥として活用すれば、
経済的で理想的な循環を構築出来ることが判っている
が、北海道以外では一部の地域でしか液肥利用システ
ムが確立していない。
　このため、石垣市では実機の導入に向けて、生ごみ
の分別回収、メタン発酵プラントの運転管理、消化液
の液肥利用など様々な実践的検討を進めるため、メタ
ン発酵テストプラントを設置することとした。
　テストプラントの規模は、実践的な生ごみの分別回
収や消化液の液肥利用実証試験のロットを考慮して、
日処理量を 1 ｔとした。また、建設費について、当時、
市職員であった岩下はメタン発酵プラントの建設費を
含むデータベースを構築した経験や、スリランカ国で
極めて簡易なメタン発酵施設を見学した経験があった
こと※等から、上限は 1 億円前後と決めた。
　テストプラント導入検討の初期、実証施設の建設と
運営を申し出てくれた某社を通じてプラントメーカー

大浜信宏※１、石垣当貴※１、岩下幸司※2、宮良博文※3、岡庭良安※ 4

※１石垣市農林水産部　※２農林水産省九州農政局　※３（有）八重山熱工業
※４一般社団法人　地域環境資源センター
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の数社に当たったが、離島のためか、プラント建設費
は 1 億円前後にはならなかった。このため、某社に多
大なご迷惑をおかけすることとなったが、石垣市が責
任を持って自前で設計、施工、運転管理を行うテスト
プラントを導入することとした。
　自前のテストプラント導入に当たっての不安材料
は、①メタンガスの取り扱い等の安全性、②メタン菌
を制御する等の運転管理の大きく 2 点であった。これ
ら課題については、（一社）地域環境資源センターのア
ドバイスのもと、酒造プラントや各種プラントの施工
経験が豊富な島内企業の（有）八重山熱工業の施工に
よりクリアできるであろうと判断した。なお、（有）
八重山熱工業については、八重山建設産業団体連合会
に相談し推薦を頂くことで透明性・公平性を確保した。
　当初、テストプラントはメーカーにお願いし、原料
の収集と消化液の液肥利用、いわば入口と出口の検討
に重点を置く予定であった。しかし、自前のテストプ
ラントを導入することにより、市職員が中心となり島
内企業にメタン発酵のコア技術の建設や運転管理のノ
ウハウを蓄積が出来ることとなった。つまり、自前の
メタン発酵テストプラントは、ノウハウの蓄積をする
ために数々の失敗を許容するものである。将来、実機
の導入の際には島外のプラントメーカーの協力を仰ぐ
ことも考えられるが、このノウハウが島外企業との協
働において最大の強みになると考えられる。

３．テストプラントの概要

　テストプラントは、発酵設備、液肥貯留設備などで

構成し、ガスホルダーなどの設備は既存のし尿処理現
場の設備を用いることとした。また、原料は、し尿・
浄化槽汚泥、生ごみに加え、沖縄県特有の泡盛粕の混
合で 1 ｔとした。さらに、亜熱帯性気候に属し高温多
湿で、冬場も比較的温暖で年平均気温は 24.3℃という
石垣島の特性を活かすべく無加温で滞留日数を 40 日
とした。しかし、石垣島も 1 月には 16.5℃にまで下が
ることから、メタン発酵の運転管理に支障を来した場
合は、加温施設の追加を検討する予定である。
　プラントの施工は施設規模が小さく費用を抑えるた
め、調査は現地の地盤支持力の確認のみで、詳細な設
計図は描かず、フロー図やマテリアルバランス図、資
材リストとプラントの性能等を明示する仕様書により
発注、プラント組み立ては打合せといわゆる現場合わ
せにより建設した。成果品は、現物と出来高図等を受
領した。

（１）試験設備の仕様
発酵方式 湿式（無加温）
処理量 １ｔ／日
発酵槽容量 ４０m3

処理対象物
家庭・事業系生ごみ　０．３ｔ／日
泡盛粕　　　　　　　０．１ｔ／日
浄化槽汚泥　　　　　０．６ｔ／日

液肥貯留設備 ５m3 ×４基

事業費
１９，５５０千円

（沖縄振興特別推進交付金事業）

写真１　パイロットプラントの外観
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（２）処理工程
　処理対象バイオマスの性状は表 1のとおりである。 これを図 2に示す工程で処理する。

図１　地元企業の施工計画図

図2　パイロットプラントのフローシート

表１　対象バイオマスの性状及びエネルギー生成量の試算

注）含水率、バイオガスの発生量、発電量等については地域環境資源センターによる試算

対象バイオマス 発生場所 発生量 含水率 バイオガス発生量 発電量
浄化槽汚泥 し尿処理場 ０．６ｔ／日 ９９％ 　１Nm3 ／日
生ごみ 給食センター ０．３ｔ／日 ８３％ ３３Nm3 ／日
泡盛かす 八重泉酒造 ０．１ｔ／日 ９３％ 　６Nm3 ／日
合計 １ｔ／日 ９４％ ４０Nm3 ／日 ８４kWh ／日
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（３）構成設備の概要

処理工程 処理・設備等の概要

受入処理

し尿・浄化槽汚泥

既存のし尿処理施設に搬入されるし尿・浄化槽
汚泥は除渣後、既存貯留槽から浄化槽汚泥移送
ポンプを使い、ディスポーザ設備に移送し、生
ごみの希釈に用いた後、原料混合槽へ投入する。

生ごみ

ビニール袋またはペール缶で搬入し、市販の安
価なディスポーザで破砕した後、原料混合槽へ
投入する。

泡盛粕

酒造会社からトラックで搬入された泡盛粕は直
接、原料混合槽へ投入する。

原料混合処理 原料混合槽

・ポリエチレン製タンク（有効容積５m3；
５日分）で原料を混合・槽の中心下部に
水中攪拌機を設置し全体を攪拌する。

メタン発酵処理
メタン発酵槽

・鋼板製のタンク（4,000mm φ× 3,766mmH,
有効容積 40m3）

・中心部に攪拌機を取り付け、全体をスクリュ
ー撹拌機で攪拌。

・混合貯留槽から送られてくる原料を、４０日
かけて発酵させる。

発酵制御盤 ・原料槽、発酵槽間の消化液の移送、攪拌などを自動でコントロールする。

液肥処理 液肥貯留槽

・消化液肥を保管するポリエチレン製タンク
（５m3）4 槽

・発酵処理後オーバーフローしてくる液肥を、
バキューム車を使い抜き取り、スラリース
プレッターなどを活用し農地に散布する。

発生ガス処理
・メタン発酵処理する過程で発生したバイオガスは、ガスメーターで計測し既存し尿処理施設

の脱硫設備で硫化水素を除去し、その後、燃焼処理する。
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４．実証試験について

（１）テストプラントを活用した実証試験
　本実証事業の施設規模では、バイオマス取扱い量が
少ないことから、発生するバイオガスも十分ではない
ため、既存し尿処理施設のガスフレアを活用し焼却処
分するが、今後実機でのガス利用に向け化学分析を定
期的に行うこととし、出口側であるメタン発酵液肥の
利用と、入口側の原料の安定確保に向けた取り組みに
主眼をおき、以下を実証していく。

①　液肥の普及・推進体制の構築
　メタン発酵事業の成功の鍵となるのは、発酵後の
消化液の利用である。この消化液を液肥として農地
等で利用できない場合、水処理等の施設を設置しな
ければならず、設置に係る費用や維持管理費用が大
きな負担になる。生成されたメタン発酵消化液は、
定期的な成分分析を行いつつ、液肥として市内数カ
所に設置した実証試験圃場において、作物（さとう
きび、牧草等）の生育、収量、品質、土壌への影響
などについて慣行栽培との比較調査を実施する。
②　液肥散布及び機械の検討
　液肥利用について、さとうきび畑等で活用できる
効率的な散布機械の検討及び施用体制の構築など、
本市の新たな農業政策として農家への普及・推進体
制を図る。
③　食品廃棄物の分別回収
　生ごみについては、これまで本市では燃やすごみ

として焼却処理しているが、今後は市民に対し分別
への理解協力を得ることが必要である。テストプラ
ントでは、比較的分別への協力同意が得られやすい
給食センター、ホテル、スーパー等の事業系ごみか
ら先に順次分別を実施していく。
④　経済的評価
　廃棄物系バイオマスの利活用により、既存の処理
システムと、新たな処理システムとのコストを比較、
また、分別することによる石垣市全体に与える経済
的効果と地域内外への波及効果を明確にする。

５．おわりに

　石垣島には毎年、市の定住人口の 20 倍以上の観光
客が訪れ、観光がリーディング産業として大きく発展
している。本市では、平成 27 年１月に石垣市バイオ
マス活用推進計画を策定しており、本市観光の持続的
な発展の為には、活用推進計画を基にバイオマス施設
等を活用し石垣島内のバイオマスを 100％活用して行
きたいと考えている。バイオマスを活用した環境保全
の取り組みや、それから生産される農産物のブランド、
更にそれに付随した市民の暮らしや農業等の循環を新
たな観光価値としたい。
 
参考文献
※岩下幸司、岩田将英 2010：メタン発酵消化液の液

肥利用マニュアル、地域資源循環技術センター
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キーワード：流動床燃焼（ガス化燃焼）技術・地産地消・木質バイオマス燃料の最大活用

　当社では、再生可能エネルギー固定買取制度を活用
した木質バイオマス発電に進出するため、2014 年 3
月に㈱福井グリーンパワーを設立（資本金等 3 億円。
出資比率 : 当社 70%、九頭竜森林組合 10%、㈲ニュー
チップ運送 10%、出光興産（株）10%）し、福井県内で
発生する間伐材を中心とする木質バイオマス資源を最
大限に活用した発電事業を 2016 年 4 月より開始する
べく事業化準備を進めています。以下本事業の内容、
狙い等をご紹介します。

１．保有技術の木質バイオマス発電への応用

　発電プラントには、当社でごみ焼却分野及び下水汚
泥焼却分野において豊富な実績を有する流動床焼却炉
の従来の技術をブラッシュアップし、高効率な発電を
可能とする流動床ガス化燃焼炉を適用すべく、現在プ
ラント建設工事中です（発電規模 7,000kW　フローは
図 1の通り）。本プラントにおいては流動床焼却（ガ
ス化燃焼）の技術を木質チップの燃焼に転用し、従来
よりも高い発電効率を目指して設備検討を行いまし
た。
　当社としては流動床焼却技術を木質バイオマス用に
適用するのは初めてとなりますが、ごみ焼却分野では
プラント設備の設計・建設のみでなく、運転維持管理
業務も多数経験しており、このノウハウも木質バイオ
マス発電施設の運営に応用し、木質燃料固有のノウハ
ウも取り入れながらブラッシュアップしていきたいと
考えております。出資者として地元でチップ化施設の
運営を行っている九頭竜森林組合、（有）ニューチップ

運送、グループ企業で同様の木質バイオマス発電事業
を開始されている出光興産（株）に参加して頂いてお
り、各社保有のノウハウも活用していきたいと考えて
います。

２．プラントの概要

　敷地面積 31,000m2 の用地（福井県大野市七板）に
原木の貯木場、チップ化施設、チップヤード、発電施
設を設置し、原木の受入⇒チップ化⇒発電までを一気
通貫で行うことができる設備構成としています。

（図 2ご参照）

３．燃料の構成

　想定する燃料構成は以下の通りです。

福井県大野市における
木質バイオマス発電事業

講座：廃棄物系バイオマスやエネルギー系作物バイオマスの利活用について

佐久間　英明
株式会社　神鋼環境ソリューション
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　・間伐材（原木）　　　40,000 ～ 50,000t/ 年
　・一般木材（チップ、製材端材等）　
　　　　　　　　　　　10,000 ～ 20,000t/ 年
　・リサイクルチップ　　5,000 ～ 10,000t/ 年
　　　合計　　　　　　70,000 ～ 80,000t/ 年
　このうちリサイクルチップについては極力使用を避
け、焼却灰の有効利用を検討していく予定です。

４．本事業の特長

　本事業の特長は以下の通りです。
①　福井県内発生木質バイオマス資源の「地産地消」

による発電事業（図 3ご参照）
　　間伐材を中心に、製材工場で発生する端材、道路・

図 2　貯木⇒チップ化⇒発電までの一貫体制

図 1　発電施設フロー図
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ダム工事等より発生する工事支障木など、県内で
発生する木質バイオマス資源を燃料として最大限
活用する「地産地消」体制を構築します。

②　林業の再生、山の整備・保全
　　これまで利用されず山地に残されてきた残材（低

質未利用間伐材＝ C,D 材）をバイオマス燃料と
して有効活用します。今まで以上に間伐材が促進
されることにより、災害防止、治山治水、生態系
保全に貢献します。

③　地域振興
　　本事業の従業員の地元雇用、森林間伐促進による

林業関係者の雇用増大等、地域経済の活性化に貢
献します。

　　今後発電施設より発生する余熱を利用した農業用
施設設置を検討する予定です。

④　環境負荷低減
　　再生可能エネルギーによる発電（固定価格買取制

度の活用）により CO2 発生量を低減します。

５．今後の課題

　地元に密着し燃料の安定供給体制が構築できるかが
本事業最大のポイントであり、そのために注力すべき
点は以下と考えております。
①　福井県内の林業者、森林組合、製材業者、チップ

化業者による供給協力体制の円滑な運用
　　⇒県内森林組合、製材業者、チップ化業者、当社

が参加し、「福井県木質バイオマス燃料安定供給

協議会」を組織し、木質バイオマス燃料の安定供
給に向けて協力体制を構築しています。本協議会
において、木質バイオマス燃料の長期安定供給の
ための仕組みづくりと、燃料調達の調整や管理を
行います。本協議会には福井県、大野市、福井森
林管理署、森林総合研究所にもオブザーバーとし
て参画頂き、安定供給のための支援を頂いていま
す。

②　燃料の多様化
　　工事支障木、剪定枝等（一般木材）や枝条や短材

等林地残材（D 材）まで含めた木質バイオマス資
源の最大活用を目指します。多種多様な燃料を扱
うため、燃焼時のカロリーを安定させる操業上の
工夫が課題と考えております。

③　雪対策
　　地域固有の問題（冬場降雪量の多い地域）として、

①暴風雪時の操業対策・作業員の安全対策、②低
温による設備の凍結対策等を十分に検討し、対応
していきます。

④　焼却灰の有効活用
　　「地産地消」の最大化のために、発電施設より発

生する木質バイオマス焼却灰を土壌改良剤等地元
で有効活用頂ける体制の構築を検討します。

　本事業において、自らの強みである流動床焼却（ガ
ス化燃焼）技術の適用範囲を拡大することにより、福
井県の林業の振興、環境保全、災害予防に貢献してい
く所存です。

図 3　福井県内発生木質バイオマス資源の「地産地消」による発電事業イメージ
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特  別  報  告

キーワード：汚泥肥料、窒素化合物、可給性、分画

中西康博・相原美咲
東京農業大学大学院農学研究科

汚泥肥料に含まれる窒素化合物の
可給性について

1．はじめに

　現在、日本には生活排水を処理する代表的な施設と
して次の 3 種がある。第 1 は主に都市部で整備され、
生活排水を主体に工場排水等も対象として処理する下
水道施設（国土交通省所管）、第 2 は農業集落の生活
排水を対象として整備される農業集落排水施設（農林
水産省所管）、第 3 は下水道法の許可を受けた事業計
画予定区域以外の地域で、主に家屋毎に直接設置され
る合併処理浄化槽（環境省所管）である。
　これらのうち農業集落排水施設は、農業集落におけ
るし尿や生活雑排水を処理する施設で、昭和 48 年度

から事業が進められてきており、農林水産省 1）によ
るとその目的は、農業集落におけるし尿、生活雑排水
などの汚水等を処理する施設の整備により、農業用用
排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環
に資するとともに、農村の基礎的な生活環境の向上を
図ること、ならびに、処理水の農業用水への再利用や
汚泥の農地還元を行うことにより、農業の特質を活か
した環境への負荷の少ない循環型社会の構築に貢献す
ること、である。なお、同施設の事業主体は市町村、
一部事務組合、土地改良区、農業協同組合および県等
である。
　農業集落排水施設では、生活排水に含まれる有機物
を微生物により分解させ、その微生物を沈殿分離して

表 1　研究対象とした農業集落排水処理施設の所在と肥料製造方法の概略
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残った上澄み液は、消毒後には河川等に放流すること
ができる。この際、沈殿した微生物や泥状の有機物を
集排汚泥といい、これをさらに肥料化したものを集排
汚泥肥料（以下、汚泥肥料）という。これらは有機物
を多く含むほか、窒素とリンの含有率が他の有機肥料
に比べ比較的高いことから、肥料としての有効利用が
可能である。また、肥料取締法では、有害成分の含有
量が公定規格内であれば、普通肥料としての登録が可
能である。そこで、かつて汚泥の多くは廃棄されてい
たものの、近年では、地球温暖化防止、循環型社会形
成、農村活性化等の観点から汚泥肥料の生産量は年々
増加傾向にあり 2）、またリン鉱石の輸入量を一部代替
するリン回収源 3）4）としても期待されている。
　他方、汚泥肥料は家庭生活に発する多様な廃棄物を
主な原料とするため、それらに由来するカドミウム、
亜鉛、鉛、銅、水銀などの重金属が基準値以上に混入
する可能性があることから、そのモニタリング調査や、
これを連用した場合の、重金属の土壌蓄積問題 5）に
ついて、調査・研究を重ねる必要がある。さらに、集
排汚泥には一般的な堆肥に比べ高レベルの窒素が含ま
れるものの、その無機化率 6）あるいは無機態窒素の
含有率 7）が低いため、栽培期間の短い野菜栽培や稲
作には不向きであることや、これを連用する際、土壌
に蓄積された有機態窒素の無機化を想定した施肥設計
を行うことの困難さ 8）が指摘されている。
　そこで本研究は汚泥肥料の可給性を検討する研究の
一環として、7 つの道県に属する 9 つの農業集落排水
処理施設で製造された汚泥肥料を対象に、窒素化合物
を非タンパク態窒素、可溶性タンパク態窒素、膜結合
性タンパク態窒素、および細胞壁構成タンパク態窒素
に 4 分画することにより、供試汚泥肥料の作物への可
給性を評価するとともに、その可給性と製造方法との
関係性を検討することを目的とした。なお本報告は、
平成 25 年度における一般社団法人地域環境資源セン
ターとの共同研究成果報告をベースに作成した。

2．方法

　本研究で供試した汚泥肥料を製造した、7 つの道県
（北海道、山形県、千葉県、岐阜県、滋賀県、島根県、
徳島県）に属する 9 つの農業集落排水処理施設の所在
地と、製造の時期と方法の概略を表 1 に示した。こ
こで、汚泥肥料の製造方法により、集排汚泥を単に乾
燥させたものを A 群、堆積発酵させたものを B 群、
麦わらやモミガラ等の副資材を加えて堆肥化したもの
を C 群として分類した。
　これらの汚泥肥料試料に含まれる全窒素および全炭
素量を、NC コーダを用い定法にて定量した。また植

物体に含まれる窒素化合物の粗画分を定量する方法 9）

を応用し、供試した汚泥肥料に含まれる窒素化合物を、
図 1 に示した手順と定義により 4 つに画分・定量した。
以下、粗画分で用いた分析方法の詳細を示す。

［80％エタノール抽出画分］
　乾燥試料 300mg を乳鉢に取り、数 mL の 80%（v/v）
エタノールと石英砂（酸で洗浄済み）を加え、よく粉
砕した後、この粉砕試料を 80% エタノールで洗浄し
ながら遠心管に移し、全量で約 40mL となるよう、さ
らに 80% エタノールを加えたものを 4℃で 1 昼夜放
置した。撹拌後、遠心分離（3000rpm）し、上澄み液
を 200mL ビーカーに移した。残さには約 40mL の
80% エタノールを加え、さらに同様の抽出操作を 2
回繰り返した。この操作で得られた上澄み液の全量に
濃硫酸 5mL を加え、約 130℃のホットプレート上で
濃縮した溶液中の窒素量をケルダール法により定量し
た。なお、この 80% エタノールで可溶され、そのう
ち水にも可溶な窒素化合物は、主に非タンパク態窒素
化合物、水に不溶な画分をプロラミン様窒素化合物と
した。

［リン酸緩衝液抽出画分］
　乾燥試料 300mg を乳鉢に取り、これに数 mL の
100mM リン酸ナトリウム緩衝液（pH7.5）と石英砂（酸
で洗浄済み）を加えてよく粉砕し、リン酸緩衝液で洗
いながら遠心管に全て移し、合計約 40mL になるよう、
さらにリン酸緩衝液を加え、4℃で 1 昼夜放置した。
撹拌後、遠心分離し、上澄み液を 200mL ビーカーに
移した。残さには約 40mL のリン酸緩衝液を加え、同
様の抽出操作をさらに 2 回繰り返した。この上澄み液
の全量に濃硫酸 5mL を加え、約 140℃のホットプレー
ト上で濃縮した溶液中の窒素量をケルダール法により
定量した。なお、この操作での可溶部の窒素量から
80% エタノール可溶部の窒素量を差し引いた量を可

図 1　汚泥肥料中窒素化合物の粗画分手順
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溶性タンパク態窒素量とし、不溶部の窒素量を不溶性
窒素量とした。この不溶性窒素化合物は構造性タンパ
ク質と考えた。

［SDS 抽出画分］
　上述したリン酸緩衝液を用いて抽出した残さに、ラ
ウリル硫酸ナトリウム（SDS）溶液（30g の SDS を
1L の水に溶解）を 50mL 加え、NDF（中性デタージェ
ント繊維）法と同様に 60 分間沸騰水中で加熱した（な
おこのとき、熱変性によるタンパク質の抽出効率の低
下は認められないことが知られている）。この溶液を
遠心分離した残さについて、上記同様の操作をさらに
2 回繰り返した。最終的な残さに含まれる窒素量をケ
ルダール法により定量し、これを細胞壁構成タンパク
態窒素量とした。なおこの定量法において、SDS 溶
液による抽出液は沸騰しやすくケルダール分解には不
向きであるため、膜結合性タンパク態窒素量は、リン
酸緩衝液抽出残さ中の窒素量から SDS 抽出残さ中の
窒素量を差し引いた量とした。

［ケルダール分解］
　上述した 80％エタノール法とリン酸緩衝液抽出法

により抽出された可溶部と、SDS 抽出法で得られた
残さを全量、分解フラスコに入れ、これに触媒（硫酸
銅）3g と 20mL の濃 H2SO4 を徐々に加え、分解装置
で加熱分解した。加熱は、最初は弱火で、分解が進む
につれて高温にした。分解フラスコ中の液が透明とな
り、硫酸銅による青色を呈した後、さらに約 1 時間加
熱を続けた（この分解は 3 〜 8 時間で完了した）。冷
却後、内容液の 2 〜 3 倍量の水を徐々に加えて希釈し
た。このとき、濃硫酸に水を加えると発熱するので、
希釈した分解液が十分に冷めてから 100mL 容メスフ
ラスコに入れ、水を加えて正確に定容した。その後、
ケルダール蒸留装置で蒸留した。このとき、受器用三
角フラスコに 10mL の 0.1N-H2SO4、混合指示薬を 2 滴、
ならびに 10mL の試料溶液を入れた。なお蒸留終了時
に、受器中の溶液が指示薬の酸性色（青紫色）を呈さ
ない場合には、受器に入れる 0.1N-H2SO4 を増すか、
蒸留器に入れる試料液の量を減らすかして調節した。
蒸留終了後、0.1N-NaOH 標準溶液を用い窒素量を滴
定した。

表 2　汚泥肥料中窒素化合物の粗画分結果
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3．結果と考察

　供試した 9 つの汚泥肥料試料を対象に、全窒素含量
と 4 つの画分（非タンパク態窒素、可溶性タンパク態
窒素、膜結合性タンパク態窒素、および細胞壁構成タ
ンパク態窒素）量等について分析した結果を表 2 に、
各試料中の全窒素含量と画分量を図 2、各試料の C/N
比を図 3、各試料の全窒素に占める画分割合を図 4 に
示した。なお図 2 〜 4 の横軸に示した試料番号は、
表 2 に示した汚泥肥料製造方法の種類別に、A 群か
ら C 群（A 群：汚泥を単に乾燥させた肥料；B 群：
堆積発酵させた肥料；C 群：モミガラ等の副資材を加
えて堆肥化した肥料）の順に並べた。
　各試料中の全窒素量は 4.11 〜 7.10％の範囲にあり、
汚泥肥料の成分を示した既往報告値とほぼ同量であっ
た。一方、各試料中の全窒素量と汚泥肥料作成方法と
の関係性は明らかではなかったが、B 群の全窒素量は
比較的高い値であることが示された。試料中の C/N
比は、表 2 に示したように 5.29 〜 7.87 の範囲にあり、
既往報告値とほぼ同等であったが、同比と汚泥肥料作
成方法との関係性は認められなかった。ただし試料⑦
は、図 3 に示したように、他試料に比べ比較的高い
C/N 比を示した。これは、同試料の製造工程でモミ
ガラを堆肥化のための副資材として用いたためと考え
られた。
　一方、窒素肥料としての速効性が高い画分と考えら
れる非タンパク態窒素と可溶性タンパク態窒素の合量
の全窒素に占める比率をみると、図 4 に示したように、
A 群は試料⑥を除き、10 〜 15％程度と比較的低い値
であったのに対し、B 群や C 群は 25 〜 40％程度と高
かった。
　このように非タンパク態窒素と可溶性タンパク態窒
素の合量は、汚泥肥料の製造方法と関係のあることが
示唆された。そこで、供試汚泥肥料中の非可給性窒素
量に対する可給性窒素量の比率を計算し、図 5 に示
した。ここで、可給性の高い窒素化合物の量を可給性
窒素量とし、その量は非タンパク態窒素と可溶性タン
パク態窒素の合量とした。一方、可給性の低い窒素化
合物を非可給性窒素とし、その量は細胞壁構成タンパ
ク態窒素と膜結合性タンパク態窒素の合量とした。
　その結果、汚泥を単に乾燥させて製造した肥料（A
群）では、その比率は試料⑥を除き 0.2 以下であった
のに対し、B 群や C 群、すなわち汚泥を堆肥化する
ことにより上昇し、0.6 程度まで達した。一方この結
果とは逆に、図 4 で示したように、細胞壁構成タン
パク態窒素の全窒素に占める比率は、A 群では 40 〜
50％程度と大きく、C 群では 25％程度と小さかった。

　これらのことから、汚泥肥料に含まれる窒素化合物
の可給性は、汚泥を単に乾燥させて肥料にするより、
堆積発酵させることにより高まり、とりわけ植物性資
材と混合、堆肥化することによりその傾向が顕著にな
ることが示唆された。本研究で得られた分析結果と本
研究における窒素化合物の可給性に関する定義からす
ると、全窒素量に占める可給性窒素の比率は、堆肥化
により 15％程度から 35％程度、すなわち 2 倍強に増
加すると考えられた。
　したがって、汚泥肥料を農地施用する際の施肥設計
において、用いる汚泥肥料の製造方法により、肥料中
窒素の可給性（あるいは速効性）をある程度判断でき
ることが示されたとともに、汚泥肥料中の可給性窒素
の比率を高めるためには、汚泥を単に乾燥させるだけ
ではなく、堆積発酵させる、さらには植物性副資材と
ともに堆肥化することが適切と考えられた。
　また堆肥化の際に、イネのモミガラや稲わらなどを
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混合資材として用いると、これらの C/N 比が高いこ
とから、製造された汚泥肥料の C/N 比も若干高くな
り、窒素含有率は若干低下することが示唆された。

4．まとめ

　汚泥肥料の可給性を評価・検討する研究の一環とし
て、7 つの道県（北海道、山形県、千葉県、岐阜県、
滋賀県、島根県、徳島県）に属する 9 つの農業集落排
水処理施設で平成 24 〜 25 年に製造された汚泥肥料を
供試し、試料中の窒素化合物を非タンパク態窒素、可
溶性タンパク態窒素、膜結合性タンパク態窒素、およ

び細胞壁構成タンパク態窒素に分画することにより、
各供試汚泥肥料中に含まれる窒素化合物の可給性を評
価するとともに、その可給性と製造方法との関係性を
検討した。
　その結果、試料中の全窒素量に占める可給性窒素量
の比率は、堆肥化したもの（35％程度）は堆肥化しな
いもの（15％程度）の 2 倍強であったことから、汚泥
肥料に含まれる窒素化合物の可給性は、汚泥を単に乾
燥させて肥料にするより、堆積発酵させることにより
高まることが示唆され、また、植物性資材と混合、堆
肥化することによりその傾向が顕著になると考えられ
た。したがって、汚泥肥料に含まれる中窒素化合物の
可給性は、その製造方法により異なり、可給性窒素の
比率を高めるためには、植物性副資材とともに堆積発
酵させることが適切と考えられた。
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和田　直樹資源利用係長

国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

特  別  報  告

下水道法の改正について
～下水汚泥と下水熱の活用の推進～

1．はじめに

　本年 5 月に改正された下水道法においては、下水道
における浸水対策の強化や下水道施設の維持管理制度
の拡大に加え、下水汚泥の燃料・肥料としての再生利
用、民間事業者による下水熱利用に係る規制緩和等、
下水道の災害・環境対策への対応の強化が盛り込まれ
た。本稿では、現在の下水道行政の概況を示し、特に
下水道法改正を受けて今後大きな進展が見込まれる下
水汚泥の活用及び下水熱利用に係る下水道法の改正内
容及び近年の取組状況について述べる。

2．下水道行政の概況

　下水道の普及率は、1996 年には 55％であったが、
2013 年には 77％と着実に普及が進められてきた。下
水道普及率の増加に伴い下水の処理水量、及び下水汚
泥の発生量も微増の傾向にある。今後、日本全体とし
ては長期的には人口減少等も見込まれるが、下水道の
普及率の向上や都市部への人口集中の進展などにより
下水道人口は引き続き一定の増加が見込まれる。
　発生汚泥については、2013 年の発生汚泥量は 226
万トン（乾燥重量ベース）であり、下水汚泥リサイク
ル率は 62％であった。最終利用・処分状況別の発生
汚泥量の内訳を図 1に示す。東日本大震災の影響に
より平成 23 年に利用率の減少がみられたが、その後

再度上昇に転じている。また、2013 年の下水汚泥の
有機物中の利用率は、エネルギー利用が約 15％、緑
農地利用が 11％であった（図 2）。

3．改正下水道法における下水道資源の有効利用

3．1　発生汚泥の再生利用の推進
　終末処理場等から発生する下水汚泥等の処理に当
たっては、焼却や再生利用等による発生汚泥等の減量
が進んでいなかった状況を踏まえ、平成 8 年に下水道
法が改正され、下水道管理者に対して「発生汚泥等の
処理に当たっては、脱水、焼却等によりその減量に努
めなければならない」とされた。
　他方、下水汚泥等の再生利用については、減量とい
う目的だけでなく資源の有効活用という観点から、例
えば、「エネルギー基本計画」（平成 26 年 4 月閣議決定）
では、「再生可能エネルギーの導入を最大限加速し、
発生汚泥等の利用を進める」こととされ、「循環型社
会形成指針基本計画」（平成 25 年 5 月閣議決定）では、

「発生汚泥等のバイオマス系循環資源について、肥料
など地域内で循環利用する取組を支援する」こととさ
れ、その取組の推進が重要視されている。
　こうした背景を踏まえ、改正下水道法においては、
下水道管理者に対し、下水汚泥が燃料又は肥料として
再生利用されるよう努めなければならないとする努力
義務規定を措置し、これらの取組を促進することとし
た。
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　また、本法改正を踏まえ、平成 27 年 9 月に閣議決
定された「第 4 次社会資本整備重点計画」においては、
下水汚泥のうちエネルギー利用される量の割合を示す

「下水汚泥エネルギー化率」を指標とし、2013 年約
15％であったものを 2020 年 30％に向上することを目
標として掲げた。

3．2　熱交換器による再生可能エネルギーの活用促進
　下水熱は、未処理下水・処理水が一般に夏は気温よ
り冷たく冬は気温より温かいという特性による再生可
能エネルギー熱であり、この大気との温度差を利用す
ることで、省エネ効果、温室効果ガス排出削減効果が
ある（図 1）。さらに、採熱による環境影響が小さい
など、他の再生可能エネルギー熱（河川水、地下水等）
と比べて複数のメリットがあり、「エネルギー基本計
画」（平成 26 年 4 月閣議決定）においても、「下水熱
等の再生可能エネルギー熱について、導入拡大を目指
す。」とされていること等も踏まえ、積極的な活用が
期待される。
　公共下水道の暗渠である排水施設は、地下に埋設さ
れており、維持管理が難しいことから、光ファイバー
などを除き、これまで公共下水道管理者以外の者が物
件を設置することはできなかった。しかし、近年の技
術開発により、下水の排除に支障を及ぼすことなく下
水から採熱する技術が確立され、また下水熱利用協議
会等における活発な議論等により民間事業者による下
水熱利用に対する機運が高まってきた。
　こうした背景を受け、改正下水道法においては、下
水道の排水施設の暗渠部に熱供給事業者等が下水熱利
用のための熱交換器を設置できることとされた（図
3）。熱交換器等を設置できる主体としては、国、地
方公共団体、熱供給事業者のほか、下水熱の利用に関

図 1　最終利用・処分状況別発生汚泥量（発生時固形物両ベース）

図 2　下水汚泥バイオマス利用率（2013 年度）
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する適正かつ確実な計画を有すること、及び下水熱の
利用を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有
することの要件に該当すると下水道管理者が認めた者
と定めている。

4．下水汚泥のエネルギー・肥料利用の推進

　下水汚泥固形燃料化等、下水汚泥のエネルギー化に
ついては依然として低い水準（平成 25 年度時点でエ
ネルギー化率 15％）にとどまっており、より積極的
なエネルギーとしての活用が求められている。改正下
水道法における燃料としての再生利用とは、たとえば、
下水汚泥固形燃料や消化ガス、下水汚泥の焼却廃熱等
を有効活用することである。この利用を図るため、下
水汚泥の処理施設の更新に当たり、燃料として再生利
用するための消化ガス発電機、下水汚泥固形燃料化施
設、焼却廃熱利用設備等の整備を優先的に検討するな
ど、積極的な下水汚泥のエネルギー利用への取組が期
待される。国土交通省では、取組の推進に向けて以下
の施策を実施している。

4．1　下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェ
クト）

　本事業は、下水道に係る革新的技術について、国土
交通省が主体となって実規模レベルでの技術実証を行
い、ガイドラインをとりまとめ、当該技術の全国的な
普及を図ることを目的とするものである。さらに、実
証技術の国際的基準への反映や実証プラントのトップ
セールスの場としての活用等により、世界の水ビジネ
ス市場における市場拡大に寄与することも期待されて
いる。
　下水汚泥のエネルギー利用関連は、平成 23 年度以
降現在までに 9 事業が採択されている。以下に実証中
の事業を紹介する。

【平成 26 年度開始実証事業】
○水素リーダー都市プロジェクト～下水バイオガス

原料による水素創エネ技術の実証～（実施者：三
菱化工機㈱・福岡市・九州大学・豊田通商㈱、場
所：福岡市中部水処理センター）

【平成 27 年度開始実証事業】
○複数の下水処理場からバイオガスを効率的に集

約・活用する技術（実施者：ＪＮＣエンジニアリ
ング㈱・吸着技術工業㈱・熊本県立大学・山鹿都
市ガス㈱・㈱九電工・シンコー㈱・大津町・益城
町・山鹿市、場所：大津町浄化センター・益城町
浄化センター・山鹿浄水センター）

○バイオガス中の CO2 分離・回収と微細藻類培養
への利用技術実証事業（実施者：㈱東芝・㈱ユー
グレナ・日環特殊㈱・㈱日水コン・（地共）日本
下水道事業団・佐賀市、場所：佐賀市下水浄化セ
ンター）

　また、平成 28 年度においては「中小規模処理場を
対象とした下水汚泥の有効利用プロセス」をテーマと
した事業実施を予定している。

4．2　下水汚泥固形燃料に係る JIS 規格の策定
　下水汚泥固形燃料については、その利用先が発電所
やセメント工場等に限られており、利用拡大への課題
の 1 つとして、明確な品質基準や客観的判断基準がな
いことが挙げられる。そのため、下水汚泥固形燃料の
品質の安定化及び信頼性の確立を図ることを目的とし
て、平成 26 年 9 月に、下水汚泥固形燃料の日本工業
規格（JIS）を制定した。今後は、JIS 規格の積極的活
用のための普及啓発等を行っていくことが必要であ
る。

図 3　暗渠内に熱交換器等を設置するイメージ
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4．3　下水汚泥由来の水素の利用に関する検討
　下水汚泥は、地域資源で発生する循環型のバイオマ
ス資源として地域活性化への貢献が期待されるととも
に、下水処理場に集約され量・質ともに安定的である
ことから、今後進展が期待される水素社会の実現に向
けて有効な再生可能エネルギー源としても高いポテン
シャルを有している。
　下水汚泥からの水素製造については、国土交通省で
は、上述の B-DASH プロジェクトにおいて、2014 年
より福岡市にて下水汚泥から水素を製造する技術の実
証試験を行っており、地方公共団体においても、具体
的な取組の機運が高まりつつある。こうした状況を踏
まえ、2015 年度には「水素社会における下水道資源
利活用検討委員会」を設置し、実際の下水処理場をモ
デルとして、下水汚泥からの水素の製造・利用につい
て、技術面、制度面、経済性等の課題や、その解決策
等について検討を行っている。
　また、既存ストックである下水処理場を有効活用し
た地域バイオマス資源の利活用の推進のため、生ごみ
等他のバイオマスとの複合的な利用の推進や発生する
下水汚泥のエネルギー・肥料利用の促進についても、
地域社会への貢献の観点等も踏まえ地方公共団体等に
おける事業化に向けた課題等の検討を実施している。

4．4　BISTRO 下水道
　平成 25 年 8 月より、国土交通省及び日本下水道協
会は、下水道資源（処理水・汚泥等）の有効利用に取
り組んでいる地方公共団体等のネットワークとなる

「BISTRO 下水道推進戦略チーム」を設置（第一回会合）
し、定期的な会合を農産地で開き、情報の共有化を図っ
ている。
　下水道展 ’13（東京）で開催した第一回会合におい
ては、豊橋技術科学大学、佐賀市、岩見沢市が事例を
紹介し、地方公共団体や民間企業等、多様な団体の参
加のもと、食・農業分野において、より一層、下水道
資源の利用推進を進めていくことを確認した。第二回
会合は、平成 25 年 11 月に帯広市で開催し、同市より
十勝圏で農林水産業と食を柱に産官学で地域振興を図
るブランディング戦略「フードバレーとかち」が発表

され、多くの参加者の関心を呼んだ。第三回会合は、
平成 26 年 2 月に、地域を巻き込んだ出口戦略で注目
を集めた佐賀市において開催した。海苔養殖業に貢献
する処理水の放流や、調味料などの原料製造に伴って
発生する副産物（菌体）を活用して肥料を製造し、販
売するなどの取り組みが紹介された。
　こうした取り組みの成果の一つとして、平成 26 年
4 月に、「BISTRO 下水道推進戦略チーム」は、下水
道資源を利用して栽培した食材を用いた調理例を発
掘・収集し、「BISTRO 下水道～レシピブック Ver1.0
～」として取りまとめた。

5．民間事業者等による下水熱利用推進の取組

　国内における下水熱の利用事例は、下水道施設以外
における利用は、平成 27 年 11 月現在で 15 箇所に限
られている。今般の法改正を受け、下水管渠内への熱
交換機の設置が進むことが予想されるが、管渠内への
熱交換機の設置による下水熱利用の事例はこのうち３
事例である。民間事業者等による下水熱利用のさらな
る推進のため、国土交通省では、以下の施策に取り組
んでいる。
　
5．1　下水熱利用マニュアルの公表
　下水熱利用の普及に当たって、検討にあたって必要
となる手順・手続き等について詳述した「下水熱利用
マニュアル」（平成 27 年 7 月）を公表した。本マニュ
アルは、平成 24 年に策定された「下水熱利用手続き
ガイドライン」を、下水熱利用協議会での議論に基づ
き下水熱利用の事業スキームの検討や、法改正を踏ま
えた民間事業者と下水道管理者との間での調整等に関
する情報等をとりまとめたものである。

5．2　下水熱ポテンシャルマップの整備
　下水熱の利用にあたっては、下水熱のポテンシャル
とこれを利用する民間の都市開発事業とのマッチング
が課題として挙げられた。下水道管理者が提供する都
市内に存在する熱賦存量、存在位置等の熱ポテンシャ
ル情報と下水熱に適応する可能性の高い民間の都市開

表 1　下水汚泥固形燃料ＪＩＳ規格の概要
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発動向をマッチングさせ、都市開発構想段階において、
下水熱利用の検討を活性化させることが有効である。
しかしながら、下水熱ポテンシャルに関する情報は整
備されておらず、下水熱の利用を検討するに当たって
は、民間事業者が個別の事業ごとに一つ一つ調査しな
ければならない状況である。そのため、国土交通省で
は環境省と連携して、平成 27 年 3 月に「下水熱ポテ
ンシャルマップ（広域ポテンシャルマップ）作成の手
引き」「下水熱ポテンシャルマップ（詳細ポテンシャ
ルマップ）作成の手引き」を作成した。

5．3　下水熱利用アドバイザー派遣等支援事業
　下水熱利用事業の導入を検討しようとする際には、
他分野にわたる関係者での基本的な情報の共有、技術
の選定、関係者間の調整、事業評価などの課題が考え
られる。このため、国土交通省では下水熱利用事業の
導入を検討する地方公共団体等に対し、「下水熱アド
バイザー派遣等支援事業」を実施している。
　本年 5 月に対象団体の募集を行い、当初予定の 10
団体を大幅に上回る 18 団体からの応募をいただいた

（いずれも地方公共団体）。現在は、下水熱利用事業の
導入を検討しているこれらの団体に対し、地方公共団
体の担当部局や関係する部局を含めた勉強会、地域の
地方公共団体担当者への公開セミナー等を実施してい
るところである。また、支援対象団体のうち１団体程

度については、事業採算性等に関する実現可能性調査
（FS 調査）を実施し支援する予定である。
　これらの成果については、事務局において下水熱利
用の導入に当たっての課題等として整理の上で、下水
熱利用推進協議会（平成 28 年 2 月下旬開催予定）に
おいて報告する予定である。

6．おわりに

　平成 26 年 7 月にとりまとめられた「新下水道ビジョ
ン」においては、長期ビジョンの 1 つの柱として、“水・
資源・エネルギーの集約・自立・供給拠点化”が掲げ
られている（図 4）。今後の再生可能エネルギー資源
利用のさらなる推進に向けては、エネルギー製造の面
では、低コスト・高効率技術の導入といった取組に加
え、小規模な終末処理場等の連携による汚泥処理の広
域化・集約化や、下水汚泥以外の地域のバイオマス資
源との連携によるエネルギーの地産地消への取組等が
必要である。また、製造されるエネルギー資源の更な
る活用を図るため、需要と供給のマッチングをはじめ
とした、他分野・他業界・周辺住民との連携が重要で
ある。
　関係各位の御協力をお願いするとともに、国土交通
省としても、引き続き推進・支援していきたい。

図 4　下水道の水・資源・エネルギーの集約・自立・供給拠点化
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図－ 1　事業範囲

キーワード：炭化炉、有効利用、固形燃料

尾崎　晃利大阪市建設局南部方面管理事務所設備課

木下　隆二大阪市建設局　下水道河川部　設備課

投  稿  報  告

大阪市における汚泥炭化炉施設の
運転実績について

1．はじめに

　下水道は、快適な市民生活を支える基本的な社会基
盤のひとつで、豪雨や台風などの浸水からまちを守り、
衛生的で快適な生活環境を支え川や海の水質を守ると
いった大切な役割を担っている。近年は環境にやさし
い、循環型社会の構築が求められており、下水道資源
の有効利用の推進も重要な役割のひとつとなってい
る。
　大阪市の汚泥の有効利用は、平成 12 年に焼却炉の
改築更新事業として平野下水処理場に溶融炉を建設し
たことから始まり、その後、舞洲スラッジセンターに

溶融炉５基を建設し、平成 26 年 4 月に平野下水処理
場に炭化炉が稼働したことにより、汚泥の全量有効利
用ができるようになった。
　今回、炭化炉の建設・試運転が完了し約 1 年の稼働
実績ができたので運転状況を報告する。

2．大阪市汚泥固形燃料化事業概要

　平野下水処理場内において、下水汚泥を炭化燃料化
する炭化炉等を設置し、これまで焼却していた下水汚
泥を炭化燃料化物に生成する。生成された炭化燃料化
物は石炭火力発電所で石炭代替燃料として、20 年間
にわたり全量有効利用するものである。（図－１）
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　（1）処理方式
　　　低温炭化方式
　（2）処理能力

33t-DS/日〔標準脱水ケーキ 150t/日（含水率 
78％）〕消化汚泥の代表値

　（3）計画処理量
10,890t-DS/年〔標準脱水ケーキ 49,500t/年（含
水率 78％）〕（稼動率 90.4%）

　（4）計画燃料化物量
8,558t-DS/年

　（5）事業方式
PFI（BTO）方式　　　サービス購入型

　（6）事業期間
【設計 ･ 建設】　　　平成 23 年 4 月 27 日 ～ 
　　　　　　　　　平成 26 年 3 月 31 日

【維持管理 ･ 運営】　平成 26 年 4 月 1 日 ～ 
　　　　　　　　　平成 46 年 3 月 31 日

3．炭化炉試運転

　（1）試運転
　試運転は、総合的なプラントとしての機能を確
認するとともに最適運転条件を設定した後、性能
試験（72 時間試験）、停電試験、解放点検を行った。

　（2）対象汚泥
　平野下水処理場は、現在、消化槽を有していな

いため未消化汚泥であり、他下水処理場から消化
汚泥を受入れて、混合汚泥を対象としている。
　また、要求水準書での脱水ケーキの主要な汚泥
性状を表－ 1 に示す。

　（3）性能試験
　炭化炉の処理能力は、150t/日であるが、要求
水準書での処理能力の記載は、乾固形物量として
33 t-DS/ 日としている。
　主要な汚泥性状代表値（表－ 1）のうち、脱水
ケーキの含水率は 75 ～ 82％としていて、性能試
験時での脱水ケーキの含水率は 82 ％近くあった
ため、180t/日以上の処理を行い、乾固形物量の
33t-DS/日以上の性能確認を行った。（表－ 2）

　（4）技術提案書に基づく数値確認事項
　維持管理・運営業務期間におけるユーティリ
ティ費（都市ガス、電力等）は、汚泥性状の変動
を考慮して、補正を行うこととしており、補正方
法は、事業者が収支計算により提案されている。
　性能試験では、都市ガスの性能試験値が補正後
の技術提案よりも高い結果となったほかは、技術
提案よりも良好な結果となった。補正後の技術提
案値と性能試験結果との乖離については、経年効
果を踏まえて判断する必要があるため、この時点
では、補正係数の適正を引き続き検証していくも
のとした。

表－ 1　主要な汚泥性状代表値および変動値（計画値）

表－ 2　試運転時の汚泥処理量（実績値）
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4．実運転状況

　（1）汚泥処理量
　平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日の 1
年間の汚泥処理量と燃料化物製造量の処理実績を
表－ 4 に示す。
　年間の汚泥処理量は、計画値に対して 84％で
あった。これは、本市側の事由で汚泥の供給がで
きなかったこと、また、炭化炉設備の部分的な改
良や初期トラブルによる炭化炉の停止があったこ
とによる。
　燃料化物製造量については、図－ 2 に示すと
おり、標準汚泥より含水率が高いため計画量の

76％となった。
　計画値の年間 49,500t は、150t/日を年間 330 日
運転して達成できる量である。平成 26 年度は定
期修繕による設備の停止が 34 日であったが、設
備の部分的な改良や初期トラブルによる設備停止
が複数回発生しており、年間の稼働日数は 330 日
を下回った。また、本市側の事由により 150t 以
上の汚泥供給ができなかった日数が 100 日程度
あった。
　設備停止を伴う故障の多くは、乾燥機およびコ
ンベヤ類の初期不良によるもので、運転初年度に、
設備改善や調整を行ったことで、平成 27 年度に
入ってからは乾燥機、コンベヤによる設備停止の
報告はされていない。

図－ 2　脱水汚泥含水率の変動

表－ 3　性能試験値

表－ 4　Ｈ 26 年度の汚泥処理量および燃料化物製造量
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　（2）脱水ケーキおよび燃料化物の性状
　脱水ケーキは、平野下水処理場の未消化汚泥の
割合が多く、脱水ケーキの発熱量が高くなり燃料
化物の発熱量も同様に高い値となっている。

　（3）燃料化物の有効利用
　平野下水処理場で製造された燃料化物は、電源
開発㈱高砂火力発電所、住友大阪セメント㈱赤穂
発電所にて石炭代替燃料として有効利用された。

　（4）実運転でのユーティリティ使用量
　実運転時の原単位を理論値と実測値で比較する

と都市ガスについては理論値 68.9Nm3/t に対して
実測値 66.9Nm3/t であり顕著な差は見受けられな
い。電力については、理論値 120.9kWh/t に対し
て実測値 108.0kWh/t であった。いずれも実使用
量が理論値以内に収まっており良好な運転がなさ
れている。
　今後は、経年劣化の影響を受けて都市ガスおよ
び電力使用量がどのように推移するかモニタリン
グしていく必要がある。

表－ 5　脱水ケーキの性状

表－ 6　燃料化物の性状

表－ 7　燃料化物有効利用先

表－ 8　実運転の都市ガスおよび電力使用量
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6．おわりに

　平成 26 年度の実運転で、汚泥処理量が年間計画値
に達成できなかったこと、燃料化物の塩素濃度が高く
なることによる受入先の問題があった。
　汚泥処理量の計画値に対する達成は、炭化炉設備の
初期トラブルもあり達成できなかったが、設備の改善
などＰＦＩ事業者による、柔軟かつ敏速な対応により、
今後は改善できる見込みである。また、炭化炉は、下
水道資源の有効利用の推進に重要な役割のひとつと

なっている技術であり、この燃料化事業を成り立たせ
るためには、燃料化物の安定した引取り先が必要であ
る。
　燃料化物の塩素濃度問題については、不明水対策は
行っているものの、改善には至っておらず、受入基準
の見直し等、事業者に頼るところが大きく、今後も調
整が必要である。
　これらの課題を踏まえ、本市と事業者がそれぞれ与
えられた役割と責務を十分認識し、今後とも、安定し
た汚泥の有効利用事業を行っていきたい。

5．塩素濃度について

　大阪市内陸部に位置する下水処理場の汚泥ケーキ含
有塩素濃度は、800 ～ 1,000mg/kg であり、これは石
炭に含まれている塩素濃度の最大値と同程度であった
ため当初は、問題意識はしていなかった。しかし、近
年の汚泥量の減少により平野下水処理場の炭化炉、溶
融炉の定格運転をするには、臨海部の下水処理場の汚
泥を平野下水処理場へ送泥し処理する必要が生じた。
そこで、臨海部の住之江下水処理場と津守下水処理場

の消化汚泥の性状を測定したところ、住之江下水処理
場は、1,400 ～ 1,800mg/kg、津守下水処理場では、2,300
～ 2,800mg/kg あった。この消化汚泥の塩素濃度の値
が、燃料化物にも移行し、同じような塩素濃度の値と
なるが、高塩素濃度の燃料化物でも運用可能なよう検
討を進めている。
　本市の下水道整備は古くから行われている為、臨海
部の下水処理場では海水による不明水が影響している
と思われる。今後、固形燃料化事業については、汚泥
中の塩素濃度の値も検討項目に入れる必要があると思
われる。

表－ 9　汚泥中の塩素濃度
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キーワード：汚泥燃料化事業、民間活力イノベーション推進エネルギー事業、DB＋ O方式

水野　真児
静岡市上下水道局下水道施設課

投  稿  報  告

中島浄化センター汚泥燃料化事業
について

1．中島浄化センターの現状

　中島浄化センターは、市の南西部を処理区域として
昭和 60 年に供用を開始し、標準活性汚泥法による日
量最大 101,250m3 の能力を有する処理場である。
　汚泥処理は、葵区と駿河区にある 3 浄化センターの
汚泥を中島浄化センターに集約し、平成 3 年度に設置
した 1 号焼却炉（40t/ 日）と平成 11 年度に設置した
2 号焼却炉（100t/ 日）により、年間約 31,000t の汚泥
を焼却処分し、焼却灰（年間約 1,100t）は外部委託に
よりセメント原料として有効利用している。

2．汚泥燃料化事業の経緯

（1）事業計画
　本市では平成 20 年度に「静岡市汚泥処理計画」を
策定し、下水汚泥を廃棄物として処分するのではなく、
資源として活用することにより、安価で安定した汚泥
有効利用を実現することとし、コンポスト化、セメン
ト原料化、燃料化（炭化方式及び乾燥方式）について、
経済性、環境性等の比較検討を行った。その結果、経
済性に優れ CO2 排出量の低減が期待できる、炭化方
式による汚泥燃料化を今後の更新計画とし、老朽化に
伴い更新時期を迎えた 1 号焼却炉を事業対象とした。

（2）事業方式【図 1 参照】
　汚泥燃料化事業は、下水汚泥有効利用における新し
い技術の導入であり、生成される燃料化物の利用先を
確保することが重要であることから、契約方法は事業
の責任を市におき、設計・施工を一括発注し、業者選
定の過程で維持管理運転と燃料化物利用を確約させる
DB+O 方式を採用した。平成 25 年 4 月、総合評価一
般競争入札方式（高度技術提案型）により発注し、平
成 25 年 12 月にメタウォーター（株）と基本協定及び、
建設工事契約を締結後、平成 27 年 4 月より現地工事
に着手している。今後、基本協定に基づき、特別目的
会社（SPC）を設立させ、市は SPC と約 20 年間の維
持管理運転契約及び、燃料化物売買契約を締結する予
定である。

（3）「民間活力イノベーション推進下水道事業」の採択
　当初は、社会資本整備総合計画の「民間活用型地球
温暖化対策下水道事業」として業務を進めていたが、
平成 26 年 4 月「民間活力イノベーション推進下水道
事業」が新たに創設され、同事業の採択を受け、業務
を進めることとなった

3．燃料化施設整備の概要

　本市の汚泥燃料化施設は、汚泥処理能力 75t（wet-t/
日）、の炭化炉を中心とした施設であり、年間 1,200t
の燃料化物の製造を行う。施設フローは以下のとおり
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である。【図 2 参照】
①　場内で発生した脱水汚泥を、熱風炉で発生させる

熱風を使い、乾燥機で乾燥汚泥とする。
②　次に炭化炉で熱分解し、熱分解ガスと炭化物を同

時に生成させ、炭化物回収機に送る。
③　炭化物回収機で炭化物を分離回収し、回収した炭

化物は造粒し形を整え、燃料化物として完成させる。
④　残った熱分解ガスは、再燃炉で燃焼させ、発生し

た高温の燃焼排ガスから熱回収を行い、燃料使用量
の節約を図る。

　また、本市の施設フローの特徴は以下のとおりであ
る。
①炭化炉が流動床式である

　本市の炭化炉は流動床式であるため、設備の稼働
部が少なく修繕費削減が見込め、臭気漏れのリスク

図 1　DB+O 方式による事業形態

図 2　燃料施設フロー図
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も低い。また、必要な設置面積も小さいことから、
施設がコンパクトにでき、維持管理性が向上するメ
リットがある。

②省エネ、温室効果ガス削減
　脱水汚泥の持つ熱量を最大限に活用し、燃料化物
の製造を行い、燃料使用量の削減を図っている。

③発生臭気の削減
　汚泥乾燥工程などで発生する臭気ガスは、燃焼用
空気として活用し、効率的な臭気の発生抑制に努め
ている。

4．事業によるメリット

　汚泥燃料化は、主に環境面と経済面のメリットがあ

り、環境面では、炭化方式は汚泥の燃焼させないこと
から、温室効果ガスの排出が削減され、従来型の同規
模の焼却設備と比べて、約 2,700t-CO2/ 年の削減が見
込まれる。経済面では、これまで焼却灰の有効利用に
は処分費として、年間約1,500万円の経費が必要であっ
たが、生成した炭化物を燃料として売却することが出
来、処分費の削減が出来る上に、1t 当たり 100 円の
売却益が見込まれる。

　最後に、本市の汚泥燃料化事業は、施設の老朽化対
策を契機に処理方式などの検討を始め、環境負荷の低
減と経済性を考慮してきたが、今後は更なる温暖化対
策や省資源、省エネルギーを図るべく、民間の知恵や
資金の活用をしていきたいと考えている。
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コ ラ ム

環境共生住宅

　私が現在、住んでいる「欅ハウス」は我々のチームが東京都内で
手掛けた２番目の環境共生住宅です。環境共生住宅とは自然のエネ
ルギーを活かして住まいを快適にする住宅づくりのことです。簡単
に言ってしまえば、都心の住宅地で夏、クーラーに頼らないでも暮
らせる家づくりを目指したものです。東京の世田谷区役所通りに面
した、こんもりと木々に覆われた 5 階建ての RC 造の建物がそれです。
完成当初は植栽も小さく、効果もさほどではなかったのですが、10
年以上経った今では建物周辺の高木も 10 メートル近くに達し、壁面
もすっかり蔓植物に覆われています。夏の暑さにも充分に緑の効果
を実感できる様になっています。建物の断熱性能や風通しを考える
のは当然の事として、遮熱性や蓄冷熱利用といった機能を植栽との
関係で総合的に設計をしたのが特徴です。屋上には 30 センチの土盛
りをして芝生広場、畑、果樹園として利用をしています。東と南の
外壁面は緑化用のワイヤーメッシュを張り、フジ、ツルウメモドキ、
ノウゼンカズラなどを絡めて緑のカーテンにして、5 階まで覆っています。さらに北側の庭には樹齢
200 年以上のケヤキをはじめ、アカマツ、モミジ、シダレザクラ、ジュンベリー、シャクナゲなどの
多くの植栽で林のような庭を形成しています。さらに池を掘って井戸水を循環させています。
　皆さんは森や林の中に入ると真夏は涼しく、真冬は逆に暖かく感じた事があると思います。健康な
森林ほど気持ちのいい空気に包まれているのを感じることがあるでしょう。
　その事を都心の住宅地で再現しようとしたのです。これはただ木々が集まって木陰や風除けになっ
ているからでなく、木々が生き物として健康に生きていこうとして作る環境によるのです。植物は太
陽光を利用して地中から吸い上げた、水と空気中の二酸化炭素とを反応させて自らの栄養を作り出し
ています。その事が最大限に機能を発揮する様に周辺の環境を自ら作り上げています。そこに我々人
間も関与するように組み込まれています。それを生態系と言いますが、みんなで生きていく環境を協
力して作ってきたのです。植物も人間と同じく、体温が 40 度を超えると生命としての機能を失います。
なので常に葉から水分を蒸発させて 36 度以上にならないようにしています。そのことで木の下は常
に一定の気温に保たれています。夏には空気の下降流が生まれて涼しい風となっています。また、植
物は根を地中に張り巡らせ土を細かくして水が染み込みやすい状態を作っています。このことで空気
も一緒に土中に送り込むことが出来ます。さらに葉を落とし、いらなくなった小枝をふるって木々の
足元に降らせて土壌作りもしているのです。こうする事で地域全体が土中の水脈とつながる働きをし
ています。それは地域全体が呼吸をしているのと同じです。我々が普段、見ることのできない地下水
脈の流れまで植物の働きが関係しているのです。この様に植物たちが健やかに生きる環境の中に我々
人間にとっても心地よい居場所があるのです。環境共生住宅とは植物たちが作り出す生態系の心地よ
さを住宅内に取り込む技術なのです。我々人間はまだまだ、自然から学ぶ事がたくさんある様です。

エービーデザイン株式会社
　代表取締役　正木　覺
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キーワード：マニュアル、下水汚泥、建設資材

下水汚泥利用促進検討調査専門委員会　事務局
前田　明徳
粟野　仁史
満生健一郎

日本下水道協会

㈱東京設計事務所

報  告

下水汚泥有効利用促進マニュアル
−持続可能な下水汚泥の有効利用を目指して−
の発刊（その３．建設資材利用編）

1．はじめに

　前報（その 1、総論）にて示したとおり、本マニュ
アルの第 3 章は PDCA サイクルの中の Plan ＆ Do を
示しており、各分野技術のマネジメントとして下水汚
泥肥料、下水汚泥建設資材、下水汚泥エネルギー化の
3 分野について基本事項および適用事例、課題と対応
策について示してある。
　本報では、その 2．肥料利用編に引き続き、下水汚
泥建設資材利用について報告をする。

2．旧マニュアルとの比較

　本マニュアルは、日本下水道協会より発刊されてい
る旧マニュアル「下水汚泥の建設資材利用マニュアル
− 2001 年版−」の内容について、基本事項について
は一部踏襲し、最新情報を加えることにより最新の
ニーズに対応する形となっている。旧マニュアルに記
載の内容から本マニュアルへの記載に伴い加筆・改正
した内容は、表 -1 に示すとおりである。
　以下、本マニュアルに記載の内容について報告する。

3．下水汚泥を原料とする建設資材の基本事項

1）　建設資材の利用に関する下水汚泥の特性
　建設資材として利用するにあたっては、下水汚泥の

特性に十分に留意する必要がある。本節では高分子系
焼却灰、石灰系焼却灰及び溶融スラグの比重・粒度分
布・化学組成といった一般特性について概略を示した。
また、汚泥リサイクル製品の環境安全性について、土
壌環境関連基準及びその測定方法や、再生建設資材安
全性評価法について紹介した。

2）　下水汚泥を原料とする建設資材の種類と特徴
　下水汚泥を原料とする主な建設資材は、セメント原
料、埋戻材（土質改良材）、アスファルトフィラー、
コンクリート二次製品、路盤材、骨材、焼成二次製品
などがあり（図 -1参照）、本マニュアルではこれらの
下水汚泥を原料とする建設資材について、その概要や

図 -1　リサイクル製品と下水道原料の関係
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特徴を記載した。以下に各利用用途を示す。
①セメント原料：焼却灰の化学成分は、一般にセメン

ト用粘土原料の化学成分に近いため、通常の JIS セ
メントの原料の一部として使用できる。

②埋戻材（土質改良材）：焼却灰を土質改良材として
用いて改良土を製造することができる。

③アスファルトフィラー：焼却灰を、アスファルト混
合物にフィラーとして通常使われている石粉等の全
部または一部代替として利用できる。

④コンクリート二次製品：焼却灰や溶融スラグを、イ
ンターロッキングブロック等のコンクリート二次製
品に利用できる。

⑤路盤材：焼却灰や溶融スラグを、路盤材として利用
できる。

⑥骨材：焼却灰や溶融スラグを、軽量骨材やコンクリー
ト骨材に利用できる。

⑦焼成二次製品：焼却灰をタイル等の焼成二次製品と
して利用できる。

3）　品質管理
　再生建設資材は長期間使用されるため、当該製品に
関連する適切な規格を取り上げ、それらを満たすこと
が重要であり、資材自身の物理的な面と使用された場

所における環境面の両面の安全性を確保するための品
質管理が必要である。

4）　流通
　下水汚泥利用製品の販売には流通とそれに係るコス
トを十分に検討する必要がある。流通の一般的な流れ
を図 -2 に示すが、下水汚泥利用製品を製造する場合、
民間企業が同様の類似製品を製造しており、競合する
こと等が考えられる。
　下水汚泥のリサイクルは、循環型社会への貢献を鑑
み汚泥の特性や地域にあった条件で行うものであり、
営業利益を優先としたものではないことを踏まえ、民
業への圧迫などに配慮した価格設定等に留意すること
が望ましい。
　また、表 -2 に汚泥形態別の利用状況（平成 24 年度）
を示す。これより、脱水汚泥の形態による取扱量が多
いことがわかる。

4．建設資材化の適用事例

　建設資材化技術別に最新の適用事例を示し、自治体
等が参考にできるよう整理している。セメント原料化
利用の事例、土質改良材利用の事例、アスファルトフィ

表 -1　旧マニュアルと本マニュアルの比較

図 -2　生産財の流通
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ラー利用の事例、コンクリート二次製品利用の事例、
路盤材利用の事例、その他下水汚泥建設資材利用の事
例に分けて記載している。事例ごとに、「事業概要」「導
入の背景」「導入効果」「今後の課題、展望」を記載し
ている。以下に、代表的な事例を示す。

1）脱水汚泥及び焼却灰のセメント原料化利用（福岡市）
①事業概要

　福岡市では、5 箇所の水処理センターで年間約
17,660 万 m3（平成 24 年度）の処理を実施し、うち
2 ヵ所のセンターで焼却処理を行い、脱水ケーキ及
び焼却灰を民間業者への売却・処分により全量有効
利用している。（図 -3 参照）

②導入の背景
　都市化の進展に伴い、埋立地の確保が困難になっ
てきており、福岡市では下水汚泥の資源的価値に着
目した建設資材化利用により、有効利用を進めてい
る。セメント原料として有効利用を開始した平成 5

年度当時、福岡県は全国第 1 位のセメント生産高で
あったことから、セメント工場も多く、安定した処
分受入れが可能であった。

③導入効果
　平成 24 年度実績で、日平均 268.3t（年間 97,917t）
の下水汚泥（脱水ケーキ）が発生しており、全量を
セメントや土質安定材の原料として有効利用してい
る。

④今後の課題と展望
　公共事業の縮小に伴う建設資材の原料としての需
要が減少傾向を示しており、将来にわたり安定した
処分方法の確保や、リスクに対して柔軟な対応がで
きるよう、処理処分方法の多様化が課題であり、汚
泥燃料化施設の導入等を検討中である。

2）焼却灰の土質改良材利用（札幌市）
①事業概要

　札幌市では、2 箇所のスラッジセンターで汚泥の
焼却処理を行い、下水道再生土や改良埋戻し材と
いった土質改良材やセメント原料として、全量を有
効利用している。（図 -4 参照）

②導入の背景
　下水汚泥の処理は各処理場において個別処理を

表 -2　汚泥形態別の利用状況（平成 24 年度）

図 -3　下水汚泥の有効利用 図 -4　汚泥の処理の体系
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行ってきたが、設備の統合・大型化や維持管理人員
の削減が可能であり、コスト的にも優位であること
や、施設更新のためのスペース確保が困難であるこ
となどから、2 箇所のスラッジセンターによる汚泥
の集約処理を行っている。集約処理により、効率的
な資源化が可能となり、有効利用につながった。

③導入効果
　平成 25 年度実績で、日あたり 57t（年間約 20 千 t）
の下水汚泥（焼却灰）が発生しており、全量を土質
改良材やセメント原料として有効利用している。

④今後の課題と展望
　これまで、下水汚泥の焼却灰を中心に、土質改良
材（埋戻し材）やセメント原料などの建設資材とし
て有効利用してきたが、安定した汚泥の処理処分を
引き続き行っていくためには、更なる汚泥の有効利
用策の多角化を目指していく必要がある。

3）焼却灰のコンクリート二次製品利用（神戸市）
①事業概要

　神戸市では、平成 21 年度より民間との共同研究
を行い、民間企業等が保有する先端技術や製品開発
力を活用し、下水汚泥焼却灰の新たな有効利用方法
の研究や製品開発の研究を実施している。

②導入の背景
　下水汚泥焼却灰の有効利用率について「こうべア
クアプラン 2015」で、平成 27 年度末までに 35%
を目標としているが、既存の有効利用方法だけでは
目標達成が難しい状況であることから、民間との共
同研究を実施することとした。（図 -5 参照）

③導入効果
　平成 25 年度実績で、年間約 4,390t の下水汚泥（焼
却灰）が発生しており、うち 887t/ 年を有効利用し
ている。（有効利用率 20.2%）
　このうち、コンクリート二次製品やアスファルト
フィラーなどの建設資材利用が9割以上となっている。

④今後の課題と展望
　インターロッキングブロックは市のグリーン調達
重要物品（市独自）に指定することで普及促進を図っ

ており、また、灰入製品の製造企業数を拡大し複数
企業とすることでリスク分散を図っている。
　また、市発注の公共工事以外での需要拡大のため、
市のホームページへの認定製品一覧の掲載、パンフ
レット作成・配布等により、市の関係部局内への周
知を行っている。

4）溶融スラグの路盤材利用（滋賀県）
①事業概要

　滋賀県では、リサイクル認定精度として、主に県
内で発生する循環資源（廃棄物や製造過程で発生し
た副産物、間伐材など）を利用し、県内事業所で製
造加工される製品を対象に、一定の基準に適合する
ものを「滋賀県リサイクル製品」として認定し、滋
賀県民や事業者に対し利用推進を図るとともに、公
共工事等を通じて率先利用を進めている。

②導入の背景
　従来から下水管渠の埋戻材としてスラグを利用し
てきたが、さらなる用途拡大を図るため、下水汚泥
溶融スラグ入り再生砕石の下層路盤材への適用に係
る運用細則を定め、平成 20 年度から市町の下水道
工事における舗装工事の下層路盤材に、スラグ再生
砕石を使用することとした。（図 -6 参照）

③導入効果
　平成 25 年度実績で、年間約 2,400t の溶融スラグ

図 -5　灰入り製品の認定・利用の流れ

図 -6　「下層路盤材への摘要に係る運用細則」抜粋
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が発生しており、有効利用量は過年度貯留分も含め
年間 2,766t である。

④今後の課題と展望
　スラグの利用量は市況に左右されるとともに、下
水道普及率上昇に伴い下水道工事への利用量減少が
見込まれ、安定的な利用先の確保が課題である。
　溶融方式は汚泥の確実なリサイクルを行うことが
できる反面、大量の化石燃料を使用し、処理費用も
高いため、他の処理方式についての検討を行い、事
業化に向けた取組を進めている。

5．適用事例の課題と対応策

　マニュアルでは、建設資材化の事例から出された課
題を抽出し、他の事例から導き出される対応策や考え
られる対応策等を記載している。
　一例を以下に示す。

1）課題
①セメント原料として利用する場合

　受入れ可能なセメント工場が少なく、民間の需要
動向に左右されるため、リスクを考慮すると多用な
有効利用のひとつとして捉える必要がある。

②土質改良材として利用する場合
　埋戻材の品質は、原料となる掘削土の含水率に
よっては、焼却灰の添加量による変動を受けやすい
ので、掘削土の質に応じた品質管理が必要である。

③アスファルトフィラーとして利用する場合
　公共事業としての利用がほとんどであり、公共事
業の減少等による需要の変動が見込まれる。また、
時期によっても利用量が変動する。

④コンクリート二次製品として利用する場合
　鉄筋コンクリート二次製品は輪荷重のかかる箇所
で使用されることがあるため、確実な強度管理が要
求される。

⑤路盤材として利用する場合
　下水道工事において利用している事例では、下水
道普及率の上昇に伴い、主な利用先である下水道工
事への利用量減少が見込まれる

⑥その他利用について
　資源とエネルギーを相互融通しているケースで
は、双方で効率的な運用ができている反面、互いに
施設やエネルギーを依存しており、一方の施設が停
止した場合に他方の施設でも影響を受けることがあ
る。

2）対応策
　上記の課題への対応策としては、各利用用途に共通

する事項が多く、以下のような対応策が必要である。
　・社会情勢の変化等に伴う建設資材への需要変動に

対しては、民間との共同研究（新たな有効利用方
法の研究や製品開発など）を行うなど、有効利用
先の多角化を検討し、安定的な利用先を確保する。

　　　なお、有効利用先の多角化にあたっては、汚泥
の固形燃料化や民間施設でのコンポスト化など、
建設資材利用以外の有効利用方策についても検討
を行うことが重要である。

　・時期による需要変動に対しては、年間発生量をカ
バーするなど、ある程度の需要変動に対応できる
ストックヤードや搬出設備を確保する。

　・鉄筋コンクリート二次製品の強度などの品質につ
いては、利用用途別に定められた規格値を満足す
るよう品質管理を適正に行う。

　・資源とエネルギーを相互融通しているケースでは、
互いの事業で日常的な情報共有が重要であり、さ
らに将来の改築や更新計画を共有しつつ、互いの
事業の安定化を図る。

6．マーケティング充実に向けた課題と対応策

　アンケート結果や自治体の取組事例等から挙げられ
た課題を抽出し、マーケティング充実に向けた対応策
を示している。

1）有効利用の減少や変動に対する対策
　取引先の多角化により、急激な利用量の減少を防ぎ、
安定的な供給量の確保に努める。
　公共工事では仕様書にリサイクル製品の使用を義務
付けるなどの普及対策を実施する。
　また、利用量の変動に対してストックヤードの確保
を行う。

2）効率的な事業の実施
　事業形態の多様化（DB、DBO、PFI）により民間
の技術力・ノウハウを活用しつつ、事業の効率化を図
る。

3）新たな利用用途の拡大
　民間との共同研究等も含め、新たな有効利用方法の
研究や製品開発の研究を実施し、新たな利用用途につ
いての模索を継続的に行う。

4）認知度・情報量の不足
　リサイクル製品認定制度等を導入するとともに、
ホームページへの認定製品一覧等の掲載やパンフレッ
トの作成・配布による周知を行う。
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　環境安全性や品質等を情報公開することで、安心で
信頼できる製品であることをアピールする。

5）環境物品としての登録
　環境安全性や品質等について、継続的に情報を蓄積
することで、環境負荷低減効果、長期利用に対する安
全性や品質の確保、安定的な生産や供給体制の確保、
景観上の制限といった採用基準に対する説明が可能と
なる。
　また、環境物品としての登録ができれば更なる利用
促進が期待できる。

7．おわりに

　建設資材化としての近年の汚泥有効利用割合は横ば
いであり、今後の急激な利用増加は考えにくい。その
ため、自治体内部での利用促進制度などを設けて普及
に努めること、あるいは、自治体での製造に加え、
PFI 事業や民間製造業者を利用しながら、民間の技術
力を活用することなどが、有効な利用促進方法と考え
られる。また、利用用途先においても、公共工事だけ
でなく民需利用など、多角化の推進が望まれる。

図 -6 下水汚泥を原料とする建設資材の利用促進イメージ
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ニュース・スポット

関係団体の動き

隅田川・神田川　東京の下水道関連施設め
ぐりエコツアーに参加して

　　編集委員会事務局

キーワード：隅田川・神田川、屋形船・小型船で視察、
ＢＩＳＴＲＯ下水道、天ぷら

　「隅田川・神田川　東京の下水道関連施設めぐりエ
コツアー」が 9月 25 日に行われました。
　ツアーは東京の下町の魅力を発掘・発信するＮＰＯ
法人江戸まち通信が主催しているもので、2020 年の
東京オリンピック・パラリンピックに向けてより多く
の人に下水道へ関心を持ってほしいとの狙いで企画さ
れたものです。
　隅田川・神田川を屋形船・小型船で周遊し、船内か
ら下水道関連施設を見学するという内容だったもの
の、当日はあいにくの天候で神田川周遊は中止となり、
柳橋から白鬚橋、両国橋、永代橋を巡りながら隅田川

船内ではクイズなどで盛り上がった
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を屋形船で巡りました。
　船からは、箱崎ポンプ所や蔵前ポンプ所、両国ポン
プ所など隅田川ならではの下水道関連施設を間近に見
ることができ、海抜ゼロメートル地帯の内水排除を学
ぶことができました。また船内では、東京都下水道局
計画調整部・青山忠史技術開発課長と東京都下水道
サービス・髙相恒人管路部長が東京都の下水道につい

てクイズなどを盛り込みながら説明があり、参加者は
これまでよりいっそう下水道の見識を深めることがで
きました。
　昼食にはＢＩＳＴＲＯ下水道の取組みから生まれた
岩見沢市の採れたて玉ねぎやかぼちゃ、佐賀市のアス
パラガス・玉ねぎが天ぷらとして提供され、参加者は
その美味しさに舌鼓を打ちました。

BISTRO下水道の天ぷら

下水道関連施設を船上から視察
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Vol. 38　No. 145　2014/10 おしらせ

（ 93 ）

「再生と利用」（公益社団法人　日本下水道協会　発行）は会員並びに関連団体に向けて、下水汚泥の有効利用
に関する技術や事例等幅広い情報を発信し、一層の利用促進に寄与することを目的に発行しています。

近年、民間企業による調査研究等が積極的に行われ、先進的かつ有用な成果が多数見受けられます。そこで、そ
れらの情報を掲載するため、投稿要領を次のとおり決めましたので、積極的な投稿をお待ちします。
投稿要領

（資格）
１．本誌への投稿対象は、下水汚泥の有効利用に携わる民間企業のうち公益社団法人　日本下水道協会の会員とな

ります。しかしながら非会員の場合でも、当会が会員と同等の調査研究の技術力を有する団体と特に認めるもの
であれば投稿対象とします。

（原稿掲載の取扱い）
２．原稿掲載の適否は、「再生と利用」編集委員会が決定します。

（掲載可否の判断基準）
３．掲載適否の主な判断基準は、次の3. 1、3. 2、3. 3、3. 4によります。

3. 1　単に汚泥処理に関する投稿文でなく、下水汚泥の有効利用の促進に資するものであること。
3. 2　特定の団体、製品、工法、新技術等を宣伝することを目的とした投稿文（客観的、合理的な根拠を示す

ことなく、優秀性、優位性、有効性等について具体名を挙げて記述）でないこと。
ただし、次の場合は除く。
①特定の団体、製品、工法、新技術等の紹介が目的であっても、優秀性、優位性、有効性等の客観性かつ合

理的な根拠を明確にし、下水汚泥の有効利用の促進に資すると認められるもの。
②特定の団体、製品、工法、新技術等の名称を記述しているが、単に論文の主旨をわかりやすく伝えるため

に用いており、投稿文の趣旨とは直接関係のない場合。
3. 3　特定の団体、製品、工法、新技術等を誹謗中傷する内容を含む投稿文でないこと。
3. 4　その他編集委員会が適当と考える事項について適合していること。

（原稿の作成、部数、送付先等）
４．原稿の作成は、次のとおりとします。

4. 1　査読用　複写原稿２部（図表、写真を含みます）
4. 2　事務用　複写原稿１部（図表、写真を含みます）

５．原稿の送付先は、下記の担当に送付して下さい。
（校正）
６．印刷時の著者校正は、１回とし、著者校正時の大幅な原稿の変更は認めません。

（著作権等）
７．掲載した原稿の著作権は著者が保有し、編集著作権は、本会が所有します。

原稿登載区分

担当：公益社団法人　日本下水道協会　技術研究部技術指針課
住所　〒101−0047　東京都千代田区内神田２−10−12（内神田すいすいビル６階）
電話　03−6206−0369（直）　FAX 03−6206−0796（直）

民間企業の投稿のご案内

おしらせ

登載区分 原稿量（刷上り頁） 内容

研究紹介
 ８頁程度（原稿制限頁数はＡ４判によ 独創性があり、かつ理論的または実証的

 り１頁2,300文字（１行24文字横２段）） な研究の成果

報　　告 ６頁程度（原稿制限頁数は、同上） 技術導入や経営等に関する検討・実施
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日本下水道協会では、下水汚泥発生量の増加、埋立処分地の確保、循環型社会の構築等の課題に対して、地方自
治体における下水汚泥の効率的な処理、有効利用を推進する観点から、「再生と利用」を発行しており、下水汚泥
の有効利用に関する専門情報誌として、各方面から高い評価を得ています。本誌は地方公共団体を始めとする多く
の下水道関係者のみならず、緑農地関係者にも愛読されていることから、広告掲載は情報発信として非常に効果的
であると思われます。

つきましては、本誌に広告を掲載して頂きたく、下記のとおり広告掲載の募集を行います。

記

１　発行誌の概要

２　広告掲載料・広告寸法等

３　広告申込方法及び留意事項
（1）広告掲載は、本誌の内容に沿った広告に限り行います。
（2）広告掲載のお申込みは、掲載月の40日前（１月発行号に掲載希望の場合は、12月20日）までに別紙「広告掲載

申込書」に広告原稿又は流用広告原稿の写しを添付して、次の５に表示の申込先宛にお申し込み下さい。
（3）原稿をデータで提出する場合は、データ制作環境（使用OS、アプリケーション、フォント等）を明記のうえ、

出力見本を必ず添付して下さい。
（4）広告原稿の新規作成又は流用広告原稿の一部修正を依頼する場合は、別紙「広告掲載申込書」にレイアウト案、

又は修正指示（流用広告原稿の写しに修正箇所等を明記）をそれぞれ添付して下さい。その際、書体、文字の大

「再生と利用」への広告掲載方依頼について

おしらせ

 発行誌名 再生と利用

 仕　　様 A4判、本文・広告オフセット印刷

 総 頁 数 本文　約100頁

 発行形態 年４回発行（創刊　昭和53年）

 発行部数 1,500部

  地方自治体
 配布対象 関係官庁（国交省、農水省等）
  研究機関
  関連団体（下水道、農業等）

 掲載場所 サイズ 刷色 広告寸法 紙質 広告掲載料 
      （１回当り） 

 表３ １頁 ４色 縦255×横180｠ アート紙 150,000円 

 後付 １頁 １色 縦255×横180｠ 金マリ菊/46.5kg 40,000円 

 後付 1/2頁 １色 縦120×横180｠ 金マリ菊/46.5kg 25,000円 

※ 表３は指定頁になります。原則として２回以上の継続掲載とします。 
※ 広告掲載料は、消費税込みの金額です。 

154,000円
41,000円

3 1
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きさを指定する等、原稿作成又は修正に必要な事項を明記して下さい。
（5）広告原稿の新規作成及び流用広告原稿の一部修正費（デザイン、修正料等）は、広告掲載料とは別に実費をご

負担いただきます。
（6）本会発行の図書等に掲載した広告に限り、その原稿を流用して掲載することができます。その場合は、別紙

「広告掲載申込書」に当該図書名、掲載年月、掲載号等を明記のうえ、原稿の写しを必ず添付して下さい。
（7）広告掲載場所は、指定頁以外は原則として申し込み順とさせて頂きます。
（8）広告申込掲載期間終了後は、その旨通知いたしますが、それ以降の掲載についてご連絡ない場合、または広告

申込掲載期間中でも広告掲載料の支払いが滞った場合には、掲載を中止させて頂きます。

４　お支払方法等
本誌発行後、広告掲載誌をお送りするとともに、「広告掲載料」及び「広告原稿作成費（広告原稿新規作成及

び修正等の場合）」を請求させていただきますので、請求後、１箇月以内にお支払い願います。
なお、送金（振込）手数料は、貴社負担にてお願いします。

５　申込み先及び問合わせ先
広告掲載のお申込み及びお問合わせ先は、下記の広告業務委託先までお願い致します。
広告業務委託先　　㈱LSプランニング（担当：「再生と利用」広告係）

〒135−0046　東京都江東区牡丹２−２−３−105
TEL. 03−5621−7850 ㈹　FAX. 03−5621−7851
Mail : info@lsweb.co.jp

1111111111111111111111111111111111111

（参考）

「再生と利用」特集企画予定

○第146号（平成27年１月発行予定）
バイオガス固定価格買取制度導入事例
バイオマス産業都市構想の取組み報告

○第147号（平成27年４月発行予定）
第27回下水汚泥の有効利用に関するセミナー特集

〔第27回下水汚泥の有効利用に関するセミナー開催について〕

期間・会場

開催地 期間 会場

佐賀県佐賀市 11月６日（木）〜７日（金） グランデはがくれ

33 深川 2 － 12 － 4 － 201
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日本下水道協会では、下水汚泥発生量の増加、埋立処分地の確保、循環型社会の構築等の課題に対して、地方自
治体における下水汚泥の効率的な処理、有効利用を推進する観点から、「再生と利用」を発行しており、下水汚泥
の有効利用に関する専門情報誌として、各方面から高い評価を得ています。本誌は地方公共団体を始めとする多く
の下水道関係者のみならず、緑農地関係者にも愛読されていることから、広告掲載は情報発信として非常に効果的
であると思われます。

つきましては、本誌に広告を掲載して頂きたく、下記のとおり広告掲載の募集を行います。

記

１　発行誌の概要

２　広告掲載料・広告寸法等

３　広告申込方法及び留意事項
（1）広告掲載は、本誌の内容に沿った広告に限り行います。
（2）広告掲載のお申込みは、掲載月の40日前（１月発行号に掲載希望の場合は、12月20日）までに別紙「広告掲載

申込書」に広告原稿又は流用広告原稿の写しを添付して、次の５に表示の申込先宛にお申し込み下さい。
（3）原稿をデータで提出する場合は、データ制作環境（使用OS、アプリケーション、フォント等）を明記のうえ、

出力見本を必ず添付して下さい。
（4）広告原稿の新規作成又は流用広告原稿の一部修正を依頼する場合は、別紙「広告掲載申込書」にレイアウト案、

又は修正指示（流用広告原稿の写しに修正箇所等を明記）をそれぞれ添付して下さい。その際、書体、文字の大

「再生と利用」への広告掲載方依頼について

おしらせ

 発行誌名 再生と利用

 仕　　様 A4判、本文・広告オフセット印刷

 総 頁 数 本文　約100頁

 発行形態 年４回発行（創刊　昭和53年）

 発行部数 1,500部

  地方自治体
 配布対象 関係官庁（国交省、農水省等）
  研究機関
  関連団体（下水道、農業等）

 掲載場所 サイズ 刷色 広告寸法 紙質 広告掲載料 
      （１回当り） 

 表３ １頁 ４色 縦255×横180｠ アート紙 150,000円 

 後付 １頁 １色 縦255×横180｠ 金マリ菊/46.5kg 40,000円 

 後付 1/2頁 １色 縦120×横180｠ 金マリ菊/46.5kg 25,000円 

※ 表３は指定頁になります。原則として２回以上の継続掲載とします。 
※ 広告掲載料は、消費税込みの金額です。 

○第151号（平成28年４月発行予定）
　　　　　第28回下水汚泥の有効利用に関するセミナー特集
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第 138 回「再生と利用」編集委員会

日　時：27 年 9 月 16 日

場　所：本会中会議室

出席者：野池、森田、姫野、島田（正）、南山、落、
川崎、仲谷、村上、工藤、広武、杉江、島
田（卓）、福田、佐々木（代理）の各委員

議　題：（１）前回議事概要の確認認
（２）第 149 号「再生と利用」編集内容につ

いて
（３）第 150 号「再生と利用」編集方針（案）

について
（４）平成 27 年度計画（150 号記念特集） 、

その他意見交換

概　要：
①　前回議事概要について
　　事務局から資料2～3のとおり報告し了承された。
②　第 149 号「再生と利用」編集内容について
　　事務局から資料 4 のとおり報告し了承された。
③　第 150 号「再生と利用」編集方針（案）について

事務局から、資料 5 のとおり説明を行った。
今回の講座（食品残渣、焼酎粕、木質バイオマス
等）では下水汚泥以外のバイオマス処理による講
座とした。埼玉県や長崎市等では広域にバイオマ
スを収集するメタン発酵に興味を持ち始めてお
り、今後各地でこのような動きがみられるのでは
ないかとの意見があった。また今年 5 月に施行さ
れた下水道法の改正（肥料化、エネルギー化の努
力義務）については掲載を検討することとした。

④　第 150 号記念特集について
事務局から、資料 6 ～ 7 のとおり説明を行った。
150 号までの歩みで、「社会、経済、その他」の
災害、事件等の掲載においては掲載内容について
思想の統一をはかるよう見直すとし、再生水利用
等の水環境にかかる分野も掲載するものとした。
また、風力、水力、太陽光等にかかる再生可能エ
ネルギーについても技術導入実績を入れることと
し、「下水道界の動き」と「新技術導入」では混
同している箇所があるため再見直しすることとし

た。「新技術導入」の掲載にあたっては、「日本の
下水道」の「新世代下水道支援事業」を参考に再
調査することとした。また、「150 号の想い出」
については、基本的には現役委員自身が投稿する
こととしたが、過去の「文献紹介」の担当者にも
可能であれば投稿いただくとした。

⑤　その他・情報交換について
151 号については事務局都合により例年より１ヶ
月前倒しし、来年度 3 月発刊の予定とした。

第 2回　下水汚泥有効利用専門調査委員会打合会

日　時：27 年 10 月 9 日

場　所：本会第三会議室

出席者：岡、桜井、菅原、永井、高部、野上、碓井、
角田の各委員

議　題：（１）各小委員会の説明資料について
（２）説明会スケジュールについて
（３）その他

概　要：
①　各小委員会の説明資料について

11 月～ 12 月にかけて行う下水汚泥有効利用促進
マニュアル説明会資料について事務局から PPT
資料 1 ～ 4（共通、肥料、建設、エネルギー）の
とおり説明を行った。
資料の中にはマニュアルのページを示すことと
し、カラー資料として配布することとした。共通
編で示されている「評価の基本的な考え方と評価
の視点」については 3 技術の資料からは省くとし、
共通編の内容においては下水道法改正等、国交省
の基調講演の内容とは重複しないよう配慮するこ
ととした。PPT 資料のノートについて重要部は
赤書きとすることとした。肥料利用においては課
題に臭気対策を追加及び、栽培野菜に対する消費
者の評価についても資料追加したいとの意見があ
り、またアンケート結果についてはどのようなア
ンケートであるか明記することとした。建設資材
利用においては実際の事業効果を示すこと及び、
高分子系焼却灰の表記と神戸市のアスファルト
フィラーの事例を追加することとした。エネル

汚泥再資源化活動
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ギー利用では燃料電池車燃料についても記載する
こととし、マニュアルで示されていない写真につ
いては削除することとした。

②　説明会スケジュールについて
事務局から資料 5 のとおり報告し各委員の講演日
程について了承された。

③　その他
　　特になし。

（ 129 ）
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日　　誌
平成 27 年 9 月 16 日 第 138 回「再生と利用」編集委員会 本会中会議室
平成 27 年 10 月 9 日 第 2 回下水汚泥有効利用専門調査委員会打合会 本会第三会議室

次号予告
題名は執筆依頼の標題ですので
変更が生じることもあります（ ）

論　　説： 「燃焼・乾燥・廃棄物処理」
特別寄稿： 「下水汚泥の農業利用」
特   　集 : 「新潟市における下水汚泥有効利用促進の取 
　　　　　組み」

「下水汚泥資源利用の動向と今後の施策に
ついて」

「下水道施設を利用した下水汚泥および有
機性廃棄物の有効利用に関する土木研究所
の最前線」

「下水汚泥有効利用の課題と日本下水道事
業団における取り組み」

「下水道資源・資本の保全と活用＜地域に
おける環境保全、健全経営のための連携・
集約システムづくり＞」

「新潟県における“バイオガス発電”の取
組～産官学連携による小型バイオガス発電
機の開発～」

「長岡市における下水汚泥から発生する消
化ガスの有効利用について」

研究紹介 : 「通気量自動制御の堆肥化システムによる省
エネ化と見える化」

講   　座： 「生ごみを利用した水素エネルギーの回収 」
「超高温可溶化メタン発酵技術による下水
汚泥の資源化の取組み」　　      

「ポリ乳酸を原料とするメタン生産と嫌気
性有用微生物培養技術の開発発酵の実証に
ついて」

特別報告：「下水汚泥の有効利用の促進策について」
「脱水・燃焼・発電を全体最適化した革新
的下水汚泥エネルギー転換システムの導入
ガイドラインについて」

投稿報告： 「再生水処理の効率化に関する研究」
報　　告：「下水汚泥有効利用促進マニュアルの発刊

（その４　エネルギー利用編）」
「下水汚泥有効利用セミナーパネルディス
カッション」

そ　の　他：会報、行事報告、次号予告、関係団体の動
き

Vol. 38　No. 145　2014/10 編集後記・編集委員会委員名簿
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７月22日から４日間、大阪市のインテックス大阪
で「下水道展’14大阪」が開催され、入場者数85,720人
を集め盛況のうちに終了しました。

下水道展最終日の25日午後には、“汚泥有効利用か
ら見た下水道とは”と題して、下水汚泥の有効利用
に関する講演会を開催し、京都大学松井名誉教授、
国土交通省及び大阪市のご担当から貴重なご講演を
いただきました。最終日の午後にもかかわらず、246
名の非常に多くの方に参加いただき、下水汚泥有効
利用促進に向けての意識の高さがうかがえました。

本号では、下水道展開催都市である大阪市の福井
建設局長から巻頭言をいただき、論説では、高知大
学藤原教授からは、下水汚泥の促進に向けて〜農業

編　集　後　記
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

地域の面的水管理・カスケード型資源循環システム
から考える〜を投稿いただきました。また、特集
テーマでは、バイオマス利用の事業スキームやカス
ケード利用について、講座では、エネルギー化技術
の最新動向について紹介しています。

さて、本年11月６日（木）〜７日（金）には、第27
回下水汚泥の有効利用に関するセミナーを佐賀市で
開催します。セミナーでは、開催都市の佐賀市、日
本下水道事業団、土木研究所や日本下水道新技術機
構における下水汚泥の有効利用促進の取組のほか、
京都大学松井名誉教授や九州大学の田島教授らから
最新の研究事例も紹介いただく予定としております。
みなさまのご参加をお待ちしております。 （MH）
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